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論文要旨 

 本論文は、「すべての子どもと子育て家庭への支援」が目的とされている地域子育て支援

拠点事業（以下、拠点事業）において、拠点事業を利用していない子どもと子育て家庭（以

下、非利用者）に対する支援を検討していく必要性があるのではないかという問題意識を

持ち、地域における非利用者への支援とはどのようにしてなされ得るかという問いをたて

検討を行ったものである。具体的には、拠点事業の設置目標でもあるすべての子育て親子

がベビーカーで歩いていける場所として中学校区を本論における地域と定義し、地域に居

住するすべての子どもと子育て家庭に対して、交流の場の 1 つとして提供されている拠点

事業（センター型）に特化し、以下の 4 点について解明したものである。すなわち 1 点目

は、拠点事業を中心に地域子育て支援施策を振り返り、どのような問題点が表出している

のかを検討した。2 点目は、非利用者の視点から拠点事業の現状と課題を明らかにした。3

点目は非利用者への支援を実施していくにあたっての困難性や課題を明らかにし、そして

最後に非利用者にとって更なる支援をしていくための必要な提言を行った。 

 まず序章において、これまでの拠点事業における先行研究を概観し、拠点事業における

業務内容が、現状の担当者である保育者が保持している知識や技術では対応しきれない状

況にあり、ソーシャルワークの知識、技術が求められていることを明らかにした。そして、

「拠点事業における担当者の多くを占める保育士が実施するソーシャルワーク」を保育ソ

ーシャルワークと定義し、拠点事業の業務実施には保育ソーシャルワークの知識、技術が

求められていることを提示した。また、ここで保育ソーシャルワークと似た概念として用

いられている児童ソーシャルワーク、ファミリーソーシャルワークについて整理した上で、

拠点事業担当者によるソーシャルワーク実践においては、保育の知識や技術が必要とされ

る保育ソーシャルワークというより特化したソーシャルワーク実践を目指すことが必要で

あることを提示した。 

 第 1 章においては、拠点事業に焦点をあて、これまでの地域子育て支援に関する施策を

振り返り、保育所が通所する子どもとその保護者だけでなく、保育所を利用しない地域に

住む子どもや子育て家庭も視野に入れた支援が求められてきたことを確認した。そして、

これまで在宅育児を含む子どもへの支援はその必要性が随時唱えられながらも、おきざり

にされてきたことを確認した。そしてすべての子どもと子育て家庭への支援のためには、

非利用者に焦点をあて、担当者が保育ソーシャルワークを実施しアウトリーチしていく必

要性を述べた。 

 第 2 章では、非利用者に焦点をあて、非利用者にアンケート調査を実施することで非利

用者の現状と課題について検討した。そこでは、非利用の要因として拠点事業の情報がい

まだすべての子育て家庭に対して認知されていないことが明らかになった。また、拠点事

業を認知している人たちであっても利用につながっていないことも明らかになり、担当者

が継続して、アウトリーチを実施していく必要性を指摘した。 



第 3 章では、現在のアウトリーチ活動の 1 つとして拠点事業のセンター型における地域

支援活動を取り上げ、インタビュー調査からその現状と課題を検討した。そこで、地域支

援活動を阻害する要因として第 1 に情報不足、不安感、第 2 に担当者の力量不足、第 3 に

外的要因の 3要因があることを仮説として提示した。 

 第 4 章では、第 3 章で提示した仮説を、拠点事業担当者へのインタビューのなかで提示

された事例を基に検討した。担当者には、地域支援活動を実施していく際の困難性につい

て事例を中心に語ってもらい、その結果を M-GTA によって分析した。分析した結果、「職員

の力量」と「外的要因」の 2つの要因が見出された。「職員の力量」は第 3章で得られたも

のであり、「外的要因」は、第 3章における「情報不足・不安感」を内包する要因として考

えられた。すなわち、それらは第 3 章で得られた仮説を支持する結果であった。その後、

結果図とストーリーラインを作成し、モデルを提示したが、拠点事業そのものがそれぞれ

の地域を基盤とした事業であることからその事業内容の多様性は容易に想像することがで

き、それに伴った困難性も見出されてくる可能性は否定できなかった。そのためインタビ

ューを継続し、モデルを再考していくことが課題として示された。 

 第 5 章では、拠点事業における事業内容を担当者からのインタビュー調査から分析し、

事業実施において求められている力量について検討を行った。そこで、事業実施にあたっ

ては、保育の知識や力量以外にソーシャルワークの力量が求められていることが明らかに

なった。また、担当者のソーシャルワークの認知についてアンケート調査より検討した。

そこで、ソーシャルワークという言葉としては認知されているものの、具体的な内容や方

法は習得できていないことを言及した。 

 第 6 章では、これまでの調査結果を踏まえ、担当者がソーシャルワークを実施していく

ための可能性として現在の研修システムのあり方を捉え検討した。現状の担当者に対する

研修としては、カナダの例を紹介し、リカレント教育も視野に入れた研修体制の整備の必

要性について提示した。また、ソーシャルワークの専門職である社会福祉士資格と保育の

専門職である保育士資格の両方を合わせ持つことの必要性について触れ、現在の我が国の

状況として両方の資格を併せ持つ人数が少ないことを示し、今後の養成には大学だけでな

く、アドバンスコースを設定した上で養成にあたることの重要性について述べた。そして、

担当者が保育ソーシャルワークを実施していくためには、それを支える体制を整備してい

く必要性を提示した。短期的には人数配置を全ての拠点事業において 1 名から 2 名に増加

させていくこと、そして拠点事業の事業内容を関係機関、地域住民にも幅広く周知させて

いくことより、地域に出向いた活動を実施しやすくするようにしていくことの必要性につ

いて述べた。さらに長期的には拠点事業に求められる事業内容を改めて検討しなおし、そ

のために必要な体制を再整備していくことの必要性について述べた。 

 終章では、最初に提示した 4 つの課題について整理した上で、地域において拠点事業が

どのように非利用者に対して支援を実施していくことができるのかという本論の問いにつ

いて検討した。すなわち、アウトリーチを実施していくことがその支援の第 1 歩になり、



アウトリーチは拠点事業にまで足を運べない非利用者にとって重要な支援になることを提

示した。しかし一方で、その支援を受け入れない家庭があることは想像に難くなく、アウ

トリーチをしたからといってそれがすべて非利用者への支援につながることが難しいこと

が予想された。すなわち、そこには非利用者である子どもとその保護者に働きかけ、状態

を適切にアセスメントし、その両者のニーズを把握し、支援につなげていく保育ソーシャ

ルワークの力量が必要であり、民生委員や保健師といった非利用者を取り巻く他の関係機

関と連携した支援を実施していくためにも保育ソーシャルワークの実施が求められている

ことを提示した。 

そして、最後に本論の課題を提示した。まず、拠点事業が現在進行形の事業であり、本

論執筆途中に枠組みや名称等が変更してしまったことから、表記に齟齬が生じてしまった。

また、2013 年の枠組み変更に伴い、拠点事業（センター型）がそれまでのひろば型と統合

され一般型となったものの、本論では一般型のみの考察に留まってしまった。次に、養成

課程における保育ソーシャルワーカー養成のカリキュラム構想には言及できなかった問題

がある。そして、最後に今後の拠点事業の体制整備について深く考察することが適わなか

った。これらは今後の課題として提示した。 
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序章            本論文の課題と問題意識 構成と概要 
はじめに 

１.問題意識と研究目的 

 昨今、「母親の孤立」という言葉がよく見受けられる。母親の孤立をめぐっては、様々な

要因が指摘されている。例えば、子どもの発達障害や外国人母親といった属人的な要因も

考えられるが1、地域における人間関係の希薄化、地域コミュニティの崩壊、核家族化、都

市化が進み、隣の人の名前も知らずに生活する現代のライフスタイルの変化といった社会

的要因も挙げられている。特に、乳幼児を対象とする遊び場や交流の場の少なさ2という子

育て環境の貧しさは、自ずと母親たち、特に専業主婦たちを家庭という密室へと閉じ込め、

孤立化させる構造を持つ3。 

 では、母親が孤立することはどのような問題をもたらすのであろうか。端的にいうと、

育児の孤立は育児の負担感を増大させ、育児不安を増幅させる一因になっている4。すなわ

ち、社会から取り残されてしまうのではないかという寂寥感や育児への戸惑い、自由に外

に出られないといった孤独感など、全てを母親一人が背負う子育ての状況がどんどん母親

自身を追い詰めていくのである。これまでの育児不安研究においても、子どもと離れる時

間の少ない専業主婦に育児不安が多いこと、また夫の育児参加の程度や母親のネットワー

クの有無が育児不安に関連していることが明らかにされている。そして、この育児不安が

子どもへの虐待と関連している可能性も示唆されるようになった5。 

 一方で、子どもの遊びを取り巻く状況も深刻化している。子どもが成長・発達していく

ためには、遊びが重要な役割を果たすことはこれまでの研究においても数多く言われてい

る。文化人類学において、子ども文化という新しい概念を提唱した藤本6は「子どもにとっ

ては、遊びは学習という要素が強く、運動能力や体力の養成、知的・精神的発達に持って

いる役割と意味はきわめて大きい」と述べており、子どもにとって遊びは生活そのものだ

としている。また、和田7も同様に「子どもにとっては遊びと見えることが『生活』であり、

存在の根本的な様態である」と述べている。すなわち子どもにとっての遊び場とは「子ど

もの生活空間すべて」と考えることができる。 

しかし、現在の子どもは容易に戸外で遊べないという状況がある。子どもの遊び場につ

いて昭和 30 年代と 50 年代を比較した仙田8によると、子どもの遊び空間が大幅に減少して

いることが明らかになっている。そして、その後においても都市部での遊び場空間、住宅

事情の悪化などが多く指摘されていることなどから、戸外だけでなく戸内の遊びにおいて

もかなり制限されてきていることが窺える。また、子どもの遊び場を取り巻く現状につい

て、幼稚園児を持つ母親を対象に、質問紙調査を行った文屋、目野9は、多くの母親は遊び

の中で子どもの社会性や協調性が養われていると考えており、遊びの必要性を感じている

一方で、交通事情や少子化などの問題から、現状ではそれが難しくなってきており、何と

か子どもの遊びを守ってやりたいと願う母親の努力に依っていると指摘している。子ども

の遊びを支える場や遊び仲間が制限され、それに対して遊びの重要性を理解している保護

1



者が何とか苦慮しながら対応しているという状況がみてとれる。 

 このような子どもとその保護者を取り巻く状況の変化に対して、国も手をこまねいてき

たわけではない。1994 年には、「今後の子育て支援のための施策の基本方向について（エン

ゼルプラン）」のなかで、地域子育て支援を重視し、育児の孤立化や不安感を招くことにな

らないような施策を展開しはじめた。なかでも、保育所等において育児不安について専門

的な相談ができる機能を持つ地域子育て支援センター事業や子育て親子が気軽に集い、交

流ができるような場を提供するつどいの広場事業が開始された。これらの事業では、誰か

と話したい、安心して子どもを遊ばせる場所が欲しいといった母親からの要望も受け、歩

いていける身近な場所に親子で集まり、相談や交流ができるという交流の場の提供するこ

とが目的とされている。そして、2007 年度には、これらの事業とともに、児童館の活用も

含めた地域子育て支援拠点事業（以下、拠点事業と記）が展開され、量の拡充が図られて

いるところである。  

 しかし、量の充実が必ずしも全ての母親の孤立を防ぐわけではない。そこには、そのよ

うな場を利用しない母親が存在する。先行研究においても、与えられた場を積極的に利用

する母親と全く利用しない母親に２分されていることが指摘されている10。すなわち、与え

られた場を利用する保護者（以下、利用者と記）は様々な支援サービスを利用する一方で、

利用者しない保護者（以下、非利用者）はどの支援サービスも全く利用していないのであ

る。2003 年の「児童福祉法を一部改正する法律」において、すべての子育て家庭に対する

子育て支援を市町村の責務とすることが明確化され、その後の子育て支援施策等において

も「すべての子どもと子育て家庭への支援」が当然のように明示され、広く社会に提言さ

れているにも関わらず、未だ支援サービスを享受できていない人たちがいるという問題意

識がある。  

 さて、本論ではすべての子どもと子育て家庭への支援の 1 つとして拠点事業に着目して

いる。実は、拠点事業以外にも、すべての子どもと子育て家庭が利用可能な支援として、

ファミリーサポート事業や一時預かり事業、養育支援訪問事業など様々な支援が提供され

ている11。では、なぜ本論で拠点事業に着目するのか、その理由について述べたい。 

 先述したように、拠点事業は 2007 年に再編された事業である。実施要綱によると、その

目的は「地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進するこ

とにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健

やかな育ちを促進すること」12とされている。また実施形態として、保育所が中心として設

置されていた地域子育て支援センターを前身とする「センター型」、都市部を中心とした子

育て親子の草の根的な活動から始まったつどいの広場を前身とする「ひろば型」、そして「児

童館型」の 3 類型があった。2004 年に策定された「子ども・子育て応援プラン」では、す

べての子育て家庭が歩いていける場所に気兼ねなく集まって、相談や交流ができるように

なり、孤独な子育てをなくすことを目指すべき社会の姿として掲げている13。そして、2010

年閣議決定された「子ども・子育てビジョン」においては 2014 年までに、子育て家庭が気
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軽に集える場所となる支援拠点を全国に 1 万ヶ所、中学校区に 1 ヶ所設置することが明示

され14、すべての子育て親子がベビーカーで歩いていける場所に設置することが目標とされ

ている。実際、2013 年現在において全国 5,968 ヶ所に設置（内、センター型 3,302 ヶ所、

ひろば型 2,266 ヶ所、児童館型 400 ヶ所）されており15、その数は年々増加している。 

 実施内容は、①交流の場の提供や交流の促進、②子育て等に関する相談・援助、③子育

て情報の提供、④子育て等に関する講習等の実施といった 4 つの基本事業以外に、ひろば

型においては、地域のニーズや実情に応じて近隣の公共施設等を活用した出張ひろばの実

施に努めるよう求められている。また、センター型においては、「公民館や公園等地域に職

員が出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等」を実施する出前保育に類するもの

と、さらに「地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される家庭への

対応」として、アウトリーチの実施が義務付けられている。このように、拠点事業におい

ては、拠点を利用する子育て家庭だけでなく、利用しない子育て家庭への支援も同様に求

められている。また、2008 年 11 月には「児童福祉法を一部改正する法律」において、拠点

事業は法定化され、その実施に努力義務が課されることになるなど、拠点事業の更なる推

進が求められている。そのようななか、「すべての子どもと子育て家庭への支援」が目的と

される拠点事業において、いかにして非利用者への支援を実施していくことができるのか

検討することは意義のあることだと考える。 

 以上のような問題意識から、本論では拠点事業の非利用者に焦点をあてたい。そして、

拠点事業の設置目標でもあるすべての子育て親子がベビーカーで歩いていける場所として

中学校区を本論における地域と定義し、その地域における非利用者への支援とはどのよう

にしてなされ得るかという問いをたて検討を行う。具体的には、地域に居住するすべての

子どもと子育て家庭に対して、交流の場の 1 つとして提供されている地域子育て支援拠点

事業（センター型）に特化し、以下の 4 点について解明するものである。すなわち 1 点目

は、拠点事業を中心に地域子育て支援施策を振り返り、どのような問題点が表出している

のかを検討する。2 点目は、非利用者の視点から拠点事業の現状と課題を明らかにする。3

点目は非利用者への支援を実施していくにあたっての困難性や課題を明らかにし、そして

最後に非利用者にとって更なる支援をしていくための必要な提言を行いたい。 

 

2. 先行研究の検討 

 拠点事業は 2007 年に再編成されたものであり、先行研究においてもセンター事業、ひろ

ば事業、児童館についてそれぞれ検討がなされている状況にある。ここでは本論の対象で

ある拠点事業（センター型）とその前身であるセンター事業を中心に検討する。 

 センター事業に関する研究は 1990 年代後半から始まるが、その多くは事業の利用状況や

実態に関するものである16,17,18,19。なかでも柏女らは、全国の支援センターを対象としたア

ンケート調査を実施し、センター事業は乳幼児とその保護者に対して居場所を提供してお

り、相談業務を実施していることを明らかにしている20。この点において松永21も同様にセ
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ンター事業は利用する親子にとって、日常生活を楽しむための一部としての居場所になっ

ていると述べている。また、その他センター事業の担当者や利用者を対象にした調査にお

いても事業に対して肯定的な評価が示されており22,23、事業に対して大きな期待が寄せられ

ていたことが窺える。しかしこの点において、これらの評価はその多くが実施者や運営側

によるものであり、利用者による事業評価の機会は少なく24、あったとしても「個人的な感

想の域を出ていない」と述べられるなど25、その視点に問題があることが示唆されている。

すべての子どもと子育て家庭への支援が目標とされている拠点事業において、利用者だけ

でなく非利用者からの視点を取り入れていく必要性があると考える。 

 さらに、拠点事業における課題も挙げられている。その一つに担当者の力量の問題があ

る。拠点事業は、そもそも 1993 年創設の地域子育て支援モデル事業に端を発し、その後数

回の変遷を経て 2007 年に「地域子育て支援拠点事業」として再編成された事業である。事

業主体は特別区を含む各市町村であるが、その運営は保育所といった社会福祉法人や NPO

法人に委託することができる。なかでもセンター型は運営主体の多くが保育所であり、担

当者も保育士であるケースが多くみられる。そして今後もその状況は変わらないと予想さ

れている26。 

 先行研究においては、担当者、つまり保育士に求められる知識や技術は保育所保育にお

けるケアワークとは異なり、広く地域の子育て家庭の相談に応じるとともに虐待などの予

防対応を行うといったソーシャルワーク技術やファシリテーター技術であることが指摘さ

れ、担当者の知識や技術を向上させることが課題とされている27。また、政策的には地域資

源との連携やコーディネート業務が求められているものの、その実態とは齟齬が生じてい

ることも指摘されている28。つまりこれまで保育士がその多くの任を担ってきた拠点事業に

おいて、既存の専門性だけでは対応しきれない状況にきていることがわかる。 

 この点において、保育士がソーシャルワークを担うことについて限界や疑問を呈する見

解もある。土田29はセンターが保育所に併設されている意義を認めつつ、ソーシャルワーク

の専門職を配置すべきであると述べている。また、山本30も現在の保育士の行うソーシャル

ワークでは内容自体に限界があり、社会福祉士など保育士以外の専門職を配置することの

必要性を指摘している。さらに山縣31は、地域子育て支援で求められているのは子どもへの

支援よりも親支援であり、そのためには、ソーシャルワーク、コミュニティワーク、コー

ディネーションといった技術が必要であり、「保育士が（業務の）中心であることはむしろ、

活動を制約する」（括弧内は筆者が加筆）とまで述べている。 

 確かに、実施要綱では「保母（保育士）等」が担当者として開始されたセンター事業で

あったが、2005 年の通知以降、この文言は削除され拠点事業においても踏襲されている。

しかしながら常勤職員のおよそ 9割が保育士であるという状況を鑑みる32と、保育士を主と

する担当者がソーシャルワークを引き受けざる得ない状況がある33ことは否めない。とする

ならば、基本的に保育士が持つケアワークからケースワーク、グループワーク、コミュニ

ティワークを総合的に実施するソーシャルワーク技術を習得していくことが肝要であると
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考える。 

 地域子育て支援におけるソーシャルワーク実践において、保育ソーシャルワークの視点

の重要性が叫ばれている。詳細については後述するが、土田は保育所、保育所併設の地域

子育て支援センターで機能を発揮するソーシャルワークを保育ソーシャルワークと定義し、

拠点事業の中で保育ソーシャルワークを実施していく必要性を論じている34。そして、その

実施についてはソーシャルワーカーとしてのアイデンティティをもった保育所施設長等や

センター担当者、あるいは社会福祉士等のソーシャルワーカーを「保育ソーシャルワーカ

ー」としてセンターに配置することが必要と指摘している35。これらは、これまで、拠点事

業業務において必要と唱え続けられてきたソーシャルワークのあり方に対して一定の答え

を提示するものとして画期的な提言であるといえる。しかしながら、提示に留まっており、

その具体性に欠ける。また前述したように、現状においては拠点事業の担当者は保育士で

あることが予想されており、早急にその体制が変化することは考えにくい。そのため本論

では、まずは保育士である担当者が現時点において実践している業務の中で、どのように

保育ソーシャルワークを実施していくことができるのか検討していきたい。 

 

3. 地域子育て支援における保育ソーシャルワークとは 

 本論では、拠点事業において、担当者が保育ソーシャルワークを実施する可能性につい

て検討することを目的としている。そこで本節では、保育ソーシャルワークとは何か、先

行研究を概観し、その上で本論における保育ソーシャルワークについて定義する。 

 前述したように、1994 年のエンゼルプラン策定以降、保育サービスの整備充実を目的と

した施策が発表されると共に、保育士が子育て支援を担うことが積極的に求められるよう

になった。1997 年の「児童福祉法を一部改正する法律」では、保育所に相談・助言機能が

組み込まれ、2001 年の「児童福祉法を一部改正する法律」では保育士は「登録を受け、保

育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対す

る保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」（児童福祉法第 18 条の 4）と定義さ

れ、資格が法定化された。この保育士の国家資格化のなかで、保育士の業務に児童の保護

者への指導を含むことが明記されたのである。また、2003 年の「次世代育成支援施策の在

り方に関する研究会」による報告書「社会連帯による次世代育成支援に向けて」では、「保

育所の子育ての専門性を活かす観点から、保育所が地域の子育てを支え、助ける存在とし

て地域に開かれたものとなるとともに、家庭の子育て力の低下を踏まえ、ソーシャルワー

ク機能を発揮していくことが必要」36との方向性が示された。さらに、2008 年の新保育所保

育指針では新しく保護者支援が盛り込まれ、その中で保育園に入所している子どもの保護

者だけでなく地域における子育て支援に取り組むことが示される37など、地域子育て支援の

中核を担う専門職として保育士がソーシャルワークを実施していくことの重要性が示され

ている。 

 先行研究をみると、2000 年頃から保育所のソーシャルワーク機能やソーシャルワーク活

5



動、ソーシャルワーカーとしての保育士の専門性、保育士養成課程におけるソーシャルワ

ーク（社会福祉援助技術）教育などをタイトルにしたものが多くなってきており、保育実

践におけるソーシャルワークへの関心が高まってきていることが窺える。しかし、その反

面、保育ソーシャルワークに関する一致した見解や定義は未だ見られていない。例えば、

保育所、保育士、保育とソーシャルワークに関する先行研究を概観した山縣ら38によると、

保育ソーシャルワークの定義を「保育士が行うソーシャルワーク活動」、「保育所で行うソ

ーシャルワーク活動」、あるいは「保育に基づいて行われるソーシャルワーク活動」として

いる研究が多くみられることを指摘している。 

 その他、具体的に定義したものとして、橋詰は「一人の子どもを家族全体で理解して、

その福祉を保証する視点を持ち、子育てに関する社会資源を活用、調整しながら問題解決

を図る方法論をいう。加えてそのプロセスを通して保護者とともに解決していく姿勢で、

個人と社会との結びつきを視野にいれた保育活動」39であるとしている。そして柏女は保育

ソーシャルワークの定義にあたっては、まず保育の定義を整理する必要性を指摘しつつ、

「個別援助活動、社会資源の開発、福祉的地域社会づくりの３つがソーシャルワーク援助

のポイント」40であり、「保育ソーシャルワークは、その一連の活動を保育分野において行

うもの」と述べている。さらに、伊藤は、「子どもと保護者の幸福のトータルな保障に向け

て、そのフィールドとなる保育実践及び保護者支援・子育て支援にソーシャルワークの知

識と技術・技能を応用しようとするものである」41と定義している。 

 以上のような定義の相違は、それぞれの理論的立場と関連している。例えば、前出の山

縣らは、先行研究においては「①ソーシャルワークとケアワークは異なる専門性であり、

保育をケアワークと捉える立場、②ケアワークをソーシャルワークの一分野と捉え、保育

士はソーシャルワークの一部であるケアワークを実践しているという立場、③保育技術が

ケアワークとソーシャルワークの二重構造を持つ、という 3つの理論的立場に分類できる」

と述べている。また鶴42も同様に、これまでの保育ソーシャルワークの捉え方は「保育（ケ

アワーク）を基点にソーシャルワークに向かうのか、逆にソーシャルワークから保育（ケ

アワーク）に向かうのかという違い」があり、保育ソーシャルワークの基本体系を保育技

術にあるとするのか、ソーシャルワークにするのかという保育とソーシャルワークを別個

とする見解が多いと述べている。 

 いずれにしても、地域子育て支援におけるソーシャルワークの必要性については十分議

論されており43、その対象者は入所している児童とその保護者だけでなく、地域における子

どもと子育て家庭である。すなわち保護者のウェルビーイングと子どものウェルビーイン

グの関わりの中で、双方の環境をより良いものとするために、子どもとその保護者へのは

たらきかけだけでなく、それらを取り巻く環境への働きかけも重要となる。つまり、担当

者が提供する支援が、子どもとその保護者にとって最善の利益をもたらすためには人と環

境に働きかけるソーシャルワークの視点・技術を用いた支援が必要となろう。 

ところで、保育ソーシャルワークと似た概念としてファミリーソーシャルワーク、児童
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ソーシャルワーク、といった概念がある。ここでは、この 2 つの概念を概観した上で、本

論において保育ソーシャルワークを選択する理由について説明する。 

ファミリーソーシャルワークとは、「クライエントが直面する問題を家族全体の中で捉え、

家族関係のあり方に介入することで問題の解決・緩和を図ろうとする援助方法」44のことで

ある。すなわち、家族が直面する問題は、特定の個人のみからでなく、現在の家族関係の

あり方から生じているという観点を持つ。そのため、全ての家族構成員が問題を共有化し、

目標を設定し、そのための人間関係や社会制度との関係を調整していくことが課題とされ

ている。国の施策をみると、2004 年度から、児童養護施設等に家庭復帰のための調整や相談

を行う家庭支援専門相談員としてファミリーソーシャルワーカーが配置されている45。 

拠点事業におけるファミリーソーシャルワークの必要性を検討した先行研究も散見され

る。例えば、新川46は、拠点事業におけるファミリーソーシャルワーク実践を検討している。

そのなかで、岡村47の述べたファミリーソーシャルワークの 5つの機能、すなわち、評価的

機能、調整的機能、送致的機能、開発的機能、保護的機能を挙げ、拠点事業においては、

このファミリーソーシャルワークの機能を活用している点が多くみられることを指摘して

いる。そして、地域子育て支援におけるファミリーソーシャルワーク実践を行うための実

践理論を構築していく必要性を示している。確かに、ソーシャルワーク実践という点にお

いては、筆者の述べる保育ソーシャルワークと共通点があるといえる。しかし、新川48も指

摘しているように、拠点事業でのファミリーソーシャルワーク実践には、「子どもの気持ち

を考慮した関わりを採り入れた実践」が必要とされている。すなわち、ここでは子どもの

育ちや子どもへの関わりといった保育に関する知識や技術がファミリーソーシャルワーク

においても求められているといえよう。 

次に、児童ソーシャルワークについてであるが、これは小田49が「児童ソーシャルワーク

は家族ソーシャルワーク（ファミリーソーシャルワーク）である、という局面を強くもっ

ている」（括弧内は筆者が加筆）というように、ファミリーソーシャルワークと同様に扱わ

れることが多く、その定義は明確ではない。しかし、例えば田中50は「健康で文化的な最低

限度の生活の保障システム、社会化および教育システム、身体的安全・精神的安定の供給

システム、保健医療システムを社会福祉制度の内容とすると、各システムと児童を関係づ

け、また、システムとシステムを調整し、連係させる等の、児童の権利を保障するための

援助的な実践活動」と定義づけている。また、大坪によると、児童ソーシャルワークは「子

どもを巡る諸問題・諸課題に対して、その社会的背景や原因を究明し、その解決・緩和を

図るための社会的施策・対策の整備、開発、そして、ケアワーカーと協力し個別の子ども

への援助を目的とするもの」51であり、児童ソーシャルワーカーの役割は次の 3つに大きく

分類されると述べている。すなわち、1つは関係機関との連携等を通して援助を要する児童

や家族への直接的援助を図ること、2つは児童福祉に関するサービスや情報を的確に広報す

ること、3つは児童の個別性に基づく制度・サービスの開発である。 

ソーシャルワークが「人間の福利（ウエルビーング）の増進を目指して、社会の変革を
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進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワーメントと解放を促していく」

52ものであり、具体的には臨床ソーシャルワーク、グループワーク、コミュニティワーク、

コミュニティ・オーガニゼーション等といった実践であることからすると、前述した児童

ソーシャルワークはつまるところ児童分野におけるソーシャルワークのことを指している

と考えられる。児童ソーシャルワークの担い手としては、児童相談所の児童福祉司や福祉

事務所における社会福祉主事、母子自立支援員等があり、ここでの児童とは 0 歳から満 18

歳に満たない者とその対象はかなり幅広いものになっている。そのなかで前述した様々な

担い手が施設や公的な相談機関を中心として虐待や不登校、非行といった様々な問題に対

応している状況にある。 

以上、簡単ではあるがファミリーソーシャルワークと児童ソーシャルワークについてみ

てきた。このいずれにおいても保育ソーシャルワークと同様に子どもの最善の利益を目的

としたソーシャルワーク実践が求められるものであるが、ファミリーソーシャルワークに

おいては、その実践のためには保育の知識や技術が必要とされ、児童ソーシャルワークに

おいては、その対象である児童の内容が幅広いものとなっていた。本論の目的である拠点

事業における担当者のソーシャルワーク実践においては、保育の知識や技術が求められて

いる。さらにその対象の多くが未就園児とその保護者といったよりスペシフィックになっ

ていることから考えると、拠点事業担当者によるソーシャルワーク実践を保育ソーシャル

ワークと捉え、固有の、より特化したソーシャルワーク実践を目指すことが必要ではない

かと筆者は考えるに至った。 

では、次に本論における保育ソーシャルワークのソーシャルワークとは具体的には何を

指すのかについて検討する。本論の対象である地域子育て支援拠点事業実施要綱によれば、

拠点事業における支援内容は、基本事業として①子育て親子の交流の場の提供と交流の促

進、②子育て等に関する相談・援助の実施、③地域の子育て関連情報の提供、④子育て及

び子育て支援に関する講習等の実施の基本事業に加え、2013 年度創設の地域機能強化型に

おいては、「利用者支援」として⑤子育て家庭が子育て支援の給付・事業の中から適切な選

択ができるように、情報の集約・提供の実施、⑥「地域支援」として、親子の育ちを支援

する世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働の実施、が定められている53。すな

わち、ここで求められているのは、地域のサービスと利用者の仲介や利用者同士の仲介を

する仲介機能や、利用者が自ら自分に必要な情報の提供、新たな子育てのスキルの提供と

いった教育機能、子ども同士の関係、利用者同士の関係を調整する調停機能、家族や地域、

専門機関との連携といった連携機能、利用者の抱える問題解決に向けて、相談にのり支援

していく相談援助機能、さらには支援の場まで出てこない、あるいは出ることのできない

非利用者のもとまでアウトリーチを実施し、必要な支援へとつなげていく予防的支援とい

ったソーシャルワークの機能とされるものであることが窺える。鶴は子育て支援や保育の

機能・役割をソーシャルワークのそれと照らし合わせ整理をしている。そのなかで、保育・

子育て支援におけるソーシャルワークの機能として、「仲介機能」「調停機能」「代弁・弁護
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機能」「連携機能」「処遇機能」「相談援助機能」「教育機能」「保護機能」「組織機能」「ケー

スマネージャー機能」「支援者機能」「管理機能」「職員同士のチームワークの調整、社会変

革機能」の 13 の機能を提示した上で、さらに養護技術や遊びを展開する技術といった保育

技術が求められるとしている54。 

拠点事業担当者は、子どもと保護者のウェルビーイング増進のため、担当者がその双方

の持つ潜在的なストレングスに働きかけながら支援をしていくことが求められるものであ

る。そこでは、担当者は前述したソーシャルワークの機能を果たしながら子どもと保護者

の最適な環境の整備を目指すものであろう。 

このような視点にたち、本論では「拠点事業における担当者の多くを占める保育士が実

施するソーシャルワーク」を保育ソーシャルワークと定義する。そして、まずは保育士で

ある担当者が現時点において実践している業務の現状を明らかにした上で、今後どのよう

に保育ソーシャルワークを実施していくことができるのか検討したい。 

  

４.本論文の構成  

 本研究は、すべての子どもと子育て家庭への支援を目標とした拠点事業のセンター型を

対象に、非利用者からの視点も交え、いかにして拠点事業担当者が保育ソーシャルワーク

を実践していけるのかという課題について、拠点事業担当者の業務の現状に着目し実証的

に検討しようとするものである。 

 以下では、本論文の構成と内容について示しておきたい。 

 第１章では、非利用者の視点からこれまでの拠点事業の成り立ちや社会的背景について

概観し、その問題点と課題について考察する。第 2 章では、非利用者からみた拠点事業の

現状と課題についてアンケート調査から検討をする。第 3章では、拠点事業（センター型）

における地域支援活動を取り上げ、担当者を対象にしたインタビュー調査からその阻害要

因について仮説を提示する。第 4 章では、第 3 章で抽出された仮説について、事例を通し

て実証する。第 5 章では、拠点事業担当者のソーシャルワークに関する意識について、ア

ンケート調査からその現状と課題について検討する。第 6 章では、拠点事業において保育

ソーシャルワークが実践されることで、これまで指摘されてきた問題や課題がどのように

克服される可能性があるのかについて言及し、今後の拠点事業の保育ソーシャルワークの

可能性と限界を示すものとする。 
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第 1 章        地域子育て支援拠点事業の変遷と今後の課題 

                            

はじめに－問題の設定 

 この章では、在宅で育児を行っている保護者とその子どもを対象とした支援として地域

子育て支援拠点事業に特に焦点をあて、これまでの変遷を概観しながら今後の課題を明ら

かにすることを目的とする。 

在宅育児1を含めたすべての子どもと保護者への支援は重点課題とされてきた。施策とし

て、例えば、1993 年の保育所地域子育てモデル事業、1995 年の地域子育て支援センター事

業、2007 年の地域子育て拠点事業等がそれにあたるが、これらの事業に関しては一定の評

価は得られているものの、そのような場を利用しない子どもとその保護者である非利用者

の存在も指摘されており限界も窺える。そこで、非利用者の視点からこれまでの子育て支

援施策を整理し今後の問題点を検討していくこととする。具体的には、地域子育て支援が

取り上げられ始めた 1980 年代後半から 2013 年末までの国の施策、答申、報告書等を取り

上げる。 

  

1. 在宅育児を対象にした地域子育て支援施策の変遷 

1-1. 萌芽期ー保育所地域子育てモデル事業の始まり（1980～1994 年） 

 1989 年 11 月、その後の社会福祉のあり方に大きな影響を与えたとされる厚生省中央児童

福祉審議会「今後の保育対策の推進について（意見具申）」が提示された。ここでの提言に

おいて、「保育所は地域住民に最も身近な社会資源のひとつであり、その機能を地域社会の

福祉向上のためにも、より積極的に発揮することが期待され」、「蓄積された保育知識・技

術をもとに、育児相談や育児講座を通じて地域住民の養育支援を行う」とともに、「地域開

放等地域に密着した活動を推進することが期待される」と述べられた2。さらに、翌 1989 年

の同、福祉関係三審議会合同企画分科会による「今後の社会福祉のあり方について（意見

具申）」において、「保育所等住民の身近に設置されている施設に地域の福祉センター的機

能を付与し」、「地域の実態に応じ様々な利用者の要望を充たせる複合的な役割・機能をも

った地域の福祉センターという形での拠点づくりを推進する必要がある」と提言されるな

ど、保育需要の多様化に対応した保育所機能の整備が求められるようになった3。 

 この背景を、1988 年 7 月に厚生省が設置した「これからの家庭と子育てに関する懇談会」

による報告書から窺い知ることができる。そこでは、少子化により「子どもを取り巻く環

境の『縮小化と希薄化』が進行し」、「家庭や地域社会の養育機能が弱体化し、子育てはま

すます孤立化したものとなってきている」として、「子どもが健やかに生まれ、育つための

環境づくり」の施策の展開の必要性が強調されている4。 

 また、「提言 あらたな『児童家庭福祉』の推進を目指して」5においても、「とくに家庭

の崩壊等への事前の予防的な支援体制、治療対策もしくは家庭機能の増進的な施策・サー

ビスは、ある程度の整備がなされているとはいえ、かなり立ち遅れているといわざるをえ
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ない」と述べられている。すなわち、少子化の進行とともにそれまで家庭や地域社会で担

ってきた養育・教育機能が弱体、変質してきたことにより、それを補完する機能が重要視

され始めたのである。それと同時に一部の保育所が一時的、緊急的な保育需要を充足させ

る保育センター的役割を実践するようになってきたこともあり、老親の介護や児童の保育、

健全育成といった家庭のもつ様々な機能を支援していくとともに、従来家庭が果たしてき

たこれらの機能を家庭とともに地域社会、とりわけ保育所等の施設が支えていくという方

向性が提示されたのである。 

 それまでにも保育所はその設置数から地域に最も身近な児童福祉施設であり、地域の特

性に応じた事業が実施されていた。しかし、主として措置児童とその保護者を対象とし、

地域のニーズに十分応じられていない面がみられたこともあり、1989 年度には特別保育事

業の中に地域の異年齢児との交流や地域の特性に応じた保育需要への対応といった内容を

含む保育所地域活動事業が位置づけられたのである。 

 保育所地域活動事業は、翌 1990 年度実施の一時的保育事業と共に「地域保育センター事

業」と呼ばれるようになり、保育所内に設置された。そこでは女性の就労形態の多様さに

伴う非定型的保育サービス事業や緊急的、一時的に保育を必要とする児童に対する緊急保

育サービス事業、育児不安を抱く母親のための集団指導事業の 3 サービスが必須とされて

いた。保育所の地域センター化に向けての動きは速く、それまでの保育所の対象を入所児

童以外の地域住民にまで大きく広げたという点で意義があったといえる。しかし、全国の

保育所の約 3 割しか保育所地域活動事業を実施していなかった6ことからも推察できるよう

に「入所児童の保育に終日あけくれる保育者は地域に関心をよせたとしても、地域活動に

さくべき余力はほとんどなく」7、「国はとうてい本気になって取り組んでいるとはいえない」

8状況であった。 

 1990 年 6 月、前年の合計特殊出生率が 1.57 となり、戦後最低となったことが発表されて

以降、少子化問題が社会問題化し始め、子育てを支援するための環境づくりを推進するこ

とが重要な国民的課題となってきた。これまで「恵まれた家庭」と政策から除外されてき

た専業主婦も、孤立化、密室化する子育ての現状から政策対象として認識され始める。そ

して、1993 年には「保育所地域子育てモデル事業」（以下、モデル事業と記）が創設され、

この事業のなかで地域子育て支援が公式に取り上げられることになる。 

 モデル事業は、子育て家庭等に対する育児不安についての相談指導や子育てサークルへ

の支援等、地域全体で子育てを支援する基盤を形成し育児支援を図ることを目的するもの

であり、これまで一時的保育、緊急保育、子育て相談等に取り組んできた 64 の保育所がモ

デル事業として指定を受けることになった。多くのモデル事業担当者においては試行錯誤

しながらの事業実施となったことが予想される。しかし、「保育所地域子育て支援活動に関

する調査報告書」（1995 年）によると、もっぱら 3歳未満児の親が相談に訪れており、高い

満足度が示されていたことが明らかになっている9。そして、その後モデル事業は地域子育

て支援センター事業として展開していくことになる。 
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1-2. 模索期ー地域子育て支援センター事業（1995～2005 年） 

 1994 年に制定された「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」（エンゼル

プラン）を具体化する一環として、1995 年には「緊急保育対策等 5ヵ年事業」（以下、5ヵ

年事業）が策定された。この 5 ヵ年事業では、育児と仕事の両立に重点が置かれ、地方自

治体による保育所の増設、乳児保育や延長保育等が計画されたと同時に、これまでのモデ

ル事業の成果を踏まえ、支援活動の基盤整備を目指す「地域子育て支援センター事業」（以

下、センター事業）が特別保育事業の中に位置づけられ10、それと同時に、より多くの地域

においても事業が開始できるように小規模型も導入された11。さらに、5 ヵ年事業では目標

数値が設定されているところにこれまでの政策にない大きな特徴があるが、センター事業

においては、各市町村に 1 ヶ所設置できる基準として、1999 年までに全国 3,000 箇所まで

増やすことが目標とされていた。  

 1995 年の実施要綱によると、センター事業は「地域の子育て家庭への支援活動の企画、

調整、実施を専門に担当する地域子育て指導者（以下、指導者）及びその補助的業務を行

う子育て指導者（以下、担当者）を置く」という専任職員の設置が求められていた。しか

し、その後改正され専任職員の文言は削除されている12。実際、2003 年度に実施された「保

育・子育て全国 3 万人調査」によると、子育て支援を実施している園の約半数が専任職員

を配置していないという結果が得られている13。また実施内容として、主に①育児不安等に

ついての相談指導、②子育てサークル等の育成、支援、③特別保育事業の積極的実施が求

められていたものの、育児相談のための場がないケース、あったとしても狭く落ち着いて

相談することができないケースもみられ、財政的措置がないまま運営せざるえない状況に

あったことが窺える14。1999 年時点での達成率が約 3 割（997 ヶ所）15ということから鑑み

ても、地域子育て支援を重点的に取り組む姿勢はあったものの、実際には追いついていな

い状況であったといえよう。 

 一方で、多くの先行研究によりセンター事業の利用者の満足度は高くニーズも高いこと

が明らかにされている16,17,18。しかし前出の調査によると、センター事業を利用している保

護者は全体の約 0.2 割にも満たず、利用しようと思わない保護者が約 3 割もいたことが明

らかにされている19。すなわち、満足度の高いセンター事業であっても、限定された保護者

にとっての支援となっていたことが指摘できよう。このことは、担当者を対象とした調査

からも同様に窺い知ることができる。「地域の子育て支援センターとしての保育所のあり方

に関する調査研究事業報告書」（1998 年）20によると、担当者の約 3 割が事業に満足してい

ると回答する反面、約半数の担当者が不満も感じていることが明らかになっている。そし

て、その不満の理由として「利用する人は情報力、実行力で利用しているが、本当に必要

な人の掘り起こしが出来ているのかと思う」といった意見や「参加者の人が一定の人に限

られている事業もあるので、もっと幅広くなくてはいけない」といった意見が挙げられて

いる。この点について、中谷が「2000 年の時点の段階では・・・相談事業へ来られない人

への対処をどうするかといった視点、さらには相談だけでは対応しきれない実体験の必要
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場合の事後フォローの視点が不足している」21と鋭く指摘しているように、この時点では自

ら利用する保護者だけが対象となった限られた事業であり、来られない人への対処までは

手が届いていない限られた支援であったことがわかる。 

 その後、歯止めのかからない少子化対策として、1999 年には「重点的に推進すべき少子

化対策の具体的実施計画について」（新エンゼルプラン）が策定された。新エンゼルプラン

では「在宅児も含めた子育て支援」が施策に明記され、在宅子育て家庭が支援の対象とし

て考えられるようになった。さらに、2002 年の「少子化対策プラスワン」において、専業

主婦だけではなく、ひとり親家庭も含めたすべての子育て家庭への支援が施策の対象とな

り、「地域における子育て支援」が提言された22。 

 また、都市部を中心とした子育て中の保護者の活動から発展した「つどいの場」づくり

も明示された。「つどいの広場事業」の対象は 0～3 歳までの乳幼児を持つ親とその子ども

であり、交流の場の提供が目的とされていた。担い手の多くは NPO 団体であり、公共施設

内のスペースや公民館や商店街の空き店舗、マンション、アパートの一室など特に公的な

施設である必要はなく、子育て親子が集うに適した場所で実施することが求められていた。

この時期に始まった公的子育て支援サービスが「ピンとはずれの過剰なイベントやサービ

スが多く、在宅で子育てする親にとっては、受身の参加にとどまるもの」23と批判される一

方で、つどいの広場事業は、「単発の事業が多かったこれまでの子育て支援事業に対し、い

つでも気軽に遊びにいける常設の（あるいはそれに近い）事業」24であり、「社会全体で子

育てを支えていこうという動きが最も形になっている事業の一つ」とまで評されている25。

そしてそれ以降、「与えられる」「教えられる」といった、「支援者から利用者への一方向的

な支援から・・・親同士の相互支援や地域全体で子育てを支える子育て支援ネットワーク」

づくりが志向されるようになり、センター事業のあり方にも大きな影響を与えることとな

った。 

 その他、新エンゼルプランの計画終了前には、次世代育成支援という新しい概念による

少子化、子育て支援策の推進が図られることになる。この次世代育成支援対策とは、次代

を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される環境の整備等の取り組みであり、この取

り組みを具現化するものとして、2003 年には少子化社会対策基本法ならびに次世代育成支

援対策推進法、および児童福祉法の一部を改正する法律が制定された。この中で、児童福

祉法の一部を改正する法律第 21 条の 26 では、すべての子育て家庭を視野に入れた子育て

支援の強化を図り、市町村の責務とすることが明確化されるなど、これまでその多くを保

育所の自助努力に頼ってきた子育て支援を自治体が中心となり実施していくことが明示さ

れたのである。 

 また、2004 年には「少子化社会対策大綱」の具体的実施計画として「少子化社会対策大

綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」（子ども・子育て応援プラン）が策定され

た。その中で 2009 年度までにつどいのひろば事業、センター事業を地域の子育て支援拠点

づくりとして、合わせて全国に 6,000 ヶ所で実施すること、そして、2014 年度までに子育
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て拠点施設がすべての中学校区に 1 ヶ所以上設置し、孤独な子育てをなくすことが目標と

された26。 

 そして、この間センター事業の実施要綱は改正を繰り返し、事業内容や担当者の役割は

大きく変化している。例えば、事業委託先や指定施設、担当者の資格要件は保育以外の他

の専門領域にも拡がりを見せており、必ずしも保育の知識や技術を必要としない事業展開

も予想されている27。このように、子育て支援サービスはその事業主体や内容、支援対象も

含めてこの時期大きく拡充したのである。 

1-3. 展開期ー地域子育て支援拠点事業（2007 年～） 

 2007年度には、つどいの広場事業、センター事業は児童館も含め、それぞれ「ひろば型」

「センター型」「児童館型」の３つの形態で実施される地域子育て支援拠点事業（以下、拠

点事業と記）として再編成された。それまで、つどいの広場事業、及びセンター事業にお

いては、地域の子育て家庭を支援するという目的を共有しつつ、事業の成り立ちや事業内

容に特徴を有していた。しかしこの再編成により、①交流の場の提供、②子育て等に関す

る相談、援助、③地域の子育て情報の提供、④子育て及び子育て支援に関する講習等とい

う、それまでのつどいの広場事業の内容を継承する4事業が基本事業となった。すなわち、

これまで保育所の一事業として捉えられてきたセンター事業がつどいの広場事業と一つの

事業として整理されることになったのである。 

 この背景には「事業内容の点からは、つどいの広場の機能の方が有用であった」という

解釈や「地域子育て支援センターには、保育士等の専門職が配置されているにもかかわら

ず、地域のセンター機能を十分果たしておらず、単なる事業にとどまっている」こと、ま

た一方で「つどいの広場事業は、専門職を配置していないにもかかわらず、ネットワーク

機能を果たしているものがかなりある」という評価28があったとされる。この点において、

センター事業の実施要綱改正の経過について分析を行った橋本も、「・・・必ずしも保育を

基軸とする必要がないという認識の広まりや、つどいの広場事業に象徴されるような地域

子育て支援における住民活動の有用性の認知が影響した」29と述べるように、言わば保育所

を中心としたセンター事業の必要性に対する疑問が根底にあったことが窺える。 

 このように、拠点事業としていくつかの事業がまとめられたが、保育所を中心とするセ

ンター型にはひろば型や児童館型と異なる実施形態も残されていた。すなわち、その義務

項目のなかに「地域支援活動の実施」が示され「公民館や公園等地域に職員が出向いて、

親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施」という出張型保育に類する

ものや「より重点的な支援であると判断される家庭への対応」が求められていた30。これは、

これまで見過ごされてきた子育て支援の場を利用しない人たちへの支援の視点が初めて盛

り込まれていたという点で意義深いといえる。しかし実際には地域支援活動にあたる活動

は全く見られていないという報告31や地域支援活動に積極的に取り組む事業者がいる一方

で、その必要性を意識しつつも実際の業務には反映できていない事業者の存在も指摘32され

ており、業務遂行には何らかの壁があったことが窺える。 
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 そして2008年の児童福祉法、社会福祉法改正により拠点事業は法定化され、保育所と同

様の第二種社会福祉事業に位置づけられた。これは拠点事業が保育所とは異なる独自の事

業であることを強調するものであり、これまで保育所が主に担ってきた地域子育て支援事

業が保育所から分離するという意味で大きな転換点であったいえる。しかし、実質的には

その経緯からセンター型の8割以上は保育所が占めており、「・・・今後他の実施主体が増

加する可能性はあるものの保育所がセンター型において大きな割合を占めることに変わり

はない」33ことも予想されるなど、その政策意図と現実には大きな乖離が生じていたのであ

る。 

 2010年には「『少子化対策』から『子ども・子育て支援へ』」という視点を盛り込んだ

「子ども・子育てビジョン」が閣議決定され、社会全体で子どもと子育てを支えるため、

「子どもが主人公（チルドレンファースト）」「『少子化対策』から『子ども・子育て支

援』へ」「生活と仕事と子育ての調和」の3つの視点が挙げられた。また、子ども・子育て

ビジョンに基づき、新たな次世代育成支援のための包括的、一元的なシステムの構築を行

うため「子ども・子育て新システム検討会」が設置され、2012年3月には「子ども・子育て

新システムの基本制度について」が発表された。そして同年8月には、「子ども・子育て支

援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律」及び「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

に関する法律」が制定された。なかでも「子ども・子育て支援法」（第59条第1項）では、

拠点事業を「・・・地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子

どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関と

の連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業」34である「地域子ど

も・子育て支援事業」の中に位置づけ、財政支援を強化しその拡充を図ることが明記され

ている35。 

 その流れを受けて2013年には、これまでの拠点事業の3類型であった「ひろば型」「セン

ター型」は「一般型」に、また「児童館型」は「連携型」へと再編された。この「一般型」

では、公共施設の空きスペースや商店街の空き店舗、公民館、保育所等において、基本事

業を実施することに加え、子育て親子がどこに相談したらよいのかわからない、自分にと

って必要な事業の内容を適切に選択できないといった問題を抱えていることケースが多い

ことを受けて、子育て支援に関する給付や事業の中から適切な選択ができるように、地域

の身近な立場から情報の集約、提供を行う利用者支援という項目を新設しているところに

特徴がある。 

 さらに、これまで以上に地域に対する積極的な取り組みとして、「地域機能強化型」を

新設し、そのなかで親子の育ちを支援する世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの

協働による支援などの地域支援を実施することとしている。これらは、これまでの地域支

援活動と同様、地域における子育て親子を対象とした内容として注目に値する。しかし、
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その具体的方法は明確にされておらず、どのような方法で実施していくべきか具体的に検

討していくことが今後求められると考える。 

 

2.今後の課題 

 本章では、非利用者の視点からこれまでの子育て支援施策を整理し、その課題を検討する

ことを目的としていた。これまで子育て支援施策は少子化、子育てをめぐる環境や意識が

大きく変化するなか、「保育に欠ける児童」から「すべての子どもと子育て家庭へ」と確実

にその対象は拡大し、支援内容も多様化してきた。しかしその反面、その方法は来る人の

利用を待つという支援に終始したという感は否めない。そこで、まず今後の課題について2

点述べたい。 

2-1. 非利用者への視点とアウトリーチ 

 まず課題の第 1 点目として事業のなかで提供されてきた様々な場を利用していない子ど

もとその保護者、つまり非利用者への視点を持つことの必要性が挙げられる。これまでに

も既存の子育てサービス利用者と非利用者の二極化現象が指摘36され、非利用者への支援方

法は課題とされてきた。しかしその効果的な支援方法は依然見出されていない。前述した

ように、これまでにも事業担当者は非利用者への支援の必要性を感じていなかったわけで

はない。むしろ、その必要性を痛切に感じながらも手をこまねいていた状況であったとい

える。                 

 これまでにも児童虐待や育児放棄といった問題が起こるたび、どうして助けられなかった

のか、なぜ誰も気付かなかったのかという批判が繰り返されてきた。乳幼児を全く知らな

い母親が増加し、特に低年齢児とその母親が孤立しがちな現代の社会において、非利用者

に眼を向け、支援していくことはまさしくそのような母親たちを「孤立から共生へ」と変

化させていく可能性を保持していると考える。 

 そして、その一つの方法としてアウトリーチが挙げられる。アウトリーチとは、「地域基

盤のソーシャルワーク活動あるいは福祉サービスの提供が重視されるようになり，ソーシ

ャルワークや福祉サービスの一般的実施方法として広がってきた概念」であり、具体的に

は、「接近困難な人（福祉サービスの利用に不安を感じていたり、否定的あるいは拒否的

感情を持っており、ソーシャルワーカーが関わることが困難な人）に対して、当事者から

の要請がない場合でも積極的に出向いていき、信頼関係を構築したり、サービス利用の動

機付けを行う、あるいは直接サービスを提供するアプローチを指して使われていた」37とさ

れる。 

 これまでにも拠点事業のセンター型においては、地域での個別支援として積極的に地域

に出向き、子育て親子と信頼関係を築きながら直接サービスを提供する、アウトリーチ活

動が期待されてきた。しかし、様々な理由から実施が困難であり、ほとんど具体的な効果

は見られていないといえよう。1999年に小出が「今後わが国で、子育て支援サービスを考

える時に学ぶべき点の一つが、アウトリーチの手法、及び思想である」38と問題提起して以
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来、状況はなんら変わっていないのである。今後、拠点事業における地域機能強化型の中

で求められている訪問支援を形骸化させることなく着実に実施していくことが求められる。 

2-2. 求められる専門性としての保育ソーシャルワーク 

 2点目は、担当者の専門性を改めて検討するということである。前述したように、事業担

当者の資格要件は広がり、子育てに関する知識と経験という大枠のみ求められ、特定の専

門知識や技術は要されていない状況にある。しかし多くの先行研究において拠点事業の担

当者にはソーシャルワークの知識やコーディネート技術が必要なことが指摘されており39、

今後求められる利用者支援、及び地域支援の実施を担うにあたっては、より以上の力量が

担当者に必要とされることは想像に難くない。拠点事業の充実を目的として担当者の専門

性強化が図られているものの、具体的な内容や方法については不明瞭なままである。拠点

事業の今後の更なる展開を目指すためには担当者の専門性とは何か、再検討していく必要

があろう。 

 伊藤は40「子どもと保護者の幸福のトータルな保障に向けて・・・保護者支援・子育て支

援にソーシャルワークの知識と技術・技能を応用しようとするもの」という保育ソーシャ

ルワークの有用性について指摘し、「ソーシャルワーク論の保育への単なる適用ではなく、

保育の原理や固有性を踏まえた独自の理論、実践」の重要性に言及している。保育ソーシ

ャルワークについては、1990年代後半から注目されはじめ、近年関心が高まってきている

領域である。これまでにも地域子育て支援実践において、その必要性は多く指摘されてき

ているが、担当者の認知は乏しく実施する際の困難性も示唆されている41。 

 しかし、当面保育士がその任の多くを担うことが予想されている現状において42、拠点事

業の担当者がソーシャルワークを実施していくことは必須であろう。とするならば、担当

者が研修等を通じソーシャルワークの技術の習得していくことが肝要であると考える。現

在、養成課程においては、「保育相談支援」「児童家庭福祉」「相談援助」等の科目が新設さ

れ、保育士養成課程の見直しが実施されているところである。2011年度からは新保育士養

成課程が施行され、また、2007年3月には全国保育士会「保育士の研修体系－保育士の階層

別に求められる専門性－」が提示され、「保育実践に必要な専門的知識・技術」に係る研修

内容の１つとして、保育ソーシャルワークが挙げられている43。今後はこのような取り組み

をさらに充実・発展させていくこと、そして中、長期的には保育ソーシャルワークを担う

人材の資格や養成を含めた検討も求められよう。 

  20世紀の日本は効率と進歩を求め邁進してきた。その結果、地域社会は崩壊し、人間関

係の希薄化といった様々な問題が表出している。本章では、そのような問題の解決策の一

つとして拠点事業を取り上げ、その変遷を概観してきた。そのなかで、拠点事業は消失し

たネットワークを新たに創出していく試みであるが、いまだ十分ではなく、非利用者の視

点やアウトリーチの実施の必要性があることが見出された。そしてそのためには担当者の

多くを占める保育士が保育ソーシャルワークを確実に実施していくことが求められている

ことを述べた。拠点事業は今後も地域を重視した流れにあり、すべての子どもと子育て家
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庭への支援を着実に実施していくことが望まれる。 
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第２章 アンケート調査からみる子育て支援施設非利用者の現状と課題 

  

1.はじめに-問題の設定 目的 

第 1 章では、これまでの施策を概観したうえで非利用者への支援の必要性に

ついて述べてきた。では、この非利用者はどのような人たちなのだろうか。そ

して、子育て支援施設をどのように捉えているのだろうか。これまで非利用者

については支援の必要性は述べられてきたものの、研究対象として取り上げら

れることは少なかった。そこで、この章では非利用者とはどのような人たちな

のか、その現状を明らかにし、支援方法の課題を検討することを目的とするも

のである。ここでの子育て支援施設とは、子育て支援拠点事業における地域子

育て支援センター、つどいの広場、児童館を含んでいる。  

本章を進める前に、非利用者の定義を行う。非利用者といっても、次の 2 つ

の形態が考えられる。1 つ目は、子育て支援施設を全く利用したことがない人

たち、2 つ目は、以前利用していた、あるいはしたことがあるが、何らかの理

由で現在は利用に至っていない人たちである。本稿ではこのいずれのケースも

含め、論を進めることとする。  

 

2． 先行研究からみる非利用者像 

2-1．利用者と非利用者の 2 極化現象 

 ここでは、まず非利用者に関するこれまでの研究を概観しながら、非利用者

に迫ってみたい。  

 非利用者を対象にした研究は数少ない。戸田、奥村は子育て支援事業に参加

しない母親の特徴について、どのような特徴を持つ母親が事業に参加しにくい

のか、そしてそのような母親は支援を必要としていないのかについて探索的に

研究を行っている 1。また、神田、山本らは子育て支援事業の利用者と非利用者

をわけて、非利用者のほうが問題を抱えている人がいるのではないかという問

題意識から、両者間の比較分析を行っている 2。これらの研究から、利用者は色々

な支援の場に出かけていく一方で、非利用者はどこにも行かないという二極化

現象があることが指摘されてきた。すなわち、利用者は子育て支援センターだ

けではなく、児童館や保健センターといった他の子育て支援施設や関係機関を

利用する割合が非利用者より高く、そのため、そのような場において提示され

ているお知らせや連絡といった子育て支援に関する情報に触れる機会が高いこ

とが予想される。つまり、利用者は子育て支援施設に関する情報を積極的に集

め利用しているが、非利用者はいずれの施設ともコンタクトをとらないという

傾向にあることが示されている。  
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2-2.非利用者に至る要因 

 では、非利用者が現在ある子育て支援施設を利用しない要因は何であろうか。

中谷 3は、子育てに関する情報は母親の個人的なネットワークによって得ること

が多いことを指摘し、情報周知のあり方を検討すべきとしている。また加藤 4も

情報周知の必要性に同様の見解を述べており、利用可能なはずの子育て支援施

設であっても、認知状況によって利用が十分でないことが多いとしている。加

藤の調査では、保育所や幼稚園といった地域における子育て支援機能を広く開

放している場であっても、未就園の子どもを持つ親の半数はその存在を認知し

ておらず、周知方法を検討する必要性を強調している。また、猿渡は、子育て

支援事業の中の窓口相談に焦点をあて、情報認知と利用意図の関係について研

究を行っている 5。それによると、事業についての情報を認知していた母親のほ

うが、認知していなかった母親より今後の利用を意図する傾向が高かったこと

を示しており、情報周知の重要性が窺える。  

 しかし、子育て支援施設の情報を得ていたとしても、それで利用に至るとは

限らない。前出の神田、山本は子育て支援センターまでの所要時間と参加率に

ついて、子育て支援施設の利用とそこまでの距離に大きな関係があることを指

摘している。具体的には、子育て支援センターまでの所要時間が「20 分から

29 分」といったあたりが利用と非利用の分岐点であることを示しており、立地

条件が非利用に至る要因の 1 つと述べている。また勝浦ら 6も同様に、非利用に

至る要因として事業内容と立地条件を挙げている。そして尾木 7は、「親子で平

日過ごすところ」を尋ねる調査を行い、子育て支援関連施設の記入があった群

を利用者、記入のなかった群を非利用者として考察を行っている。そのなかで、

非利用者には、利用するニーズがないグループがあることを示唆している。す

なわち、利用するニーズがないグループは、家族などのソーシャルサポートが

あり、外出する場所やその情報を既に持っている人たちである。そのため、子

育て支援施設の情報を認知していたとしても、利用するニーズがなく、利用に

至っていない人たちである。さらにその他にも利用に至らない要因として、①

支援事業の情報不足、②支援施設の立地条件、③支援施設の設備の充実など外

出の際の困難性、④ニーズとの非合致、⑤利用へのためらいの５つがあるので

はないか、と推察している。  

以上の研究は、これまで対象とされていなかった非利用者に焦点をあてたと

いう点において意義深い。しかし、非利用者の定義がされておらず、曖昧とな

っている。また、推察に留まっているため、要因が明確にできていないという

問題がある。  

その他、子育て支援施設の非利用者に関する調査として、前述した 2003 年

の次世代育成支援対策推進法に係る行動計画に伴う自治体調査がある。これは
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各自治体によって計画、実施されているものであるが、その多くが利用状況を

尋ねることに留まっており、その背景となる理由については明らかになってい

ない 8。また、非利用に至る理由について言及した調査も散見されるものの 9,10、

就学前児童の保護者、あるいは小学生の保護者と大まかな区分けがなされてい

る。子育て支援施設の利用は、家庭で子育てを行っている保護者とその子ども

が主な対象と考えられることから、非利用者のなかでも未就園児を持つ保護者

と就園児を持つ保護者に分けて細かな検討を行っていくことが必要と考えられ

る。  

そこで本研究では、非利用者の現状についてのアンケート調査を行い、対象

となる非利用者の子どもの就園状況の視点から検討を行う。また現在利用して

いる遊び場についても明らかし、非利用者の遊び場状況についても検討を行う。 

 

3.研究方法  

3-1.調査対象 

対象者は 1 歳半健康診査及び 3 歳児健康診査のため、保健福祉センターを訪

れた保護者であった。調査は 2011 年 8 月に行った。  

3-2.調査方法 

調査は健康診査の待ち時間を利用し、調査者が個別に依頼した。調査者が各

項目を読み上げ、調査者が記入を行った。対象地域は、A 市内の保健福祉セン

ター（3 か所）であった。  

調査を行った A 市は、これまで数回にわたる市域の拡大や都市化の進展

により人口が増加し、現在は 73 万人を超える都市となっている。子育て支

援事業も重点的に行っており、子育て支援施設数も年々増加している。尚、

本調査時の子育て支援施設数は 33 件であったが、2012 年現在、37 件とな

っている。  

2012 年 4 月に政令指定都市となり現在 6 区に分けられている。調査を行

ったのは政令指定都市成立以前であったが、調査を行った保健福祉センター

は、区分けされた 6 区の中の 3 区のそれと該当する。  

3-3．調査項目  

調査項目は以下のようであった。  

①健康診査対象児との続柄②就労状況③対象者の年齢④対象児の性別⑤就園の

有無⑥普段、利用している遊び場⑦子育て支援施設の名前及び場所の認知⑧子

育て支援施設の利用の有無⑨利用している子育て支援施設の改善してほしい点

⑩子育て支援施設を利用しなくなった理由⑪子育て支援施設を利用しない理由

⑫子育てに関する情報源⑬遊び場についての要望や意見に関する自由回答であ

った。  
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 質問項目⑦においては、A 市内にある地域子育て支援センター、つどいの広

場、児童館の 33 件全てを列挙した。子育て支援施設を利用しなくなった理由、

利用しない理由として、尾木らが行った親子の居場所に関する先行研究 11を参

考にし、「家からの距離、駐車場の有無、交通の便、衛生問題、食事の可否、広

さ、遊具の多少、おむつ替えスペースの有無、トイレ環境、相談の可否、既存

のグループや他の利用者が気になる」などの項目を挙げた。質問項目の⑥につ

いては、選択項目からよく利用する順に 大 3 つまで、⑨⑩⑪についてはあて

はまる理由を 大３つまで選択する複数回答式とした。また、質問項目⑧にお

ける、現在の利用の有無の「現在」の定義は期間を定めず、回答者の判断に依

るものであった。  

3-4.倫理的配慮 

 調査対象者には、調査を行う前に研究の趣旨を説明した。また、アンケート

が研究を目的としたものであること、調査結果は研究以外に用いられることが

ないこと、研究成果についての公表は個人を特定できる情報は公表されないこ

とを説明した上で、調査を行った。   

 

4.結果  

4-1.対象者属性 

 １歳半健康診査の回答者は 77 名、3 歳児健康診査の回答者は 136 名の計 213

名であった。調査においては、事前に対象者が利用者あるいは非利用者かは認

知できないため該当者すべてに調査を行い、その後非利用者を抽出した。213

名中、該当回答数は 1 歳半健康診査 52 名、3 歳児健康診査 86 名であった。そ

のうち回答不明瞭のもの 4 名を除く 134 名を検討対象とした。  

 さらに、健康診査対象児が保育園あるいは幼稚園に就園している（以下、就園

児と記）か、就園していない（以下、未就園児と記）によって分けたところ、

就園児を持つ回答者が 85 名、未就園児を持つ回答者が 49 名であった。次にそ

れぞれの属性について示す。  

 まず、就園児を持つ回答者は母親 78 名 (91.8％ )、父親 4 名 (4.7％ )、その他 3

名（3.5％）であった。就労状況については、就労中が 75 名 (88.2％ )、育休中 2

名 (2.4％ )、無職 8 名 (9.4％ )であった。また、年代は 20 代が 16 名 (18.8％ )、30

代が 60 名 (70.6％ )、40 代は 6 名（7.1％）、50 代以上が 3 名（3.5％）であった。

対象児は、第 1 子が 41 名 (48.2％ )、第 2 子が 34 名 (40.0％ )、第 3 子が 8 名 (9.4％ )、

第 4 子が 1 名（1.2％）、その他が 1 名（1.2％）であった。また、未就園児を持

つ回答者属性は、母親 46 名 (93.9％ )、父親 3 名 (6.1％ )であった。就労状況につ

いては、就労中が 9 名 (18.4％ )、育休中 3 名 (6.1％ )、無職 37 名 (75.5％ )であっ

た。また、年代は 20 代が 17 名 (34.7％ )、30 代が 32 名 (65.3％ )であった。対象
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児は、第 1 子が 26 名 (53.1％ )、第 2 子が 18 名 (36.7％ )、第 3 子が 5 名 (10.2％ )

であった。以上の属性を表 2-1 に示す。  

             

 表 2-1.非 利 用 者 の属 性    

 

対 象 者 属 性  （就 園  ‐85 名 ） （未 就 園  ‐49 名  ） 

母  78 名 （91.8％） 46 名 （93.9％） 

父  4 名 （4.7％） 3 名 （6.1％） 

その他  3 名 （3.5％） 0 名  

就 労 状 況  （就 園  ） （未 就 園   ） 

就 労 中  75 名 （88.2%） 9 名 （18.4％） 

育 休 中  2 名 （2.4％） 3 名 （6.1％） 

無 職  8 名 （9.4％） 37 名 （75.5％） 

年 代  （就 園  ） （未 就 園   ） 

20 代  16 名 （18.8％） 17 名 （34.7％） 

30 代  60 名 （70.6％） 32 名 （65.3％） 

40 代  6 名 （7.1％） 0 名  

50 代 以 上  3 名 （3.5％） 0 名  

健 診 対 象 児  （就 園  ） （未 就 園   ） 

第 1 子  41 名 （48.2％） 26 名 （53.1％） 

第 2 子  34 名 （40.0％） 18 名 （36.7％） 

第 3 子  8 名 （9.4％） 5 名 （10.2％） 

第 4 子  1 名 （1.2％） 0 名  

その他  1 名 （1.2％） 0 名  

 

 非利用の理由は、①以前利用していたが何らかの理由で利用しなくなった人、

②一度も利用したことのない人の 2 つに分類することができる。また、一度も

利用したことない理由として、その理由を検討したところ、子育て支援施設の

存在を認知していない場合とそれ以外に大きく分けられた。そこでまず子育て

支援施設の認知状況について検討を行った。  

4-2.認知の有無 

 質問紙では A 市内にあるすべての子育て支援センター、児童館など子育て支

援施設を提示し、名前並びに場所についてその認知を尋ねた。その中の 1 つで

も知っている場合は認知しているとしたところ、認知状況は就園児の保護者で

は 85 名中 69 名（81.2％）、未就園児の保護者では 49 名中 37 名（75.5％）で

あった。就園状況によって認知のあり方に差が認められるかについてピアソン
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のΧ2 乗検定を実施した結果、有意差は認められなかった（Χ 2＝0.6037、df＝

1）。それぞれの認知状況を表 2 に示す。認知状況を表 2-2 に示す。    

          

表 2-2.子 育 て支 援 施 設 の認 知 状 況  

       

 

 

 

4-3.子育て支援施設を利用しなくなった理由  

 以前は利用していたが、現在は利用に至っていない人たちが就園児の保護者

では 49.4％（85 名中 42 名）、未就園児の保護者では 46.9％（49 名中 23 名）

存在し、その割合はほぼ同じであった。非利用になった理由として、あらかじ

め調査者が設定していた回答とその他として挙げられた理由の分類わけを行っ

た。  

 挙げられた理由のなかで、就園・就労など利用のニーズが変化したと考えら

れるものを現在のニーズに合わない「ニーズの不合致」、また、駐車場がない、

遠い、利便性が悪いといった子育て支援施設の立地条件に関するものを「立地

条件」、その場で食事ができない、遊具が少ないといった子育て支援施設の内容

に関するものを「事業内容」、既存のグループ、人間関係を気にするといった回

答を「対人関係」、「特になし」、「その他」に分けられた。  

就園児の保護者においては、「ニーズの不合致」に関する回答が 67.4％と一

番多く挙げられたが、未就園児の保護者においては、子育て支援施設の「立地

条件」が 33.3％と一番多く、次に「事業内容」と続いた。また子育て支援施設

における「対人関係」は就園児の保護者においては全く挙げられなかった。結

果を図 2-1 に示す。    

就園児の保護者 81.2%（69 名/85 名） 

未就園児 の保護者 75.5%（37 名/49 名） 
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（それぞれの総回答数における割合）

67.4%

13.0%

6.5%

6.5%

0.0%

6.5%

10.0%

33.3%

23.3%

13.3%

6.7%

13.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

ニーズの不合致（就園等）

立地条件（遠い、駐車場）

事業内容（遊具等）

特になし

対人関係（既存グループ）

その他（引越し等） 未就園児

就園児

 

図 2-1.子 育 て支 援 施 設 を利 用 しなくなった理 由  

4-4.認知しているが非利用の理由  

 次に、認知している子育て支援施設を利用しない理由を尋ねた。あらかじめ

設定していた回答、ならびにその他として挙げられた理由をまとめたところ、

就労・就園のため行く時間がないという、現在の生活に合わない「ニーズの不

合致」、遠い、利便性が悪いといった「立地条件」、同年代の利用が少ないとい

った子育て支援施設の内容に関する「事業内容」、既存のグループへの気兼ねや

気にするといった「対人関係」、また、場所や名前は認知していても「利用の方

法がわからない」という利用方法に対する「情報不足」、「特になし」、「その他」

に分けられた。  

 就園児の保護者においては、「ニーズの不合致」が 50.0％と一番多く見られ

た。また、未就園児の保護者においては「ニーズの不合致」、「立地条件」「対人

関係」が 28.6％と同じであった。結果を図 2-2 に示す。  
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（それぞれの総回答数における割合）

50.0%

10.5%

10.5%

7.9%

10.5%

10.5%

0.0%

28.6%

28.6%

4.8%

0.0%

28.6%

0.0%

9.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

ニーズの不合致（就園・就労）

立地条件（遠い・駐車場）

事業内容（同年代の利用）

情報不足

対人関係（既存グループ）

特になし

その他 未就園児

就園児

 
  図 2-2.子 育 て支 援 施 設 を利 用 しない理 由  

      

4-5.現在利用している遊び場の状況 

非利用者の親子が日常的に遊ぶ場所について 大 3 つ目まで尋ねたところ、就

園児を持つ保護者、並びに未就園児を持つ保護者のいずれも自宅、公園、スー

パーマーケットなどの商業施設の順で挙げられた。また、就園児を持つ保護者

においてはサークルを挙げた人は見られなかった。結果を図 2-3 に示す。       

（それぞれの総回答数における割合）

33.2%

8.1%

26.1%

18.0%

4.7%

2.4%

1.9%

0.0%

5.7%

33.9%

11.3%

24.2%

13.7%

1.6%

1.6%

3.2%

4.8%

5.6%
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自宅

庭

公園

スーパー

道路

空き地

園庭開放

サークル

その他（友人宅・実家等） 未就園児

就園児

             図 2-3.現 在 利 用 している遊 び場 の状 況  
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5.考察 

5-1．非利用となった要因ー利用を妨げる認知状況 

 ここでは、得られた結果を参考に非利用者の現状について考察を行っていく。 

本調査において、子育て支援施設の存在を知らない、あるいはどこにあるの

かわからないといった理由で非利用に至っている人たちが就園児の保護者、未

就園児の保護者のいずれにおいても約 2 割存在した（表 2-2）。先行研究 12と単

純に比較することはできないが、認知が拡大してきていることは窺える。また、

何割が認知していれば多い、あるいは少ないといった評価はできないが、認知

状況が 8 割にとどまっていることは、以前からの課題とされていた情報周知が

いまだに十分な状況ではないことが示唆された。さらに、就園児の保護者と未

就園の保護者の認知度を比較した結果、有意差は見られなかった。子育て支援

施設の一つである子育て支援センターはその多くが保育園併設の形態をとって

いることもあり、就園児を持つ保護者のほうが認知しやすい傾向にあるのでは

ないかと予想していた。しかし、就園児を持つ保護者であっても気づかないこ

とが多く、情報を広く周知していくことの必要性がわかる。さらに、子育て支

援施設の名前、場所自体は認知していたとしても、結果 4-4（図 2-2）でみられ

るように利用方法についての情報不足も挙げられており、名前や場所だけでな

くその詳細についての認知も必要とされていることが窺えた。  

国は、2007 年度から「乳児家庭全戸訪問事業 (こんにちは赤ちゃん事業 )」を

実施している。訪問者は保健師、助産師、看護師等であり、必ずしも子育て支

援施設の職員等ではないが、訪問ガイドラインのなかで子育て支援情報の提供

が求められており 13、近隣における子育て支援施設の場所や内容などの紹介が

行われている。また、各自治体や市町村の広報、ホームページにおいても情報

として各子育て支援施設が取り上げられている状況にある。しかし、依然とし

てその認知度が 8 割にとどまっているということは、受け手である保護者が情

報を受け取っていたとしてもそれを感知していないことに所以するのではない

かと考えられる。本調査において、非利用者に子育てに関する情報源を尋ねた

ところ、市広報、情報誌や回覧板などが挙げられており、非利用者も何らかの

情報源は持っていることがわかっている 14。しかし、それが認知度につながっ

ていないということは、紙面上の情報源では既存の子育て支援施設を自分に関

わりのある身近な存在として感じることができないという現在の情報周知の限

界の表れと考えられる。  

5-2.非利用となった要因   

 就園児を持つ保護者において、利用しなくなった理由として、保護者の就労、

子どもの就園に伴った「ニーズの不合致」が多く挙げられ、生活形態が変化し

てきたという理由が多くみられた。これは、子育て支援施設に対する消極的な
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イメージというよりは、ニーズが合わなくなってきたという非利用への変化だ

と考えられる。一方で、未就園児の保護者においては、「立地条件」や「事業内

容」に関する理由が多く挙げられている。これらはニーズがあるにも関わらず

利用に至っていない人たちであろう。立地条件に関しては、現在、国が推進し

ている子育て支援施設の量の増加に伴い、すべての家庭にとって、歩いていく

ことのできる場所に施設ができることが問題解決の 1 つとなることが考えられ

る。また、事業内容に関しては、自由回答のなかで「時間が合えば行きたい」、

「土日が開いていないので行かない」といった声も聞かれた。全国における子

育て支援センターの設置体制の傾向について調査した大谷らによると、保育所

や保健所といった既存施設に併設して設置されている割合が 9 割近くとなって

いる 15。調査対象の A 市においては、子育て支援施設の 6 割以上が保育園併設

であり、開所日が月曜から金曜の 9 時から 17 時までとなっているケースが多く

みられる。そのため、就園している保護者にとっては利用時間が全く合わない

という現状があり、利用につながっていないことを示すものであろう。さらに

少数ではあるが、未就園児の保護者のなかには「対人関係」を理由としている

ものも見られた。子育て支援施設にはそれぞれ担当の職員が配置されており、

利用者への対応を行っている状況にある。その中で利用者同士の交流を促し、

より良い関係を築いていくためには、担当職員の言葉かけや関わり方が影響し

ていることから 16,17、職員の質を向上させていくことも必要であろう。 

5-3.利用しない要因 

結果 4-4 で明らかになったように、就園児の保護者においては、子育て支援

施設の存在、場所は知っていても、利用に至っていない理由として、就園・就

労のために時間がないという「ニーズの不合致」が多く挙げられた。つまり、

これは自分たちの生活形態に現在の子育て支援施設が合わないことによって利

用に至っていないと考えられる。一方、未就園児の保護者においては、「ニーズ

の不合致」、「立地条件」、「対人関係」が同数挙げられた。立地条件については

考察 5-2 で前述したように、昨今の子育て支援施設の数を増やしていく取り組

みが解決の糸口となることが考えられるが、対人関係については、まさに「利

用を待つ支援の限界」であろう。先行研究においても、非利用者は利用者と比

べて、外出に対する積極性が低く、「内気」「恥ずかしがり」「引っ込み思案」と

いった人との関わりが苦手な人が多いことが示されている 18。これらの人たち

にとっては子育て支援施設の中で利用を待つことよりもむしろ、出かけていく

アウトリーチ活動の必要性が示唆されている。 

5-4 非利用者の選択する遊び場状況 

結果 4-5 で示されたように、就園児、未就園児のいずれの保護者においても、

自宅、公園、スーパーといった場を日常の子どもの遊び場として選択している
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人が多く見られた。「自宅」の回答率の多さは子どもの遊び場の室内化が依然と

して多い状況にあることを示したものであり、先行研究とも一致した結果であ

った 19。さらに公園も遊び場として多く選択されていた。本調査の自由回答に

おいて、「近くに公園が欲しい」、「大きな公園が欲しい」「芝生のある公園が欲

しい」といった公園に関する要望も多く聞かれており、非利用者にとって子ど

もを遊ばせる場として公園が重要な位置を占めている現われであることが窺わ

れる。 

 

6．まとめー非利用者に対する支援の課題 

 本研究では、子育て支援施設を利用していない保護者に焦点をあて、その現

状を就園しているか否かという視点から検討することを試みた。 

 ここでは、非利用者への支援の課題として 2 点指摘したい。 

6-1. 継続したアウトリーチ活動の必要性 

本調査では、現在の情報周知の限界、また利用を待つ支援の限界が示唆され

た。支援事業を認知していないことは、「利用しないだけではなく、そもそもそ

の存在を知らないという状態自体に、何らかの問題（たとえば、母親の社会的

スキルや精神的健康など）が潜んでいる可能性を示唆している」20こともあり、

情報周知の在り方の検討が今後も必要である。現在、子育て支援施設において

も地域に出向く活動として地域支援活動が義務付けられている。子育て支援施

設の 1 つである地域子育て支援センターにおいて、全国調査を行った金子 21に

よると、7 割の施設が施設拠点から地域に出て行う活動、いわゆるアウトリー

チ活動を行っていることを明らかにしている。しかしこの具体的活動内容を見

ると、地域の啓発活動、地域へ出て行うひろば活動、ボランティアの養成・支

援、地域住民の活動の支援、地域活動への参加・交流などが挙げられている。

つまり、現在子育て支援センターで行われているアウトリーチ活動とは「地域

に出向いて行う活動」であり、「地域にいて活動に出てこない、出てくることが

できない人に対して行われる活動」と決して同義ではないことがわかる。前述

した乳児全戸訪問事業もアウトリーチ活動の 1 つであり、非利用者に対する訪

問支援となり得る。しかし、全国における実施率は約 7 割に留まっており、今

回対象となった A 市のある A 県においては 7 割を下回っている（平成 20 年度

実績）。また、乳児全戸訪問事業は予算上 1 回の訪問に限られており、事実上

母親の慰問に留まっているという指摘もあり 22、実施時期も限られていること

から非利用者への効果としては期待できるものではないといえよう。その他の

アウトリーチ活動として、養育支援訪問事業も挙げられる。これは、市町村に

おいて養育支援が特に必要であると判断した家庭において、保健師・助産師・

保育士等が家庭訪問し、養育に関する指導、助言等の適切な養育の実施を目的
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として行われているものであるが、実施率は未だ全国平均で 59.5％、A 市にお

いては 40.0％とさらに低い数字となっており 23、アウトリーチ活動はまだ十分

とは言えない状況にある。 

手村は、アウトリーチワーカー（助産師）が妊娠期から産後、子育て期にわ

たって家庭訪問を行いながら相談などに応じ、さらには子育て支援施設に同行

し、共に参加することで徐々に対象者（親）を子育て支援施設に誘導していく

ことの効果について指摘している 24。非利用者はもともと外出に積極的でない

傾向にある人が多く、このような継続した訪問活動は、非利用者を引き出して

いく一支援方法として興味深い。本研究において明らかになったように、非利

用者の中でも特に、未就園   児の保護者は、子育て支援施設での対人関係を気

にする場合が多く、支援の場に足を運びにくい非利用者への対応の仕方を考え

ていくことは必須であろう。また公的なサービス以外にも、ボランティアが継

続して家庭訪問を行うホームスタートといった取り組みも始まっている。この

ような活動と連携した取り組みの推進も今後必要だと考えられる。  

6-2.子育て支援の場としての公園 

2 点目は、現在遊び場として多く利用されている公園を子育て支援の場の 1

つとして再考する必要性である。就園児の保護者、あるいは未就園児の保護者

のいずれのケースにおいても子育て支援施設が生活形態にあっていないという

「ニーズの不合致」が理由として多く挙げられている。子育て支援施設を利用

しない非利用者にとって自宅以外の遊び場として、公園は重要であろう。公園

を子育て実践共同体として捉えた堂本 25は｢継続的・定常的な『縁側』のような

地域の居場所づくりの支援がより必要となってくる｣と指摘した上で、公園はま

さにそのような場であると述べている。また、中谷 26も同様に「何かことが起

こったらすぐに自宅に帰れる近所の公園」が子どもの遊び場として好まれると

している。本調査において、子育て支援施設を利用しなくなった理由として選

択された駐車場の有無や交通の便が悪いといった立地条件の問題も家の近くに

ある公園ならば、子どもをベビーカーに乗せて散歩がてら歩いていくことが可

能となる場である。またイベントや用があるから出かけたり、9 時から 5 時ま

でといった時間を気にしたりすることない、常に開かれた場として選択されて

いるのではないかと考えられる。日にちや時間が設定されている育児サークル

などについて、「設定された時間に合わせることは・・・・幼い子どもを持つ母

親にとっては並大抵のことではない」という指摘 27もあり、自宅や公園、スー

パーといった場所はすぐにいつでも行くことのできる場所として選択されてい

ることが考えられる。さらに、乳幼児を持つ親を対象にした調査 28において、

乳幼児期に子どもに経験させたい遊びとして「土・泥あそび」や「水あそび」

「花、草花、虫取り」などが多く挙げられており、これらの遊びを十分に担保
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する場として公園が重要な場として指摘されている。以上のように、公園を地

域における子育て支援の場として位置づけていくことは非常に重要なのではな

いかと考えられる。しかし、このような意見がある一方で、公園にはその不衛

生さや不審者の問題、遊具の事故など、公園利用を妨げる要因が多くあるのも

事実 29である。本調査の自由回答においても、「公園の草刈りがされておらず、

遊ばせにくい」「トイレが汚くて使用できない、掃除を定期的にして欲しい」「乳

幼児向けの遊具を増やして欲しい」などといった公園管理に関する要望も多く

見られた。児童厚生施設の 1 つである児童公園について武田 30は「乳幼児の子

育てを支援する公園としては課題が山積しており、充分な機能を果たしていな

い」と厳しく批判している。子育て支援施設の非利用者にとって公園は外遊び

場ができる貴重な場であり、公園整備を進めることが非利用者にとっての一支

援方法となるのではないかと考えられた。また、乳幼児の育ちについては、家

庭と保育園や幼稚園、子育て支援の場だけで支えられるものではなく、公園も

単体では完結しない。以上のことから、非利用者の子どもにとって地域の中で、

いかに遊び場を担保していくのかも今後検討していくことが必要であろう。  

 

7.まとめと今後の課題 

 本研究では、現在の子育て支援施設を利用していない非利用者を対象とした

アンケート調査を参考に、就園しているか否かという視点からその現状と今後

の課題を考察してきた。約 2 割の親がどの子育て支援拠点施設も認知していな

いこと、以前利用していた保護者も生活形態が変化していくなかでニーズが合

わなくなってくること、さらに未就園児の保護者は就園児の保護者と比べ、対

人関係を理由に利用しなくなる人、あるいは 初から利用していない人が多い

こと等が示唆された。そして、現在の情報周知の限界と利用を待つ施設の限界

から、継続的な訪問事業の重要性ならびに公園を子育て支援の場として捉えな

おしていく必要性を課題として提示した。  

 後に本研究の限界と今後の課題について述べる。本調査はデータ収集の制

約から、アンケート項目や人数が制限されたものであったため、すべての非利

用者について一般化することについては限界がある。また、対象者の属性や対

象児の年齢と非利用の要因の関係性について詳細な検討に及ばなかった。今後

は非利用者に対する面接調査や事例調査などを通して更なる検討を進めていき

たい。また、公園の利用についてはその配置や設置状況の影響があることも容

易に想像できるため、非利用者の選択している公園がどのような状況にあるか、

を含めて検討していくことも課題としたい。さらに、本調査では非利用の理由

として、子育て支援施設の立地条件や利便性といったハード面を主に項目とし

て取り上げた。しかし、その他にも担当の職員の働きかけや対応の仕方等が非
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利用に関連することも考えられる。子育て支援施設の担当者が地域に住むすべ

ての利用者を支援していく必要性が叫ばれているなかで、担当職員の資質や知

識といった子育て支援施設のソフト面も検討する必要があろう。これは今後の

課題としたい。  
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第 3 章 インタビュー調査からみる地域子育て支援拠点事業（センター型）における

地域支援活動の現状と課題 

 

1.はじめに-問題の設定 

 本論では、非利用者への支援の必要性を提示し、なかでも拠点事業に特化した上で、担

当者が拠点事業において、いかに支援していくことができるのかを検討している。非利用

者への支援法の 1 つとして、拠点事業のセンター型（以下、センター型と記）における地

域支援活動がある。そこで、本章は、在宅で子育てを行う子育て家庭1への支援として、中

心的な役割を持つと考えられる拠点事業のセンター型（以下、センター型と記）における

地域支援活動に焦点をあてながら、その現状と課題を検討することを目的とするものであ

る。 

地域支援活動は 2007 年に再編された拠点事業において初めて明記され、センター型に

おいてはその活動義務項目の 1 つであった。センター型における地域支援活動とは、地域

全体で子育て環境の向上を図るために地域における関係機関や子育て支援活動等と連携し

つつ、地域で当事者活動や個別家庭への支援を実施することであった2。具体的には、「公民

館や公園等地域に職員が出向いて親子交流や子育てサークルへの援助等」の実施や、「より

重点的な支援が必要であると判断される家庭への対応」が定められていた3。すなわち、セ

ンター型には地域において拠点事業を利用しない子ども・子育て家庭に個別的に支援を行

っていく必要性が求められていたと同時に、地域支援活動はサービスの届きにくい子ど

も・子育て家庭につながる可能性を保持していたといえよう。2013 年 4 月の再編により、

センター型の地域支援活動は消失しているが、新しい事業において地域機能強化型が創設

されることが明示されており4、拠点事業において地域支援をさらに充実させていくことが

求められている。 

 では、拠点事業のセンター型において、どのような地域支援活動が実施されていたのだ

ろうか。地域支援活動を対象にした研究は少ない。そのなかでもセンター型の業務を定量

的に把握分析した中谷ら5は、「拠点、併設園以外の場所に出かけて親子を対象としたフリー

スペースやプログラムを提供」する業務が見受けられているが、その割合はセンター型業

務全体の約 3%にすぎず、地域住民への訪問や関わりといった地域支援活動にあたる活動は

全く見られなかったことを報告している。さらに、橋本6は、センター型の子育て支援実践

を検証した上で、地域支援活動に積極的に取り組む事業者がいる一方で、その必要性を意

識しつつも実際の業務には反映できていない事業者の存在も指摘している。この背景には、

地域支援活動に表される地域のネットワーク化を促進するそのような業務のあり方が、保

育所保育にこれまで求められてきた知識・技術とは異なる側面を持つものであり7、多くの

センター型で業務を担っている保育士が持つ知識、技術と齟齬が生じていることや、それ

を可能にする体制の不備といった阻害要因が多様にあることが予想されている8。しかし、

前述したように地域支援活動を対象とした先行研究がまだ少なく、その阻害要因について
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具体的に明らかにされていないという問題がある。 

 そこで、本章ではセンター型においてどのような地域支援活動が実施されていたのかを

振り返り、地域支援活動促進への阻害要因について検討し、地域機能強化型における地域

支援の実施に際して、今後の展開への示唆を得たい。これは児童家庭福祉システムがすべ

ての子育て家庭を対象として再編されつつあるなか、地域住民活動等「地域」との関係が

さらに重視されてきた拠点事業に関する今後の支援実践に寄与するものと考えられる。 

 

2.地域支援活動に関するインタビュー調査 

2-1.調査対象と方法 

 本調査対象者は、Ａ県内におけるセンター型において、調査当時業務に携わっていた職員

10 名であった。調査方法は、調査対象者への半構造化面接（インタビュー）であり、所要

時間はいずれも約 1時間であった。調査は 2012 年 8 月から 9月に行った。 

 Ａ県内は広く 3 つの地域（県北・県央・県南）に分かれている。その 3 地域に偏りのな

いように配慮しながら 10 のセンター（県北地域 3箇所、県央 4箇所、県南 3箇所）を選択

した。またインタビュー対象者においては、インタビューに十分な回答ができるように、

センター業務に長く携わっており、業務に精通している担当者を選択するよう配慮を行っ

た。 

 インタビューでは、職員が地域支援活動として調査時に行っていた業務、及び業務遂行

に必要な知識や技術や業務における困難点等について自由に語ってもらった。調査担当者

はインタビューガイドを準備し、業務内容をできるだけ幅広く聞き取れるように、適宜挿

入質問を行った。インタビュー項目を表 3-1 に示す。インタビュー項目については、話の展

開や流れを重視し対応したため、必ずしもこの順序ではなかったが全ての項目について実

施した。インタビューの内容は、調査対象者の承諾を得て IC レコーダーに録音し、その後

逐語録を作成した。対象拠点事業及び、対象者の属性を表 3-2、3-3 に示す。 

2-2.倫理的配慮 

 調査対象者には、インタビューを行う前に研究の趣旨を説明し、目的や方法等について

同意を得た。また、インタビュー内容の個人情報は保護されること、研究のみに使用され

ること、研究成果についての公表は個人を特定できる情報は公表されないことを説明した。 

2-3.分析方法 

 本研究では、分析方法として木下が提唱する修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー

チ（Modified Grounded Theory Approach：M-GTA)9を採用した。M-GTA は面接型調査を前提

に考えられており、データを切片化せずまとまりによって理解するため、文脈から深い意

味を洞察することができる方法である10。また、この研究方法の適合性についてプロセス的

な特性を持ったヒューマンサービス領域が適していることが示されている11。 

 本研究は、地域子育て支援というヒューマンサービス領域において、地域支援活動とい

うサービスを提供する担当者とサービスを受ける子どもと子育て家庭の相互的関係を対象  
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表 3-1.インタビューガイド 

インタビュー項目 

1.地域子育て支援拠点事業として実施している活動はどのようなものがあるか。 

2.地域支援活動について 

1)具体的にどのような活動を実施しているか。 

2)実施回数 

3)活動開始の経緯 

2．地域支援活動実施に必要な知識・力量について 

1)どのような知識が必要と感じているか。 

2)どのような力量が必要と考えているのか。 

3.地域支援活動の評価について 

1)よかったと思う事例はあるか、どのような事例だったのか。 

2)困難だった事例はあるか、どのような事例だったのか。 

3)困難があるならば、改善するためにはどのような取組が必要と思っているのか。 

4.関係機関や地域との連携はどのように実施しているのか。 

5.今後の地域支援活動についてどのように考えているか。 

 

 

表 3-2．調査対象拠点事業（センター型）の属性（N=10）     表 3-3．調査対象者属性（Ｎ＝10）       

 

                          ＊ 保：保育士資格 幼：幼稚園免許状 試験：保育士試験 

とするものである。そして、そのサービスのなかで相互的関係がどのように展開されてい

るのか、あるいは展開されていないのかといったプロセス的性格を保持していることから、

本研究の方法として適切であると考える。 

 運営主体 設置状況 設立 総数

A 民営 保育所併設 1994 年 2 名

B 民営 保育所併設 1993 年 3 名

C 公立 保育所併設 2000 年 2 名

D 公立 保育所併設 2004 年 2 名

E 民営 保育所併設 1998 年 2 名

F 民営 専用施設 1996 年 3 名

G 民営 保育所併設 2004 年 2 名

H 民営 専用施設 1999 年 2 名

I 民営 保育所併設 2007 年 2 名

J 公立 専用施設 2002 年 5 名

 年齢 保育年数 勤務年数 勤務形態 資格 取得歴 

a 50 代 32 年 18 年 常勤 保 試験 

b 50 代 29 年 19 年 常勤 保 試験 

c 50 代 30 年 3 年 常勤 保・幼 短大 

d 50 代 30 年 3 年 常勤 保・幼 短大 

e 40 代 27 年 13 年 常勤 保・幼 短大 

f 40 代 19 年 14 年 非常勤 保・幼 短大 

g 20 代 8 年 3 年 常勤 保・幼 専修学校

h 50 代 12 年 6 年 非常勤 保・幼 短大 

i 20 代 6 年 4 年 常勤 保・幼 短大 

ｊ 30 代 13 年 5 年 常勤 保・幼 専修学校

40



 インタビュー後、逐語録を作成し分析を実施した。分析を行う際には、地域支援活動に

対する意識と実施していくにあたっての阻害要因や困難性についての言及に着目した。分

析の結果、収集したインタビューデータを概念化した。本研究では、基本的にデータ分析

者は筆者のみであったが、研究結果についてはスーパーバイザーとして社会福祉研究者 1

名が確認を行った。

3.調査結果 

3-1．地域支援活動の内容 

 得られたインタビューデータから実施していた地域支援活動を取り上げた。健康診査（以

下、健診と記）参加とは、各自治体の保健福祉センターが主体となって実施されている 3

ヶ月、8ヶ月等に実施されている健診への参加を指すが、これは 10 あるセンターのうち、8

つのセンターが実施していた12。また、出前保育とは公園や公民館、保健福祉センター等、

センター外の場所へ出向いて遊びを提供するものを指す。本調査においては、出向く場所

は様々であったがすべてのセンターが実施していた。在宅訪問を実施していたのは、4つの

センターのみであり、中でも公立保育園に併設していた 2 つのセンターでは全戸訪問が行

われていた。関係機関や他のセンターとの会議には 8 センターが参加していたが、実際に

連携した活動を行っていたのは、6センターとなっていた。結果を表 3-4 に示す。 

 

 表 3-4. 地域支援活動の内容 

  健診参加 出前保育 在宅訪問 会議へ参加 地域資源との活動 

A ○ ○ ○ ○ × 

B × ○ ○ ○ ○ 

C ○ ○ ○ ○ ○ 

D ○ ○ ○ ○ ○ 

E ○ ○ × ○ × 

F ○ ○ × ○ ○ 

G ○ ○ × ○ × 

H ○ ○ × × ○ 

I × ○ × × × 

J ○ ○ × ○ ○ 

  ＊○・・・活動実施 ×・・・活動未実施 

32.インタビューデータの概念化とサブ・カテゴリ 

 インタビューデータを分析した結果、15 の概念と 7 個のサブ・カテゴリが生成された。

概念はセンター担当職員が地域支援活動を実施していく際の困難性が伝わるように配慮し

た。この概念生成の過程は、得られた概念をより上位のカテゴリにまとめるための前段階
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としている。また、インタビューデータ内の（ ）内は、内容が理解しやすいように筆者

が追記したものである。さらに、得られた概念を踏まえ、生成された 15 個の概念から 7個

に統合し、サブ・カテゴリ化を行った。結果を表 3-5、3-6 に示す。 

 次に、ここでは、各サブ・カテゴリと内包されている概念についてそれぞれ説明する。

以下、サブ・カテゴリを【 】、概念を＜ ＞、担当者のインタビュー内容を「 」で表す。 

1.【情報周知の不徹底】は、センター事業が地域住民や対象である子育て家庭に未だよく

知られていないことを表す。調査対象であったセンターはいずれも設立から 6 年以上たっ

たセンターであり、長いところで設立 20 年のセンターもあった。しかし、対象である子育

て家庭が数年単位で変化してしまう性質を持つことから、「最初から難しかったのは広報」

であり、「できるだけ案内をして」周知を図っている様子が窺えた。 

2．【訪問活動への不安】は、＜訪問のしやすさ＞、＜ためらい＞を内包しており、センタ

ー事業としての訪問活動を知られていないことからくる活動への不安を指している。全戸

訪問が周知されている保健師と違い、「保育士ですっていわれたところで受け入れられるか

な」というためらいを感じていた。 

3．【資質・知識の重要性】は、＜職員の資質＞、＜地域に関する知識＞、＜保育に関する

知識・技術＞を内包しており、担当者の資質や地域に関する知識、子どもの発達段階、遊

びに関する知識の重要と感じていることを表している。「一番大事なのは本人の持つ明る

さとか、その人の持つもの」という個人の資質や活動の場である地域や子どもと触れ合う

ときに必要な「手遊び、触れ合い、外なら外での遊び」の知識が重要と感じていた。 

4．【職員体制の問題】は、＜在宅訪問の限界＞、＜仕事量の多さ＞を内包しており、担当

している仕事の量が多く、活動を実施していくためには現在の職員数では限界があること

を表している。「職員のスタッフがたりなくなっちゃって」「そこまで手が回らないってい

うのが現状」といった言葉が示された。 

5．【関係機関との連携の難しさ】は、＜保健師・児童委員とのつながり＞、＜日程調整＞、

＜連携機会がない＞、＜連携継続の難しさ＞を内包しており、関係機関との連携の必要性

を感じているものの、「（日程が）うまく合わない」ことや「会議も顔をあわせる機会も

ない」ことから連携をとることを困難に感じていることが示された。 

6．【方法に対する困惑】は、出てこない人たちへの働きかけが大事とは感じながらも、現

状では、「それをどうやって掘り起こそうか」と検討している段階にあり、手の届かない

理想として考えていることが示された。 

7．【活動の制限】は、＜場の確保＞、＜在宅訪問をする際の個人情報入手の難しさ＞を内

包しており、出向く場として「公園が汚いんですよね、安心して遊べない」状況であり、

訪問活動の対象となる「情報とは場所とか教えてくれない」ことが示された。 
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表 3-5.インタビューデータから生成された概念 

概念 インタビューデータ 

①周知不足 ①最初から難しかったのは広報なんですよね。 

②訪問しやすさ 
②一応センターに家庭訪問も柱としてあるけど、なかなか周知されていない部分もあるので

④母子推進員さんと保健師さんが…間に入ってもらってます 

③ためらい 
①怪訝そうな顔される。一応身分証をつけていくんですけど⑦保健師さんっていうことで訪

問されるのは素直に受け入れられる。保育士ですっていわれたところで受け入れられるかな

④職員の資質 
②私としては勇気がないというだけかもしれないけど・・・③… 一番大事なのは本人の持

つ明るさとか、その人の持つものがあるので・・・・ 

⑤地域に関する知識 
②最初は手探り状態だった③公立なのでいたるところに勤めている、色んなところに色んな

人たちを知ってる。⑨小さいお子さんでも安全に遊べそうなところっていって一応選びます

⑥保育に関する知

識・技術 

②待ち時間に手遊びしたり、こういう触れ合い遊びがありますよといって保育支援をする⑨

手遊び、触れ合い、外なら外での遊びとか、⑩発達に応じた遊びを提供できるように 

⑦在宅訪問の限界 ①在宅訪問っていっても限りがある。⑦なかなかこっちから積極的には体制的に動きにくい

⑧仕事量の多さ 
⑤保健師さんできちんと把握をされてるんで、そこは任せていいかなって。⑨一人でやって

いる感じなので、そこまで手が回らないっていうのが現状ですね。したいなとは思うけど 

⑨保健師・児童委員

等とのつながり 

② 最初保健センターとはうまくいかなかった⑤保健師さんが異動しなさるごつなった…⑦

その方（保健師）が異動で市役所に行かれたときにはちょっと保健センターとの距離が… 

⑩日程調整 
②向こうは向こうのプログラムがあるし、…うまく合わないので⑥いろんな行事と重なった

りとか、いろんなのがあって、ショッピングセンターも催しものがあったりするので… 

⑪連携機会がない 
②よその機関と保育園との連携はできてるんですけど、支援センターがその中に入っていな

い⑨会議も顔をあわせる機会もない 

⑫連携継続の難しさ 
②交流が出てきたんですけど途中ぷつぷつ消えていく⑩（サークル）開催自体が危ぶまれた

りするところもあって、主任児童委員さんがいなくて、そういうところには毎月いったり 

⑬場の確保 ②公園が汚いんですよね、安心して遊べない⑥場所とかああいう環境面、なかなかできずに

⑭在宅訪問をする際

の個人情報入手の難

しさ 

⑧保健師さんは市の職員さんであるけど、私たちは一保育園の一保育士で公的な立場のもの

ではないので⑨個人情報ですから、勝手にするっていうのはできないそう 

⑮出てこない人の掘

り起こし 

②出向いていってそこにいる人はいいけど、関わらない人がいる⑦積極的に出向けたらいい

んでしょうけど 
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表 3-6.サブ・カテゴリの統合 

サブ・カテゴリ 概念 

1.情報周知の不徹底 ①周知不足  

2.訪問活動への不安 ②訪問しやすさ ③ためらい 

3.資質・知識の重要性 
④職員の資質⑤地域に関する知識⑥保育に関する知

識・技術 

4.職員体制の問題 ⑦在宅訪問の限界⑧仕事量の多さ 

5.関係機関との連携の難しさ 
⑨保健師・児童委員等とのつながり⑩日程調整⑪連

携機会がない⑫連携継続の難しさ 

6.方法に対する困惑 ⑮出てこない人の掘り起こし 

7.活動の制限 
⑬場の確保⑭在宅訪問をする際の個人情報入手の難

しさ 

 

3-3.カテゴリの統合 

 さらに、統合された 7 つのカテゴリを 3 個のコア・カテゴリに統合した。結果を表 3-7

に示す。 

表 3-7.コア・カテゴリ 

コア・カテゴリ サブ・カテゴリ 定義 

情報周知不足・不安感 
1.情報周知の不徹底

2.訪問活動への不安 

センターの活動内容が知られておらず、訪問

活動事業も一般的に知られていないため、行

きにくいと感じている。 

職員の力量 

3.資質・知識の重要性

5.関係機関との連携

の難しさ  

6.方法に対する困惑 

保育の知識や技術、及び地域の実情の知識も

必要と感じている。また、地域の機関との連

携方法や効果的な活動方法が見出せず困っ

ている。 

外的要因 
4.職員体制の問題 

7.活動の制限 

活動の場の確保や個人情報入手といった活

動の前提条件ともなる体制が整っていない。

  

 ここでは、各コア・カテゴリとそれぞれに内包されているサブ・カテゴリ、及びその定

義について説明する。サブ・カテゴリを【 】で示す。 

3-3-1.コア・カテゴリⅠ「情報周知不足・不安感」 

1.【情報周知の不徹底】 

 センターの場所や活動内容、センター担当職員の業務が地域住民に知られていないと感

44



じていることを指している。これは、広報を行ってはいるものの、年々対象となる保護者

が変化することから継続的な広報が必要と感じていることから理解できる。 

2．【訪問活動への不安】 

 これはセンター業務が明確に地域住民に知られていないため、訪問活動を実施したとし

ても、地域住民に受けいれられないのではないかという不安を指している。一方で、保健

師の訪問活動の際にセンター担当者が訪問を行うことを周知することで、訪問しやすさを

感じている。 

 サブカテゴリ 1.2．は、いずれもセンターの活動内容やセンター担当者の業務について、

地域住民への周知が徹底されていないことからくる、不安やためらいであると考えられた。 

そのため、これら２つのサブカテゴリを内包するコア・カテゴリⅠは、「情報周知不足・不

安感」とした。 

3-3-2.コア・カテゴリⅡ「職員の力量」 

3．【資質・知識の重要性】 

 手遊びや触れ合い遊び、その時季に応じた製作等、保育における知識や技術だけでなく、

その地域に関する知識が必要と感じている。また同時に、センターの外に出て行くことを

苦にしないような職員の資質も必要とされていることが窺えた。 

 5．【関係機関との連携の難しさ】 

 保健師や児童委員との連携状況は各センターにより差がみられた。また、地域内の団体

と連携するにあたって日程調整に困難があることや継続的に連携していくことが難しいこ

とが表れていた。 

6．【方法に関する困惑】 

 センターを利用しない保護者とコンタクトをとり、利用へと促していくことの必要性に

ついては感じているものの、その方法が見出せずにいることが表れていた。 

 サブカテゴリ 3.5.6.は、いずれも業務を支える知識や技術、資質といった職員の力量に

関することがらであるため、これら 3つのサブカテゴリを内包するコア・カテゴリⅡは「職

員の力量」とした。 

3-3-3.コア・カテゴリⅢ「外的要因」 

 4．【職員体制の問題】 

 今回調査したセンターの多くが 2 名体制をとっていたが、なかには 1 名体制や 2 名のう

ち 1 名は非常勤職員といったように、業務体制に制限がみられた。そのため、センター外

での活動に制限があったり、業務そのものが多く、センター外での活動が困難になってい

たりする様子が表れていた。 

 7．【活動の制限】 

  本調査では、センター外で活動を行うための場としての公園やその他の適切な場所が限

られており、訪問活動を行っていくための情報も入手困難な状況にあることが表れていた。

これらは、活動の実施にあたって外的な要因からくる困難性と考えることができる。そこ
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でこの 2つのサブカテゴリを内包するコア・カテゴリⅢは「外的要因」とした。  

 

４．考察 

  本章では、現在地域支援活動として実施されている活動形態を振り返り、その阻害要因

を検討することを目的としていた。そこで、本調査において見出された結果をもとに、地

域支援活動と地域支援活動促進への阻害要因について考察を行う。 

4-1.地域支援活動の形態 

 本調査では、地域支援活動として、保健所等での健診への参加、公園や公民館での出前保

育、対象となる子育て家庭への在宅訪問、市役所等の関係機関との会議へ参加、地域資源

との活動の 5つの形態が見出されたが、すべての形態を実施しているセンターは 10 センタ

ーのうち 2 つに留まっていた。前述したように、先行研究においては地域支援活動にあた

る活動はほとんど実施されていない。その点から鑑みるとＡ県内のセンターにおいては活

動内容に差異はあるものの限られた資源の中で努力している様子が窺える。しかし、地域

支援を更に重視してきている現在、より多くのセンターが訪問支援や地域の関係機関との

連携を図っていくことが求められており、今後も活動を推進していくことが必要である。 

 次に、結果で得られた 3つの阻害要因についてそれぞれ考察を行う。 

4-2.情報周知不足・不安感 

  第 1 は、「情報周知不足・不安感」である。活動の情報周知の必要性については、先行

研究131415においても多く指摘されているところである。先行研究では、利用者の子育て支援

事業に対する認知状況が不十分であることが明らかになっているが、本調査においては、

担当者もセンターに関する情報周知が十分ではなく、継続して周知を図っていく必要性を

感じていることが明らかになった。 

 現在、各自治体において広報誌やホームページを活用した情報提供がなされているが、

センターの名前や場所について知っていたとしても、活動の詳細は利用者に届いていない

という報告もある16。2013 年 4 月に再編された拠点事業において、利用者主体が明示され利

用者に必要な情報提供を届けていくことがさらに重視されることになっている現状におい

て、届きにくい子育て家庭への効果的な情報提供のあり方を検討していくことは課題であ

ると考えられた。 

4-3.職員の力量 

  第2は、「職員の力量」である。地域支援活動は結果3-1で示したように、地域の各機関

との連携やセンター外での活動が中心になっている。このセンター外での活動とは、支援

の届きにくい子どもや子育て家庭というに対して、要請がない場合でも積極的に出向いて

いき、信頼関係を構築やサービス利用の動機付けを行うというアウトリーチ活動であり17、

ソーシャルワークの技術が必要とされていることがわかる。これまでにもセンター型の機

能にはソーシャルワークの知識や技術が必要である点については多くの先行研究181920で指

摘されているところであるが、本調査においては、さらに保育の知識や技術の必要性が同
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様に表出されていることから保育をベースとしたソーシャルワークの力量21が求められて

いるといえよう。しかし、センターの担当者の多くである保育士は新たに求められる機能

に対する意識は必ずしも高くない22ことや、地域福祉の観点が弱いことも報告されており23、

その実践には課題が多いことも示唆されている24。センター担当者のソーシャルワークに関

する認知の有無について検討した先行研究25においても、ほとんどの担当者がソーシャルワ

ークを認知していなかったことが明らかになっており、今後も継続した研修を通してソー

シャルワークの知識、技術を培っていくことの必要性が求められているといえよう。 

 現在、NPO や各自治体を中心として様々な研修が実施されている26。しかし、実際の問題

として、日常業務が忙しく園内研修にも参加できないという声が聞かれるなかで、いかに

してその機会を担保していくかは重要な問題である。当面、現任者を対象とした研修を充

実させていくことが重要であるが、中・長期的にはリカレント教育も視野に入れた教育シ

ステムを構築していくことが必要となってくるであろう。 

4-4.外的要因 

 第 3 は、「外的要因」である。担当者が地域支援活動の必要性やその効果を実感している

ことは本調査でも述べられていた。しかし、同時に活動の場の確保や人数不足、個人情報

の入手が難しいといった地域支援活動を支える体制の不備が困難性として表れていた。地

域支援活動のようにセンター外で実施する活動では、中津ら27が指摘するように「どのよう

にして活動の場所、人員を確保するか」といった点が課題とされており、本調査において

もその点は追認されたといえる。それに加え、訪問活動を展開していくためには個人情報

をどうやって入手していくのかという点が阻害要因として示唆された。 

 2003 年に「個人情報の保護に関する法律」が施行されたが、本調査においても「行政で

しかできないこと、公立ならではできる全戸訪問」という言葉に見られるように、行政と

の個人情報の共有は難しくなったといえる。拠点事業の再編により拠点事業の事業者は今

後益々多様になっていくことが予想されるなかにおいて、地域支援を充実させていくため

には、拠点事業を再度位置づけていくことが急務であると考えられた。 

 

5.まとめと今後の課題 

 ここでは、本研究のまとめと今後の課題について述べる。本研究は、M-GTA を用いてイン

タビューデータの分析を行った。その結果、センターにより実施の差異はあったものの地

域支援活動として 5 つの形態が挙げられた。そして、センター職員が地域支援活動を実施

していくにあたっての阻害要因として 3 つのカテゴリが生成された。これらから、センタ

ーが制限された環境の中で選択しながら活動を実施していること、また今後地域支援活動

を促進させていくためには、3つの阻害要因を解決するための手立てを検討していくことが

重要であるという具体的示唆が得られたと考えられる。この点において、本調査は意義が

あったといえる。   

 しかし、本調査はＡ県内のセンター担当職員が対象であった。拠点事業は、その性質か
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ら地域間の差異が多く見られるため、担当者の背景は異なることが予想される。そのため、

本研究の結果を広く一般化することには限界があることは否めない。また、調査対象者が

10 名という限られた数ということもあり、理論的飽和には達していない。他自治体におけ

る調査を実施していき、カテゴリの図式化並びに、仮説の一般性を高めていくことは今後

の課題としたい。 
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頁。 

26 例えば、NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会が実施している地域子育て拠点事業研修事

業や各自治体において子育て支援拠点事業担当者向けの研修が実施されている。 

27 中津愛子・宮原松代・渡辺二美子「地域子育て支援センターの現状と課題」『山口短期大

学研究紀要』、29、2009 年、34-40 頁。 
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第４章  事例調査からみる地域子育て支援拠点事業（一般型）における地域支援活

動実施の現状と課題 

 

1.はじめにー問題の設定 

 本論は、非利用者への支援の必要性を提示し、拠点事業に特化した上で、拠点事業担当

者がいかにして非利用者を支援していくことができるのかについて検討をしている。その

なかで、拠点事業には非利用者を対象にした支援法として、地域支援活動が実施されてい

た。しかし、第 3 章で、拠点事業の担当者が地域支援活動を実施するにあたっての困難性

を検討した結果、3つの困難要因が見出された。すなわち、1点目は情報周知不足、不安感

であり、2つ目は職員の力量、3つ目に外的要因であった。しかし、第 3章の課題としても

提示したように 3つの要因は仮説に留まっていることは否めない。 

そこで本章では、地域支援活動における事例を検討することにより、3要因について検証

したいと考える。 

 

2.調査概要 

2-1.調査対象と方法 

調査対象者はＸ市の拠点事業（一般型）として活動している地域子育て支援センター2か

所（センターA・センターB）の担当者 3 名であった。センターA は、1994 年に地域子育て

支援センター事業が設立された当初から事業を実施しているセンターであり、地域に出向

く活動である地域支援活動として、在宅訪問や出前保育、健診への参加等幅広く実施して

いる。また、調査対象者であった担当者も設立当初から担当者として活動している。 

センターB は 2002 年に設立されて以降、地域支援活動として健診への参加、出前保育、

各機関との連携を目的とした会議や児童委員や民生委員といった地域資源との連携を実施

しており、Ｘ市において拠点事業の中心として位置づけられているセンターである。調査

対象者は、地域支援活動の主担当者とセンター長の 2名であった。 

調査対象のセンター、ならびに調査対象者はいずれも多様な地域支援活動を実施してお

り、幅広い事例を検討することができるのではないか、と考えたのが選定の理由であった。

対象拠点事業、調査対象者の属性を表 4-1、4-2 に示す。  

インタビューでは、１、職員が地域支援活動のなかで実施している活動はどのようなも

のがあるか。２、地域支援活動において、実際に関わっている子どもとその保護者に対応

する際の困難点はどのようなものがあるかという 2 点について、事例を挙げながら自由に

語ってもらうよう依頼した。調査担当者は前述した 2 点を中心に尋ねながら、第 3 章にお

いて得られた 3 つの要因についても幅広く聞き取れるように、適宜挿入質問を行った。 

インタビューの内容は、調査対象者の承諾を得て IC レコーダーに録音し、その後逐語録

を作成した。調査時間はいずれも約 1～2時間であり、調査期間は 2013 年 1 月～2月であっ

た。 
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表 4-1．調査対象者属性 

 

 

 

 

 

 

表 4-2．調査対象センター属性 

  

 

 

 

 

 

2-2.倫理的配慮 

 調査対象者には、インタビューを行う前に研究の趣旨を説明し、目的や方法等について

同意を得た。また、インタビュー内容の個人情報は保護されること、研究のみに使用され

ること、研究成果についての公表は個人を特定できる情報は公表されないことを説明した。 

2-3.分析方法 

 得られたデータは逐語録を作成したのち、質的研究法である、木下の提唱する M-GTA（修

正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）1により分析を行った。M-GTA を採用したの

は次の 3点の理由からである。すなわち、１点目は、M-GTA は質的研究の分析方法として明

確であること。２点目は、拠点事業における担当者の地域支援活動は M-GTA が適している

とされる、対人援助過程における相互作用といえること。そして 3 点目は、実践的活用を

促すことを重視した M-GTA の理念が本研究の目的と合致していることである。 

 M-GTA は、分析テーマと分析焦点者を念頭に置きながらデータを見ることに着目している。

そのため本調査においては、分析テーマを地域支援活動実施において感じる困難性の分析

とし、また、分析焦点者は拠点事業担当者とした。 

 分析手順は以下のようである。①逐語録化したデータを、本調査の課題である活動を実

施する際に担当者が感じている困難性を念頭に置きながら、繰り返し目を通した（手順①）。

②先行研究によって得られた概念、サブカテゴリ・コア・カテゴリを基に、本調査で語ら

れた内容を適切に表現するか否かの検討を行い、より良い概念名と定義付けを再設定した

（手順②）。③概念間で同様の意味を持つと考えられたものを上位のサブカテゴリ、最上位

のコア・カテゴリを生成した（手順③）。そして、生成された概念、カテゴリの関係を結果

図およびストーリーラインで表した（手順④）。  

 

対象者 職位 年代 経験年数 センター年数 保持資格 勤務形態 

a 保育士 50 代 33 年 18 年 保育士 常勤 

b 保育士 40 代 16 年 3 年 保育士・幼免 常勤 

c センタ―長 60 代 38 年 5 年 保育士・幼免 常勤 

センター 設立主体 設立年 センター人数体制

A 私立 1994 年 2 名 

B 公立 2002 年 6 名 

B 公立 2002 年 6 名 
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3．調査結果 

ここでは、まずインタビューの中で挙げられた事例の概要について示し、その中で得ら

れた結果について説明を行う。本調査におけるインタビューでは地域支援活動として、在

宅訪問、サークル活動の支援、公民館等における出前保育の 3 つであり、概要は以下のよ

うであった。 

 

 ＜在宅訪問の事例① 概要＞ 

 双子（男の子と女の子）（以下、A くん B ちゃん）とその母親が支援の対象であった。A

くん B ちゃんの健康診査の際に「気になる親子なので、関わりを持ってほしい」という保

健師からの申し出があり、訪問支援を実施することになる。健康診査時から保健師は発達

に何らかの障害があるのではないかと感じており、担当者も子どもに関わるなかで同様に

感じることになる。訪問活動を始めた当初、母親の家には使用できる車がなく、センター

まで自分で来ることができずにいたため、担当者が併設保育園のバスにて送迎をしていた。

その後、車の手配ができ母親が自分で車を運転しセンターへ来所するようになる。現在は

幼稚園に入園しており来所していない状態であった。 

 

＜サークルへの支援事例② 概要＞ 

 サークル運営を実施する主任児童委員が支援の対象であった。X市においてはサークルの

運営は主任児童委員が中心となって実施されている。支援対象であったサークルでは、担

当の主任児童委員がいたものの、約 10 年間サークルが実施されていない状況にあった。主

任児童委員側からサークル再開に向けて相談に乗って欲しいという申し出があり、数回の

会議を経て再開されることになった。 

 

＜公民館への出前保育での事例③ 概要＞ 

 公民館で実施されていた出前保育に来館する母親とその子どもが支援の対象であった。

健康診査参加の際においても、対象者及び対象児との顔合わせはしていた。その後、対象

者が X 市で実施されていた NP（Nobody’s perfect/完璧な親なんて誰もいない）プログラ

ムに参加し、そこで知り合った友人と連れ立って、対象児が 1 歳になった頃から出前保育

に参加するようになる。対象児が成長するにつれて、その友人の子どもと対象児との発達

段階の差を対象者が気にするようになり、発達障害等の質問を受けるようになる。 

3-1.生成された概念と定義 

 前述した手順②より、分析の結果、13 の概念が生成された。結果を表 4-3 に示す。尚、

先行調査と比較し、新しく生成された概念を斜字で表している。 
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表 4-3.得られた概念と定義 

概念 定義 

①周知不足 活動が知られていないことから対象者が少ない 

②活動のしやすさ 活動をあらかじめ知らせてもらえることにより行きやすさを感じる 

③ためらい 活動が知られていないため実施にためらいがある 

④職員の資質 求められる資質と自らの資質との違いから戸惑いを感じる 

⑤地域に関する知識 地域の概要、人を知っている 

⑥保育に関する知識・技術 遊びや発達段階の知識を使った活動が可能と感じる 

⑦業務量に合った人数 活動に必要な人数体制があり、在宅訪問に限界がある 

⑧保健師・児童委員等とのつながり お互いの意思疎通を図っていくことが難しい 

⑨連携機会がない 連携をとる場がなくつながりをつくることができない 

⑩連携継続の難しさ 関係を作っていくためには継続した関係構築が必要とされる 

⑪場の確保 
活動を実施するための適した場所を地域のなかで設定していく

ことも必要とされる 

⑫個人情報入手の難しさ 情報収集の難しく、入手できても訪問まで至らない 

⑬出て来ない人の掘り起こし 出てこられない人への対応方法が難しい 

  

先行調査の結果では、職員の仕事量の多く（＜仕事量の多さ＞）、人数体制の問題から、

＜在宅訪問の限界＞があること、そして、関係機関や地域資源と＜日程調整＞を図ること

の困難性が示されていた。しかし、本調査では、職員の業務量が多く、その業務を実施し

ていくためには必要な人数体制があることが示されていたため、それに合う概念名を、＜

⑦業務量にあった人数＞とし、定義を「活動に必要な人数体制があり、在宅訪問に限界が

ある」と改めた。 

3-2.サブカテゴリとコア・カテゴリ 

 次に、手順③より得られた概念を上位のサブカテゴリに統合し、さらにコア・カテゴリ

を得た。結果を表 4-4 に示す。尚、先行調査と比較し、新しく統合されたサブカテゴリを

斜字で表している。   
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表 4-4．サブカテゴリとコア・カテゴリの統合 

  

コア・カテゴリ サブカテゴリ 概念 

職員の力量 

求められる知識 

⑤地域に関する知識 

⑥保育に関する知識・技術 

⑬出て来ない人の掘り起こし 

求められる資質 
④職員の資質 

⑧保健師・児童委員等とのつながり 

外的要因 

知られていないことからの不安 

①周知不足 

②活動のしやすさ 

③ためらい 

活動の制限 
⑫個人情報入手の難しさ 

⑪場の確保 

職員体制の問題 ⑦業務量に合った人数 

連携の難しさ 
⑨連携機会がない 

⑩連携継続の難しさ 

  

本調査では【職員の力量】と【外的要因】の 2 つのコア・カテゴリが見出された。先行

調査では、【情報周知不足・不安感】【職員の力量】【外的要因】の 3つのコア・カテゴリが

示されていたが、本調査では、＜①周知不足＞＜②活動のしやすさ＞＜③ためらい＞とい

う 3 つの概念は対象者に対して活動が知られてないことからくる不安感であり、この不安

感をもたらす情報周知不足は活動実施の外的要因に内包されると考えられた。 

また保健師、児童委員等に対して、うまくつながりをつくりお互いの意思疎通を図って

いくことは、コミュニケーションをとる力であり、【職員の力量】であると考えられた。 

そして、保健師や児童委員、その他の地域資源との＜⑨連携の機会がない＞ことや継続

した連携をとっていくこと（＜⑩連携継続の難しさ＞）は、職員を取り巻く体制の困難性

であると考えられたため、新たに外的要因として統合した。 

54



3-3.結果図とストーリーライン 

それぞれの事例から得られた 13 の概念と 7つのサブカテゴリ、及び 2つのコア・カテゴ

リの結果図を図 4-1 に示す。図 4-1 は、拠点事業担当者が地域支援活動を実施していく際

の困難要因を示している。以下、＜ ＞は概念名、[ ]はサブカテゴリ名、【 】はコア・

カテゴリ名である。また→は変化、⇔は影響を表している。 

 

           図 4-1．地域支援活動を実施する際の困難要因 

 

まず地域支援活動を実施していく困難性のカテゴリとして、【職員の力量】があった。こ

のカテゴリは、[求められる知識]と[求められる資質]から構成されていた。[求められる知識]

として、対象者（子どもとその保護者）に関わる際には発達段階や遊びといった子どもに

関わる＜保育に関する知識・技術＞や活動の場としての＜地域に関する知識＞、活動に＜

出てこない人を掘り起こす＞ための方法を知っておく必要があった。 

また、[求められる資質]としては、活動を実施していくためには、これまでの保育所とい

った限られた空間での人間関係だけでなく、新しい人たちの前で話すといった＜職員の資

質＞や、お互いが持っている対象者の情報共有やお互いの要望をうまく伝えていくための

＜保健師、児童委員等とのつながり＞をつくる力が必要であることが示された。 

もう１つのカテゴリは、【外的要因】である。活動を実施していく前提として＜周知不足

＞があり、この＜周知不足＞から＜訪問への不安＞や＜ためらい＞が引き起こされていた。

そして、活動実施には仕事量が多く、＜業務量に合った人数＞が必要という[職員体制の問

題]も見出された。さらに、[活動の制限]として、訪問活動では＜在宅訪問する際の個人情

報入手の難しさ＞や＜保健師や児童委員等とも相談しながら（＜保健師、児童委員等との

つながり＞）、地域の中で活動に適した場を提供していく（＜場の確保＞）ことが必要とさ

【外的要因】 【職員の力量】

[知られていないことからの不安] [求められる知識]
＜訪問しやすさ＞ ＜保育に関する知識・技術＞＜地域に関する知識＞

＜ためらい＞ ＜出て来ない人の掘り起こし＞

[職員体制の問題]
＜業務量に合った人数＞ [求められる資質]

＜職員の資質＞

[活動の制限]

＜場の確保＞
＜保健師・児童委員等とのつながり＞

[連携の難しさ]
＜連携機会がない＞

＜連携継続の必要性＞

＜周知不足＞

＜在宅訪問をする際の個人情報入手の難しさ＞

活動の実施
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れていた。並行して、地域の小学校、保育所、幼稚園、保健師、その他の地域資源と＜連

携機会がない＞ことから対象者への情報共有に難しさを感じていた。この＜連携機会がな

い＞ことは＜保健師・児童委員等とのつながり＞にも影響しており、連携機会があったと

しても活動を実施していくためには＜連携継続の必要性＞があった。 

以下、各カテゴリを構成する概念について具体例をあげながら説明する。尚、文中「 」

の斜体字が各担当者の語りであり、「 」内の数字は前述した事例のそれと該当する。また、

（ ）は文意がわかりやすいように筆者が加筆したものである。 

3-4.コア・カテゴリⅠ「職員の力量」  

 【職員の力量】は、[求められる知識]と[求められる資質]から構成されていた。 

[求められる知識]として、「①・・・やっぱ成長されるにつれて、ちょっと多動だったり

とかの課題が見えてきたので・・・男の子のほうの元気のいい子どもをお母さんがみてま

わられて、女の子のほうのブランコを押してあげるとかって・・・」といった発達段階お

よびそれに応じた遊びや「③・・・やっぱり（対象児が）発達（障害）を持ってるかもし

れないっていうことで、相談を・・どうやっていったら援助をうけられるかとか、どうい

う風に対応しいったら成長っていうか、ゆっくりでもいいけん成長していけるかなって・・

（相談を受けていた）」という発達障害や関連する制度といった＜保育に関する知識＞が必

要とされていることがわかる。また、地域支援活動が地域という場で実施されていること

から、「③地域の区長さんに頼んで・・・」と地域における人との関わりの必要性も示され

た。さらに、「②・・家にいて出て来ないお母さんもいらっしゃる・・でかけるのが初めて

って、言う人」への支援が必要であることは感じていながらも、「②どこまで私たちがはい

っていけるのか」と対応に戸惑いを感じている様子がみえる。 

 [求められる資質]では、決められた保護者と子どもへの支援だけでなく、保健師、主任児

童委員等とコミュニケーションを図りながら、お互いに情報共有したり、大勢の前で話を

したりすることが求められているが、「③苦手なんです、人前で話すのが・・先生別人って

いうんです。ていうくらい緊張する」「②・・こういうのにしたいっていうのをいっていた

だくとそれに対してのお手伝いはしたいと思うんですけど、来てもらってしてもらうって

いう（だけでは）」といった難しさが示された。 

3-5.コア・カテゴリⅡ「外的要因」 

 【外的要因】には、[知られていないことからの不安]、[職員体制の問題]、[活動の制限]、

[連携の難しさ]の４つのサブカテゴリを内包していた。まず、活動を実施していく上で、

活動自体を保護者に知らせる必要が示された。しかし、「③情報をどうやって伝達していく

かっていうのが問題」であり、「③知らない方も多い」という前提があった。そのため、例

えば、訪問活動においては職員が在宅訪問をすることが周知されている場合は、「①保健師

さんからのご紹介できましたっていうことでいったんで、怪しい人物とは思われなかった」

という＜訪問のしやすさ＞がある一方で、＜情報不足＞で保護者に知られていない場合は、

「②突然知らない人がきたらびっくりしますよね」という訪問への＜ためらい＞が示され
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た。 

 [職員体制の問題]としては、地域支援活動はセンタ―内での活動と並行した活動であるた

め、数名の職員がいたからこそ、「①おくるからねって。園児バスで。（２名体制だから）

できたこと」であることが示された。しかし、在宅訪問にあっては、個人情報の入手方法

が難しく、「①行こうと思うんですけど、アパートはね、わからない」現状や「②小学校の

空き教室をつかったりもしてた。・・ここなら○○校区の方も利用されているだろうという

ことで。調べてみたら 30 何組か利用されていて（開催の場所を決定した）」といった活動

に適した場を設定することも求められていた。 

 さらに、地域の保護者に対する支援を実施していくためには、担当者だけではなく、保

健師や地域で保護者支援を実施している団体、保育園、幼稚園といった各機関と連携しな

がら対応していくことが求められるものの、「①保育士なんで（幼稚園とは）派閥がある」

と感じており、「①連携の活動も年に 1 回あるかどうか」であり、＜連携機会がない＞こと

が示された。また、連携した関係を築いていくためには、「②1 回だけいって校区の方をな

かなかそこだけでは校区の方はわからない・・・関係って一遍にはできない」ことから、

＜連携継続の必要性＞が示された。さらに、継続して連携をとることは、「①保健師さんが

ここ何年か変わってらっしゃらないので、だからちょっと話やすい」といった＜保健師・

児童委員等とのつながり＞にも影響していることが明らかになった。 

  

4．考察 

 本調査は、拠点事業担当者が地域支援活動を実施していく際の困難要因について検討を

行うことが目的であり、結果 2 つの困難要因があることが示された。そこで、ここでは得

られた 2つの要因について考察を行う。 

4-1.職員の力量 

前述したように、本調査から 13 の概念、7 つサブカテゴリ、2 つのコア・カテゴリが示

された。コア・カテゴリの 1 つ目は【職員の力量】であった。この【職員の力量】は先行

調査においても提示されたコア・カテゴリの 1 つである。本調査において事例として挙げ

られた地域支援の活動は、在宅訪問、公民館への出前保育、そしてサークル支援の 3 つで

あった。そして、その支援の対象は子どもとその保護者だけでなく、民生委員や主任児童

委員も含まれていた。そのなかにあって、子どもの発達段階や障害に関する知識や技術を

駆使しながら、保健師や主任児童委員とコミュニケーションを図り、連絡や調整をしなが

ら連携した活動を実施していく力や、出て来ない人の掘り起こしをどうやって行っていく

かという、いわゆるアウトリーチ活動も実施していく力が求められていた。すなわち、こ

れらの力は保育をベースとしたソーシャルワークの力量であると考えられ、先行調査の結

果2を支持するものであった。 

センター及び拠点事業におけるソーシャルワークの必要性については、これまでにも多

く述べられてきたこと34であり、本調査においても同様の結果であったといえる。しかし、
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それと同時に職員の保育ソーシャルワークの力量が困難要因として示されたことは、未だ

職員の保育ソーャルワークの力量が課題であることが示されたといえる。 

2013 年に拠点事業の形態が「センター型」「ひろば型」「児童館型」の 3 類型から「一般

型」「連携型」の 2 類型へと変更され、そのなかで「利用者支援機能」と「地域支援機能」

を付加した「地域機能強化型」が創設されることが示された。この地域機能強化型では、

世代間交流や訪問支援、地域ボランティアとの協働などを実施し、地域での子育て支援の

基盤の構築・再生を目的とした地域支援が目指されている。そして、2013 年度は都市部を

中心に約 1100 か所において実施されることが整備目標5とされており、担当職員の専門性の

質の確保のため、専門性の強化対策が望まれているところであるが、未だその具体化はみ

られていない。毎日の業務に忙殺されている職員が現状においてその力量を高めていくた

めには養成課程も視野に入れた研修システム等を担保していくことが切に望まれる。 

さらに、本調査の中で、ある職員が「副園長とか主任とかが勉強されてるんで、本当に

助かりました。いろいろ相談して・・・・。」と述べるように、担当職員だけですべてのケ

ースに対して対応していくことは難しいことが容易に予想できる。主任、園長クラスの職

員や専門機関の職員等がスーパーバイザーとして、困難なケースに対してはスーパービジ

ョンを行っていく体制を検討していくことも今後必要であろう。 

4-2.外的要因. 

 2 つ目のコア・カテゴリは【外的要因】であった。これは、地域支援の活動を支えるため

の体制に不備があることが困難要因となっていることを表していた。すなわち、センター

の情報が子どもとその保護者に十分周知されていないことからくる活動実施への不安や、

職員体制の問題、活動の場の確保や関係機関との連携をとることの難しさといった、職員

の活動実施を支える体制の不備を指している。 

これまでにも拠点事業における人数体制の問題は課題とされてきた67。また、センター担

当者を対象にした肥後らの調査8においても、担当人数を増やすことや関係機関との連携、

センターを広く周知させていくこと等が課題であることが示されており、本調査において

も同様の結果が得られたといえる。 

 1995 年に拠点事業の前身である地域子育て支援センター事業が創設され、既に約 20 年が

経過し、その支援対象もセンターに来る子どもとその保護者だけでなく、地域に住むすべ

ての子どもとその保護者へと大きくひろがり、求められる機能も拡大してきた。担当職員

の努力に負うだけでなく、活動しやすい体制を整備していく取り組みが求められよう。  

 

5．まとめと今後の課題 

 本調査は、先の調査で示された地域支援活動実施の困難要因をさらに検討することを目的

とし、地域支援の活動事例に関するインタビューを実施した。得られたデータは M-GTA を

用い、文脈を重視しながら概念、カテゴリを生成した。そして、得られた概念、カテゴリ

を基にモデルを提示した。これらのプロセスによって妥当性が高められたといえる。しか
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し、データの分析にあたっては、筆者の判断に委ねられるためバイアスがあることは避け

られない。また、センターの活動は地域により差異があり、それと同時に地域支援の活動

内容も異なってくることが考えられるため、困難要因も本調査で示された以外の要因が表

出してくる可能性は否めない。しかし、地域支援の活動が今後益々必要とされている現状

において、その実施困難要因の一つのモデルを示すことができたのは意義があるといえよ

う。さらに多くのデータを集めながらモデルを再検討していくことは今後の課題である。 
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第 5 章   アンケート調査・インタビュー調査からみる地域子育て支援拠点事業（セ

ンター型）に求められる専門性 

           

1-1．はじめにー問題の設定 目的 

  本論は、非利用者への支援の必要性を提示し、拠点事業に特化した上で、拠点事業担当

者が保育ソーシャルワークを実施することでいかにして、非利用者への支援を可能にして

いくことができるか検討している。 

これまで、第 3 章、第 4 章において、拠点事業の地域にいる子どもと子育て家庭を対象

としたアウトリーチ活動として地域支援活動が実施されており、実施にあたっては困難要

因があることを指摘してきた。さらに、活動実施においては保育ソーシャルワークの実施

が必須であることについても検討してきた。 

 しかし、担当者は地域支援活動以外にも様々な業務を行っている。そこで第 5 章第 1 節

では、地域子育て支援拠点事業担当者が実施している業務において必要とされている力量

と保育ソーシャルワークの関係について検討する。次に第 2 節では、担当者のソーシャル

ワークに関する意識について議論する。 

これまで多くの先行研究1,2,3,4において、担当者に求められる力量と保育士のそれとは乖

離していることが指摘されてきた。例えば、橋本5は担当者を対象にしたインタビュー調査

からカウンセリング、グループワーク、ファシリテーションの技術や知識が必要であるこ

とを指摘している。また、松本6は地域子育て支援において、相談援助業務を実施するにあ

たってソーシャルワークは欠かせないとしながらも、保育所保育士にとってその専門性や

力量には難しい問題があると述べている。また土田7も「・・・地域子育て支援センターに

とってコミュニティワークを含むソーシャルワークは、実践が必要でありながら実際とし

ては踏み込むことが困難な領域」であり、「地域子育て支援センターに対して期待されてい

るソーシャルワーク支援は、保育所スタッフ（地域子育て支援センタースタッフ）にとっ

ては課題となっている」（括弧内筆者加筆）と述べており、担当者にとってグループワーク

やソーシャルワークが課題とされている現状にある。 

一方で、これまでにも保育士の役割にはソーシャルワーカー的な要素は含まれており8、

子どものニーズや保護者からの相談への対応など、日常的にソーシャルワークを実践して

きたことが指摘される9など、一定程度ソーシャルワーク的活動が実施されてきたと考えら

れる10。しかし拠点事業における担当者の業務内容を検討したものは少なく11、未だソーシ

ャルワークとの関係についても明らかになっていない。 

 そこで、本研究では担当者の業務内容をインタビュー調査から把握し、実際の業務にお

いて必要とされているソーシャルワークとはどのようなものかを検討することを目的とす

る。 

1-2．調査概要   

1-2-1．調査対象者 
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 本調査対象者は、Ａ県内におけるセンター型において、その業務に主として携わっている

職員であった。調査を実施したＡ県内は広く 3 つの地域（県北・県央・県南）に分かれて

いる。その 3地域に偏りのないように配慮しながら 10 のセンター（県北地域 3箇所、県央

4箇所、県南 3箇所）を選択した。またインタビュー対象者においては、インタビューに十

分な回答ができるように、センター業務に長く携わっており、業務に精通している担当者

を選択するよう配慮を行った。対象施設は 10 ヶ所であったが、施設の中で、担当業務が細

かく分かれているケース（センターJ）もあり、調査対象者数は 11 名であった。センター

の詳細を表 5-1、調査対象者属性を表 5-2 に示す。 

1-2-2.倫理的配慮 

 調査対象者には、インタビューを行う前に研究の趣旨を説明し、目的や方法等について同

意を得た。また、インタビュー内容の個人情報は保護されること、研究のみに使用される

こと、研究成果についての公表は個人を特定できる情報は公表されないことを説明した。 

1-2-3.調査方法 

 調査方法は、調査対象者への半構造化面接（インタビュー）であった。所要時間はいずれ

も約 1 時間であり、調査は、2012 年 8 月から 9 月に行った。インタビューでは、センター

の職員が現在、どのような業務内容を行っているのかを幅広く聞くために、該当の子育て

支援センターの事業内容とそれぞれの事業内容における職員の関わり方を中心に、自由に

語ってもらった。調査担当者はインタビューガイドを準備し、センター職員の仕事内容を

できるだけ幅広く聞き取れるように挿入質問を行った。内容は、調査対象者の承諾を得て、

IC レコーダーに録音した。 

表 5-1. 調査対象センターの属性（N=10）        表 5-2．調査対象者属性（Ｎ＝11） 

 

 

試験：保育士試験 保：保育士資格 幼：幼稚園免許 

 運営主体 設置状況 設立 総数

A 民営 保育所併設 1994 年 2 名

B 民営 保育所併設 1993 年 3 名

C 公立 保育所併設 2000 年 2 名

D 公立 保育所併設 2004 年 2 名

E 民営 保育所併設 1998 年 2 名

F 民営 専用施設 1996 年 3 名

G 民営 保育所併設 2004 年 2 名

H 民営 専用施設 1999 年 2 名

I 民営 保育所併設 2007 年 2 名

J 公立 専用施設 2002 年 5 名

 年齢 保育年数 勤務年数 勤務形態 資格 取得歴 

a 50 代 32 年 18 年 常勤 保 試験 

b 50 代 29 年 19 年 常勤 保 試験 

c 50 代 30 年 3 年 常勤 保・幼 短大 

d 50 代 30 年 3 年 常勤 保・幼 短大 

e 40 代 27 年 13 年 常勤 保・幼 短大 

f 40 代 19 年 14 年 非常勤 保・幼 短大 

g 20 代 8 年 3 年 常勤 保・幼 専修学校

h 50 代 12 年 6 年 非常勤 保・幼 短大 

i 20 代 6 年 4 年 常勤 保・幼 短大 

j１ 50 代 36 年 1 年 常勤 保・幼 専修学校

ｊ２ 30 代 13 年 5 年 常勤 保・幼 専修学校
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1-3．結果と考察  

 レコーダーに録音したインタビュー内容は、逐語録としてデータ化した。その後、業務

ごとに分け、各業務に必要とされている技術や知識と考えられるものを類型化し検討を行

った。以下に結果を示す。  

 現在、センターでは①ひろばの提供、②情報提供、③相談援助、④サークルの支援、⑤

地域支援活動の 5 つを行うことが必須とされている。そのため各センターにおいて形態は

異なるもののそれら 5 つの業務を実施している現状にあった。今回得られたインタビュー

において、各業務の実施に必要とされる知識や技術と考えられるものについて類型化を行

い、検討を行った結果、次の 4 点が見出された。すなわち、第 1 に「保育に関する知識・

技術」、第 2 に「利用者ニーズを的確に把握する技術」、第 3 に「必要に応じた情報提供を

行う技術」、第 4に「関係機関との連携を行う技術」であった。 

 以下に例を示しながら説明していく。 

 尚、文中（ ）内は、わかりやすいよう筆者が加筆したものである。 

 

① 「保育に関する知識・技術」 

＜aさん＞・・・ひろばはね、親子あそびが基本なんですよね、お母さんが楽しにくるところではない、

と私は思うんですよ。親が子どもとどうやって遊んでいいかっていうのを提供っていうか、ああ、こ

うやって遊べばいいんだって・・・。  

＜ｆさん＞・・・（あそびの広場で）手遊びとか触れ合い遊びを豊富に持っているのは大事かな。ひ

きつけるためには。それは保育園と同じ。あとは気さくに話せる、話しかけやすい雰囲気みたいな。

ざっくばらんな。支援センターはお母さんも一緒なのでお母さんたちとのコミュニケーションは大事

ですよね。でも保育園でも一緒。伝えるって、お母さんたちに自信を持たせるように話すってい

う・・・。 

＜ｇさん＞・・・子どもとの遊びかたがわからないって方も多いので遊びを提供して、こういう遊び

があるよとかこうすれば子どもも 1 人で遊びますよって。お母さんたちが話すときもあるので、その

ときは子どもと遊んで・・・。 子どもの病気の知識とか障害とか、成長発達段階とか、食事とかそう

いうのは必ず頭の中にいれとかないといけないですよね。保育の中でわかっているのでそういう

のをうまくつかってですね・・・。 

＜ｈさん＞・・・やっぱり保育士としての専門性を問われますよね、年齢の発達に応じた遊びって

いう専門性が問われますよね。・・・経験不足っていう、今のお母さんは子育ての経験、出産の前

に子どもと接する経験をもった方って少ない、関わりかたをお母さんに教えたり、私たちが関わる

ことでそれを見て学んでもらうみたいな・・・。 

＜ｊ１さん＞・・・まあ子どもの成長発達を抑えた支援を心がけてはいますけど、子どもさんや親御

さんにさりげなく関わるようにしています・・・。 

 

上記から、あそびの広場の中で保護者とその子どもを前にしたとき、担当者は保育のな
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かで培った知識や経験といった専門性を利用しながら対応していることが見て取れる。ひ

ろばに来所する子どもの発達段階に応じた手遊びや触れ合い遊び等を通して対応し、保護

者からの相談にも答えている様子が窺える。 

 

②「利用者ニーズの把握」 

 さらに、ひろばでの対応を通して、保護者のニーズを把握しようとしている様子が窺え

る。次に一例を示す。 

＜a さん＞（講座に関して）・・・お母さんたちにお尋ねして、一応どんなことをしたいかなと聞きま

す、ただお母さんたちは経験したことしかいわないから、これがよかったからこれしてくださいとか

は言われるんですけど・・・。 

＜ｄさん＞（サークルに関して）・・・○○サークルっていうのがあって手作りの好きなママたちがあ

つまって 月1回のサークルなんですけど、その場所を借りるまでして。なんかしたいな～ってこと

でお母さんたちが・・・。センターを核にしてここで集まって。ここでしませんか？って形で・・・。 

＜i さん＞・・・（保護者のニーズに関して・・・）・・・会話のなかからとかサークルの中とかお母さん

と話しているなかで、あれまた入れてくださいよ～とか、あれよかったですよとか。うちは活動が終

わったら必ず感想を書いてもらうんですけど、そこからの声とか・・・。 

 

表明される保護者のニーズはセンターの事業内容に関するものであったり、各個人の希

望であったり、と様々である。その多様なニーズをひろばでの会話や活動後の感想文等を

通して、把握しようと努力している様子が窺える。さらに、ここでいう「利用者」には保

護者だけでなく子どもも含まれる。未就園という低年齢の子どもの利用が多いセンターで、

親が子どものニーズをうまく把握できていない場合もみられる。 

 そうしたなか、例えば、センター担当者＜a さん＞が述べているように、保護者に伝わっ

ていない子どものニーズを担当者が把握することでうまく保護者に伝えてあげるという役

割も果たしている様子が窺える。 

 

＜a さん＞親子が遊んでますよね、でもうまい具合にかみ合わないっていう、なんとかかんとかで

しょってお母さんがいいだす、それをなんとかして遊びたいんだよね、こう思っているかもしれない

よってこどもの気持ちをうまい具合に伝えてあげるとか・・・ 

 

③「必要に応じた情報提供」 

 センター担当者は各自のニーズを把握した上で、必要に応じて情報提供を行っている。

今回インタビューを行った全センターにおいて、内容について多少の差は見られるものの、

子育て情報や地域の子育てに関する施設、イベント等の情報について提供（ホームページ・

掲示板・通信等）を行っていた。さらに、通信としてだけでなくひろばでの利用者との関

わりの中で、各親子に必要な情報提供を行っている様子が窺えた。以下に一例を示す 
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＜a さん＞・・・来ている子どもが 2 歳児なんだけど、お母さんほとほと困っていて（相談があっ

た）・・・ものすごく我が強いんですよ。・・・この時期こういう時期なんですよってわかっていただく、

あの時期なんとか君もこうだったですよね・・・子どもを介して言ってあげる・・・ 

＜ｄさん＞・・・予防接種の質問とかが多いので、そういうのは必要だなって、赤ちゃんの身体の成

長に合わせての遊びかたとか、寝返りとか・・・ 

＜e さん＞・・・公園の遊具、あれすごいのできたね、いってみようかっていって遊んでみてここ危

ないよってセンターの担当者はいうわけ・・・。この滑り台この子どもたちには無理よねっていうの

を、してから大怪我してこの遊具撤去ってなるんじゃなく、お母さんたちに気づいてもらう・・・。 

 

④「必要に応じた関係機関との連携」 

 何らかの問題を抱えた利用者に対して、その問題に応じてセンター担当者が各関係機関と

連携しながら問題を解決していく取組がみられた。ほとんどのセンターがそれぞれの地域

の保健センターで実施されている健康診査に参加していることや自治体関係者も交えた関

係機関の会議等を通して、関係づくりを行っている。そのため、子どもの発達や親の悩み

等の相談を受けた上で、専門機関との連携が必要とされた場合はお互いに連絡を取りなが

ら対応している様子が窺える。以下に一例を示す。 

 

＜a さん＞・・・健診で随時子どもさんをみながら、保健師さんからこのお母さん援助してあげてく

ださい、声掛けしてそのお手伝いをしたり、それを在宅訪問につなげたり、ですね。・・・ここでも遊

びに来られているお母さんでちょっと親子の関係とか子どもさんの成長に気になるところがあると

いうときには保健師さんに声をかけたり・・・。 

＜ｂさん＞・・・ちょっと問題が大きかったりすると、保健センターの保健師さんに尋ねて、健診のと

きどうだったですかってみたいなところで、ちょっといってみましょうかになったときはこちらから保

健師さんと一緒にですね・・・。 

＜ｈさん＞・・・場合にもよるけど発達面で心配がある場合は保健センターと連携とってますので、

保健センターに連絡して健診等々で専門の先生にみてもらう・・・。 

  

 以上のように、センター職員は遊びのひろばを提供しながら、保護者への対応を行ってい

る。そのなかで生起するニーズ把握や必要な情報提供、必要な関係機関への連絡、連携と

いった事柄を実施しており、そのための知識や技術といったものが必要とされていると考

えることができる。しかし、同時に業務を行う上での困難点、課題も存在する。次に、セ

ンター職員がどのような点を課題としているのか、その課題についてどのように考えてい

るのか、例を挙げながら考察していく。 

 まず、課題の 1点目として「援助技術向上」の必要性がある。業務を実施していく上でセ

ンター担当者は、主に保護者から様々な相談を受けている。今回の調査対象であるセンタ
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ー担当者は全て保育士の資格を持ち、保育園に勤務していた経験を持つ人たちであった。

保育士として保育に関する知識は持ちえているものの、相談の内容は多岐にわたり、必ず

しも子どもに関することに限定されるわけではない。そのため、相談の受け方や各機関へ

の連携の仕方などに苦慮している様子が窺えた。次に一例を示す。 

＜ｄさん＞・・・私のほうがわからなくなって、受け止め切れなくて・・・。私のほうが専門の方に相談

したんですよね、そういうのもありました。このお母さんの相談があって、そのお母さんが別の人に

相談してその人がまた私に相談して・・・。みたいな全部私のところにきたんですよね。 

＜ｇさん＞・・・こっちの範囲と違う相談で・・・親からの相談でどこに相談すればいいかわからない

よねって、こちらもうまく専門のほうにつなげられなくて、相談所のほうにもいったけどそれで親の

気持ちも子どもの気持ちを解決できたかなって悩んだことはありましたね。・・・一応話は聞いたけ

どここで受け止められる範囲ではなくてうまく専門のほうにつなげられたかなって・・・。  

 

 また、課題の 2点目として「関係機関との連携強化」の必要性も挙げられた。現在におい

て、センターの担当者は各保健センターで実施されている健康診査への参加や各会議への

参加を通して、関係機関との連携を図っているところである。しかし、未だその連携は十

分でない点もある。次に一例を示す。 

 

＜ｂさん＞今はできてないんですけど、保育園と小学校との連携とかはできてるんですけど支援

センターがその中に入っていないんですよ。活動としては支援センターはかやの外になっている。

校区の会議に支援センターもいれてもらったりとか会議にいれてもらったりしたらいいと思う。一度

老人会にはいっていきいきサロンとのつながりもあったんですけど、会長も代わるから消えていく

んですよね・・・。 

＜ｈさん＞・・・〇〇市は連携ができていないんですよ、各保育園がセンターをやっているっている

状況なので、ちょっと遅れております・・・。月 1 回子育て支援という名前でされているところもある

し、ばらばらです〇〇市は。 

 

上記のように、地域によっては未だセンター同士の連携も遅れているところも見られた。

また、連携ができている地域であっても、センターとして継続的に各機関とつながり続け

ていくことの困難さが窺えた。 

1-4.まとめと今後の課題 

 本調査では、担当者を対象としたインタビューを行い、業務に必要とされる知識や資質

とはどのようなものかを検討した。その結果、①保育の専門的知識・技術、②的確にニー

ズを把握する技術、③的確な専門的知識とその情報提供を行う技術、④的確な関係機関の

専門的知識と連携していく技術の必要性、また業務を行っていく上で①援助技術向上の必

要性と②関係機関との連携強化の必要性が示唆された。次にこれらの結果を踏まえて考察

を行っていく。 
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 今回の結果において明らかになったように、センター担当者はひろばの中で利用者であ

る保護者や子どもに対応しながら、利用者のニーズの把握、情報提供、関係機関と連携を

行っていた。ここで見られたニーズの把握や情報提供、関係機関との連携といった内容は

ソーシャルワークの知識・技術であり、センター担当者はまさにソーシャルワークの技法

を使用した支援を実施している状況にあるといえる。さらに、インタビューでも見られた

が、これらのソーシャルワークの技法を使用するひろばにおける利用者の対応には保育に

関する知識や技術といったものが必要とされている。つまり、センターにおける利用者支

援には保育の知識をベースとしたソーシャルワークの技術が必要とされていると考えられ

よう。先行研究においてもセンター型の機能としてソーシャルワークが指摘されていると

ころである12,13。しかし、結果でもみられたように、その技術や知識については未だ十分で

はない状況にある。今回のインタビューにおいてもソーシャルワークの必要の有無につい

て尋ねたところ、その必要性を明言した担当者はみられなかった。 

 センターの職員が子育て支援コーディネーターとしての役割を果たしている地域が多く

あることから考えても、保育に関する知識と同様にソーシャルワーク技術の知識、技術向

上のための研修や体制づくりを改めて見直していくことが求められているといえよう。 

 

2-1.はじめに－問題の設定  

 これまで、担当者が業務を行うにあたって保育ソーシャルワークを実施していく必要性

について述べてきた。そこで本節では、担当者のソーシャルワークへの認知、理解を検討

することとする。 

拠点事業（センター型）の前身は、その多くが保育所に併設された地域子育て支援セン

ター事業であった。拠点事業になってからの全国調査が実施されていないため、拠点事業

の前身である地域子育て支援センター当時の数字であるが、地域子育て支援実践において 9

割の自治体が既存施設にセンターを設置しており、担当者には保育士以外の専門職の配置

はほとんど見られない14。つまり、現在においても保育所保育士が配置転換などでその任に

あたっていることが窺える。 

しかし、先行研究において、センター事業の業務については従来の子どもを対象にした

保育業務とは明らかに異なる部分があり15、センター職員を対象にした研究において職員が

保育業務とのギャップや戸惑い、不安を感じていることなどが報告されている16。これらは

現場における職員が日々の支援活動において困難を感じていることを如実に表したもので

あり、それに対して職員を対象とした研修の充実や他の専門職と連携し、統合的にソーシ

ャルワークを実施していくためのシステムづくりなどの重要性が指摘されている17。しかし、

実際には福川が「担当保育士が個人的努力によって行う、経験的素人療法である」18という

指摘するように、未だこれまでの保育において培われた経験と勘に頼っているという印象

はぬぐえない。 

「保育士が家族支援の基本理論・技術を意識して実践を積み重ねることにより、よりよ
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い子育て支援が構築され」る、と増田19がいうように、経験値だけではない、意識したソー

シャルワーク実践が必要である。そして、そのためにはセンター職員へのソーシャルワー

クの理解を図っていくことが重要である。このような問題意識のもとに、支援センターで

働く職員を対象にソーシャルワークについての認知とその実施状況をアンケート調査から

明らかにすることを試みた。                                   

2-2．調査概要 

2-2-1.調査対象者 

 K 県内には地域子育て支援拠点事業を実施している園が加盟する支援センター連絡会が

ある。本調査はその連絡会に加盟している支援センター勤務の職員が対象であった。尚、

この支援センター連絡会に加盟している園は 60 園であり、調査を実施した研修会には 36

園の参加があった（参加率：60％）。 

2-2-2.倫理的配慮 

 調査用紙には、調査の趣旨とともに調査結果は研究以外の目的には使用しないこと、回

答者の情報が外部に漏れることはないことを明記し、調査時に口頭でも説明した上、協力

を依頼した。 

2-2-3．調査方法 

 連絡会が主催する担当者対象の研修会において、アンケート調査票を配布し回収を行っ

た（回収率 100％）。回答数は 36、有効回答は 31 であった。調査内容は、回答者の属性（年

齢・保育の経験年数・子育て支援担当年数・職位・所有する資格・免許）、勤務先の設置主

体、子育て支援担当者数、ソーシャルワーク認知の有無、ソーシャルワークと思う機能、

ソーシャルワークが必要な場面の有無、日々の支援活動について必要な機能、望まれる研

修内容だった。調査は 2011 年 9 月に行った。 

2-3.調査結果  

 以下、調査結果について示す。 

 調査対象者の属性は表１のようであった。20 代が 3 名（9.7％）、30 代 5 名（16.1％）、

40 代 10 名（32.3％）50 代 10 名（32.3％）、60 代 3 名の（9.7％）であり、いずれも保育士

資格を保持していた。保育経験年数は、5～14 年が 29.0％、15～24 年が 22.6％、25～34 年

が 32.3％、34 年以上が 16.1％であった。調査対象者の属性を表 5-3 に示す。 

2-3-1．ソーシャルワークの認知・必要性 

ソーシャルワークという言葉についての認知を尋ねたところ、「言葉のみ知っている」と

答えた担当者が 17 名（54.8％）、「内容も知っている」が 12 名（38.7％）、「知らない」が 2

名（6.5%）であり、9割以上の対象者はソーシャルワークを認知しているという結果であっ

た。結果を表 5-4 に示す。次に、ソーシャルワークという言葉を認知している担当者に、

ソーシャルワークの必要性を尋ねたところ、ソーシャルワークが必要な場面があると答え

た担当者は8名（27.6％）と3割にも満たなかった。また、必要ないと答えたのは4名（13.8％）

であり、無回答は 17 名（58.6％）であった。結果を図 5-1 に示す。  

67



表 5-3．対象者属性 

年齢     （ｎ＝31）(人） (%） 担当年数 （ｎ＝31）(人） (%） 

20 代 3 人 9.7% 3 年未満 8 人 25.8% 

30 代 5 人 16.1% 3～7 年 13 人 41.9% 

40 代 10 人 32.3% 8～12 年 3 人 9.7% 

50 代 10 人 32.3% 13～17 年 5 人 16.1% 

60 代以上 3 人 9.7% 不明 2 人 6.5% 

職位     保育経験年数     

非常勤 10 人 32.3% 5～14 年 9 人 29.0% 

常勤 18 人 58.1% 15～24 年 7 人 22.6% 

施設長 2 人 6.5% 25～34 年 10 人 32.3% 

無回答 1 人 3.2% 34 年以上 5 人 16.1% 

保持資格・免許       

保育士・幼免 20 人 64.5%     

保育士資格 11 人 35.5%       

    表 5-4．ソーシャルワークの認知について 

聞いたことがある・内容をしっている 29（93.5％） 

知らない 2（6.5%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 図 5-1．ソーシャルワークが必要な場面の有無 

 

2-3-2．ソーシャルワークと思う機能・内容について 

ソーシャルワークを認知している担当者に対し、ソーシャルワークと思う内容・機能に

ついて、支援活動における例をあげて説明した20うえで、ソーシャルワークの内容・機能と

思うものを選択するよう求めた。その結果を内容・機能ごとにΧ2 乗検定を用いて検定した

必要な場面

がある, 8, 
27.6%

必要な場面

はない, 4, 
13.8%

無回答, 17, 
58.6%

ソーシャルワークが必要な場面の有無
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ところ、「仲介機能」、「代弁・弁護機能」（p＜.05）、「調停機能」、「保護機能」、「組織機能」、

「管理機能）」、「社会変革機能」（p＜.01 ）において、有意差が見られた。つまり、対象者

がソーシャルワークと捉えているのは、仲介機能のみであり、代弁・弁護機能や調停機能、

虐待保護機能、組織機能、管理機能、社会変革機能はソーシャルワークと捉えていないこ

とが示された。結果を表 5-5 に示す。 

表 5-5．ソーシャルワークと認知している機能・内容 

内容・機能 認知有 認知無 

仲介機能 20* 9* 

代弁・弁護機能 9* 20* 

連携機能 17 12 

調停機能 7** 22** 

処遇機能 14 15 

相談援助機能 19 10 

教育機能 17 12 

保護機能 4** 25** 

組織機能 4** 25** 

ケースマネージャー機能 10 19 

支援者機能 11 18 

管理機能 5** 24** 

社会変革機能 5** 24** 

（*p＜0.05 **p＜0.01） 

③ 日々の支援活動において必要だと思う内容 

すべての担当者に対して、日々の支援活動において必要だと思う内容について必要の有

無について回答を求めた。Χ2 乗検定を用いて検定した結果、「サークル等への支援」を除

くすべての項目において有意差が示された。つまり、「サークル等への支援」を除くすべて

において担当者は日々の支援では必要な内容と考えていることが示された。結果を表 5-6

に示す。 

④ 日々の支援活動において必要不可欠と思われる研修 

すべての担当者に対して、支援活動において必要と思う研修について、項目を挙げて回

答を求めた。Χ2 乗検定を用いて検定した結果、「発達や障害児についての知識・対応」、及

び「遊びなどの実技」において有意差が示された p＜.05）。つまり、担当者は「発達や障害

児についての知識・対応」と「遊びなどの実技」に関する知識について必要不可欠である

と感じていることが示された。結果を表 5-7 に示す。 
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表 5-6. 日々の支援活動について必要と思う内容 

支援内容 必要有 必要無 

保育に関する指導 25** 6** 

相談・助言 27** 4** 

情報提供 26** 5** 

関係機関等の紹介・連携 26** 5** 

サークル等への支援 19 12 

家庭の問題解決への援助 24** 7** 

地域保育ニーズへの対応 24** 7** 

家族・地域住民との連携 26** 5** 

子ども同士等の関係調整 24** 7** 

センターの運営管理 21* 10* 

行事開催 25** 6** 

    （*p＜0.05 **p＜0.01）          

表 5-7．日々の支援活動において必要不可欠と思われる研修 

必要な研修内容 必要有 必要無 

遊びなどの実技 21* 10* 

発達や障害児についての知識・対応 22* 9* 

保護者との関係づくりや対応 18 13 

相談のための面接技法 13 18 

他機関との連携の仕方 19 12 

実際の事例について専門家からの指導 13 18 

ＳＷについての専門的知識・技術指導 12 19 

                                     （*p＜0.05） 

 

2-4.考察 

2-4-1.支援センター職員のソーシャルワークの認知とその必要性 

ソーシャルワークという言葉については、9割以上の担当者が認知しているという結果が

得られたが、その必要性を感じている担当者は 3 割にも満たなかった。また、図 3 に示し

た通り、日々の子育て支援活動においては、「サークル等への支援」を除く、「保育に関す

る指導」、「相談助言」、「情報提供」、「家族・地域住民との連携」といったすべての項目に

おいて高い必要性が示されていた。次にこれらの結果から考察を行っていく。 

ソーシャルワークの機能・役割と保育士の関係性についてまとめた鶴21は、保育・子育て

支援における様々な情報提供は「仲介機能」や「教育機能」、他の専門機関との連絡・調整

は「ケースマネージャー機能」、さらに地域の保育ニーズへの対応は「代弁・弁護機能」、

子育てサークルの結成は「組織機能」、といったように保育・子育て支援における様々な活
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動をソーシャルワークの機能と照らし合わせ、捉え直しを行っている。それを援用すると、

今回の研究において職員が日々の支援において必要だと感じている内容はまさにソーシャ

ルワークであったといえる。図 2 からわかるように、本調査においては現場の担当者が捉

えるソーシャルワークとは「仲介機能」のみであり、「社会変革機能」、「管理機能」、「組織

機能」、「保護機能」、「調停機能」、「代弁・弁護機能」についてはソーシャルワークと捉え

ておらず、担当者のソーシャルワークへの理解が偏っていることがわかる。つまり、現場

の職員はその内容について十分な理解ができていないためソーシャルワークという言葉だ

けを聞くと、その必要性は感じていない。しかし実際にはソーシャルワークの内容は必要

だと感じていると考えられる。すなわち、ソーシャルワーク機能の不十分な理解がこのよ

うな結果を生みだした根底にあるのではないだろうかと考えられる。 

2001 年、児童福祉法が改正された前後から保育の分野においてソーシャルワークが重要

視されはじめた。2002 年 4 月からは指定保育士養成施設における履修科目に「社会福祉援

助技術(演習)」や「家庭援助論」などの科目が導入されており、さらにその後も「保育相

談支援」「児童家庭福祉」「相談援助」など関連する科目を充実させた新保育士養成課程が

2011 年度から施行されている。しかし今回の調査で明らかになったように、支援担当者の

多くは改訂前の養成課程で養成された職員であるためか、あるいは履修した職員であって

もソーシャルワークの理解が未だ不十分であるといえる。 

鶴22は今から 30 年以上前の大塚ら23の事例から、保育士によるソーシャルワークは日々の

保育の中でソーシャルワークを意識することで可能になると指摘している。また、保育ソ

ーシャルワークの展開のためには、保育実践の中でソーシャルワークの目的と機能を持た

せることを意識的に行うことの重要性について言及した今堀24の指摘からわかるように、ま

ずは支援にあたっている現場の職員が自らの支援をソーシャルワークとして捉え、理解す

ることが求められる。 

2-4-2.支援センター職員の研修の必要性 

本調査においては、保育士の実践の主ともいえる「遊びなどの実技」と「発達や障害児

についての知識・対応」などといったケアワークに関する研修の必要性が示された。しか

し、「他機関との連携の仕方」や「保護者との関係づくりや対応」、さらに「ソーシャルワ

ークについての専門的知識・技術指導」について望む声は少数であった。これは前述した

ように、ソーシャルワークの内容についての理解が不十分であったことが原因ではないか

と考えられる。保育におけるソーシャルワークの主体を誰にするのか、必要な資格などに

ついては様々な議論がされているが、2011 年度現在、実際の子育て支援においてはほぼ保

育士がその任を担っている。そのことから考えてもソーシャルワークに関する研修は必須

である。現在も職員を対象にした研修が各地で開催されているが、「ケアワーカーとして勤

務してきた保育士が、数回の研修のみでソーシャルワーカー的視点を獲得することは期待

しにくい」25ことや、「(支援活動の中で求められるソーシャルワークの)専門的知識・技術は

継続的なトレーニングやスーパービジョンが必要とされる」26ものであり、体系的な保育ソ
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ーシャルワークの継続した研修を行っていくことが重要である。また、保育士養成課程に

おいてソーシャルワークに関する科目を履修した保育士であってもその理解においては不

十分なところがあるということは、逆説的に言えば、これまでの養成課程における数年間

の履修だけでは体系的なソーシャルワークの理解を図るには不十分ではないかともいえる。   

これまで経験と勘に頼ってきた支援の現場に親和性のある保育ソーシャルワーク論の確

立とともに保育士養成課程においても現場とつながるソーシャルワークの履修のあり方が

求められている。 
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第 6 章   地域子育て支援拠点事業担当者による保育ソーシャルワーク実践の可

能性と展望 

 

1．はじめにー問題の背景と所在 

 本論では、第 2 章において地域子育て支援拠点事業（センター型）を利用していない子

どもと子育て家庭を非利用者と定義し、非利用者に対する支援の必要性を検討し、支援を

するにあたっては拠点事業の担当者が拠点となっているセンターから外に出向いていく活

動としてのアウトリーチ活動、及び地域支援活動の重要性を明らかにしてきた。しかし、

第 3 章、第 4 章において地域支援活動実施にあたっては担当者の保育ソーシャルワークに

関する力量不足、及びそれを支える体制の不備があり実施が難しい現状にあることも示さ

れた。また、第 5 章においては、ソーシャルワークの知識や認識不足も確認された。そこ

で、本章では、いかにして担当者が求められる力量を身につけ、実施していくことができ

るのか、その可能性と限界について議論していくことにする。 

1960 年以降、我が国における子どもと子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化してきた。 

それに伴い子育て支援サービスも多様化し、量的拡大も図られている。2008 年には児童福

祉法が一部改正され、子育て支援拠点事業を法律上位置づけることで質の確保された事業

の普及促進が目指されている。また 2009 年の社会保障審議会少子化対策特別部会第 1次報

告書では、すべての子育て家庭に対する支援の強化が必要とされるなど、各種子育て支援

事業の保証強化が示されている1。これらの取り組みは家庭に身近なサービスを拡充するこ

とで、安心して子育てを行うことができるようにするのと同時に、これまで支援の届きに

くかった子どもとその保護者に対しての支援の強化であり、これまでの利用者中心の支援2

から一歩進んだ、家庭に出向くアウトサービス等を含んでいる。 

 しかし、支援の必要な家庭ほど支援から遠い実態がこれまでにも懸念されているなか、

支援サービスの拡充だけで問題解決に至ることは難しい。すなわち、金子3が指摘するよう

に「子どもと家庭に身近な子育て支援を提供する場で、ニーズへのアクセス、モニタリン

グ、さらには必要な介入までの一連の流れをマネジメントできる人材」の育成が急務と考

える。   

我が国では、2003 年の「児童福祉法の一部を改正する法律」に伴い、地域子育て支援拠

点事業が法定化され、「子育て支援総合コーディネート事業」が創設された。子育て支援総

合コーディネート事業では、地域にある様々な子育て支援サービスと子育て家庭をつなぐ

役割が求められおり、その任は子育て支援の現場の中に社会福祉士といったソーシャルワ

ークの専門性をもった職を導入することが示唆されているものの、いまだ議論は十分では

なくその目的を十分に果たせていない状態にある4。 

一方で、これまで保育所保育士は地域における子育て支援推進の中心的な役割を果たす

ことが期待されてきた。すなわち、厚生労働省「保育所保育指針」5において、「保育所にお

ける保護者への支援は、保育士等の業務であり、その専門性をいかした子育て支援の役割
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は特に重要なものである。」とされ、同解説書においては「保育所においては、子育て等に

関する相談や助言など、子育て支援のため、保育士や他の専門性を有する職員が相応にソ

ーシャルワーク機能を果たすことも必要になります、その機能は、現状では主として保育

士が担う」と述べられている。さらに、拠点事業が保育所中心に成り立ってきている現状

から考えると、保育士が担当者としてソーシャルワークを実施していかざる得ない状況が

ある。 

2012 年制定の子ども・子育て支援法第 59 条第 1 項において、子ども及びその保護者が、

確実に子ども・子育て支援給付を受けることが明示され、拠点事業において地域に住む子

どもと子育て家庭への支援としての地域支援強化が目指されている今日、まずは拠点事業

担当者がその力量形成を図っていくことは喫緊の課題であろう。そこで本章ではいかにし

て担当者としての保育士が必要とされる力量を形成していくことができるかについて提案

したい。 

 

2．拠点事業担当者の保育ソーシャルワーク実施への展開 

これまで先行研究6においても、保育士の専門性を高めるためには保育、教育、子育て 

支援の専門性を連動させて高めていくことが重要であり、幅広い他職種と連携することが

できる素養や柔軟性が求められると示され、様々な研修が実施されてきた。そこで、まず

本節では現状における担当者の研修のあり方について検討する。 

2-1.保育士の研修体制から 

研修については、これまでにも保育士が自分の保育を見直し自己研鑽を怠らないために

も重要であると考えられてきており、保育園内外を含み数多く実施されてきた78。1994年に

エンゼルプラン・緊急保育対策5カ年事が策定され、保育所の多機能化が図られるにつれ、

保育士の資質の向上が求められるようになったことも受け、1995年からは主任保育士と中

堅保育士とを分け、様々な角度からの研修も計画され実施されてきた9。 

2004年度には、全国保育士会において研修内容の見直しが検討され10、2007年には社会福

祉法人全国社会福祉協議会・全国保育士会による「保育士の研修体系」検討特別委員会報

告書「保育士の研修体系―保育士の階層別に求められる専門性―」において、保育所長以

外の保育士を「初任者」、「中堅職員」、「リーダー的職員」、「主任保育士」の4段階に分けた

研修体系が示された。その他、2008年に改訂された保育所保育指針では、「保育士は常に研

修などを通して、自ら、人間性と専門性の向上に努める必要」があり、施設長の責務とし

て研修を計画的に実施することが明記されるなど研修充実への動きがみられている。 

なかでも特に保育士を対象としたソーシャルワークの研修に注目すると、この「保育士

の研修体系」において必要な専門的知識・技術として、ソーシャルワークの構造理解や保

育ソーシャルワークの展開が項目として挙げられ、全国保育士会によるソーシャルワーク

の理論に基づいた「保育スーパーバイザー養成研修」11や各自治体、社会福祉協議会等の民

間団体による研修会12が実施されている状況にある。 
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 しかし、センター職員を対象にした調査13によると、社会福祉関係の研修を受講している

職員は数すくなく、本研究における調査14からみても担当職員のソーシャルワークへの理解

が不十分であることは明らかであろう。さらに、必要とされる力量を習得していくために

はある程度の期間が必要であり、数回の研修のみでソーシャルワークの視点を得ることは

期待しにくいという指摘もあることから15、体系的な研修の重要性が窺える。 

鈴木ら16は調査結果から、現職研修よりも研究論文を作成する研修形態が重要であること

を示しており、金子17も同様に保育士の専門性を高め、子育て支援等の広い活動を実施して

いくためには、スーパーバイザーの指導による個別課題研究、すなわち研究法についての

講義や演習を導入した大学院でのリカレント教育が求められていることを指摘している。

先行研究においても、体系化した学びの必要性が求められており、担当職員のリカレント

教育18を推進していくことは 1つの課題であると考える。 

そもそもリカレントとは、「回帰する」「還流する」といった意味であり、社会人が必要

に応じて学校へ戻って再教育を受ける、循環、反復型の教育体制のことを指すとされ、子

育て支援の現場においてもリカレント教育の必要性は注目されている。例えば、保育士の

子育て支援に関するリカレント教育へのニーズについて調査した川池によると、保育士は

子育て支援に関する研修を望んでいることが明らかとなっており19、「学問と実践とのたえ

まない行き来をする」というリカレント教育は専門性の確立に必要不可欠である20と述べて

いる。また、杉原は 19 世紀末から 20 世紀初頭ドイツにおいて、社会福祉職養成に熱心に

取り組んでいたアリス・ゾロモンに着目し、概して実践教育に傾きがちな社会福祉専門職

養成だが、質の高い専門職養成のためには、「理論と実践の往還」が必要であり、系統的な

カリキュラムが求められていることについて指摘している21。つまり、保育士が質の高いソ

ーシャルワーク的実践を担っていくためには、単発の研修だけで終わることなく、系統的

な学びの場が必須であるといえよう。 

2-2.カナダのファミリーソーシャルワーカー養成からの検討 

我が国における拠点事業と同様の取り組みとしてカナダにおけるファミリーリソースセ

ンターの取り組みがある。ファミリーリソースセンターは、カナダのトロントにおける家

庭支援のセンターであり、地元の大学機関と連携しながら地域の子育て支援の中心的役割

を果たしているとされている22。1970 年代半ばに創設されたこのセンターでは、ドロップイ

ンと呼ばれる親子がちょっと立ち寄って遊びに来ることのできる場所の提供や緊急の短期

預かり保育、子育てに関する情報提供、親支援のためのプログラムとして我が国でも昨今

導入されている Nobody’s perfect プログラム、アウトリーチ活動等、様々な支援が提供

されている23。 

 自身の体験からその業務内容について紹介した土田24は、ファミリーリソースセンターの

業務内容を 5つのカテゴリーに分けて説明している。すなわち、1つは運営の資金調達のた

めの文書依頼や結果報告書作成といったアドミニストレーション、2つに実施するプログラ

ムの運営計画とその運営を支えるというプログラムマネジメントとファシリテーター、3つ
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に利用者への個別対応、4つにファミリーリソースセンターで実習をしている学生やボラン

ティアへのスーパーバイズ、そして最後に家族支援を効果的に実施していくための関係機

関等とのネットワーク会議への参加といったネットワーキングである。そして、これらの

業務を担当する職員には「アドミニストレーター、ファシリテーター、ソーシャルワーカ

ー、プログラムマネージャー及び実施者、エデュケーター、スーパーバイザー、ネットワ

ーカー等、多方面の技能が求められる」25、とされる。 

ファミリーリソースセンターにおいても、これらの業務を担当する職員は、我が国の幼

稚園教諭、保育士にあたる人たちが多いとされるという点で、拠点事業のそれと共通して

いる。しかし、職員の専門性向上という点において大きな違いがみられる。すなわち、前

述したように、ファミリーリソースセンターは地元の大学機関と連携しながら運営を行っ

ている。その中で、トロント市内にあるライアソン大学生涯教育学部の家庭支援職資格認

定課程においては、ファミリーリソースセンターの職員等を対象として、幼児教育や家族

研究、ソーシャルワーク、社会学といった数多くの科目をグループでの討論やレポート提

出といった幅広い形式で実施するという現職教育が実施されている。また、履修期間も 2

年間～2 年半という長期にわたるものとされている26。我が国において拠点事業を担当して

いる保育士と簡単に比較することはできないが、同様の力量が求められる点から考えると、

保育士の研修内容、及び方法を再検討していく必要性があることは明らかであろう。 

しかし、一度現場に目を向けると、正規職員ではない嘱託やパートといった非常勤保育

士が研修を受ける機会は必ずしも保障されてはおらず27、あったとしても日常の業務に追わ

れ「・・・現場に入ってしまうと専門の学びの場が少なく、（いつも園から研修に出られる

とは限らない）・・・」28、「・・自分のために必要なこととはわかるが、抱えている他の仕

事、自分の時間を削って行うことに負担を感じている」29という声が聞かれるのが常である

現状において、研修の意義は認めつつも、時間的制約の中で負担を感じている保育士がい

ることも明らかである。求められている質の高い専門性を担保していくためには、大学院

をも視野に入れながらも、まずは現場研修を確実に受講できるような体制を国レベルで検

討していくことが急務であると考える。 

 

3．保育ソーシャルワーカー養成の可能性 

第 2 節において、担当職員の現場研修ならびにリカレント教育について検討し、その重

要性について述べた。ソーシャルワークとケアワークの関係についてケアワーカーの中で

も介護福祉士と保育士について検討した橋本30は、保育士は子どもの発達について敏感であ

り、子どもそのものについて焦点をあてて見るあまりに、社会福祉士のみならず介護福祉

士に比べ視野が狭くなる傾向があり、後にソーシャルワークの実習等を付加したとしても、

児童虐待以外の問題では有意な変化は見られなかったことを明らかにしている。すなわち、

これは養成課程のなかで保育ソーシャルワークの力量を持った学生を養成していく必要性

を示しているといえよう。そこで、本節では今後の養成課程を展望したい。 
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3-1.地域子育て支援に関わる保育ソーシャルワーカー養成に向けて 

これまでにも保育士養成課程は家族の養育機能の脆弱化や不安や課題を抱えた保護者、

気になる子どもの増加といった社会背景を受けて改訂を重ねてきた。例えば、2001 年の厚

生労働省告示第 135 号「児童福祉法施行規則第 39 条の 2第 1項第 3号の指定保育士養成施

設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」では、従来の「社会福祉Ⅰ」「社会福祉Ⅱ」の

科目がそれぞれ「社会福祉」「社会福祉援助技術」と変更され、それと同時に「家族援助論」

が必修科目として設置された。これらの変更はソーシャルワークの原則についてより実践

的に学習することを目的としたものであり31、ソーシャルワーク的な機能の充実がかなり意

識されていた32とされる。さらにその後の 2011 年には、「社会福祉援助技術」が「相談援助」

「保育相談支援」に再編され、演習を中心とした内容を取り込んだものとなるなど、これ

らは「いわば「保育ソーシャルワーク」を実践できる保育士養成が期待」33されたたもので

あり、その期待が養成課程に反映されていることを示したものであろう。 

これらの改訂に伴い、保育士養成課程におけるソーシャルワーク教育のあり方について

の議論もみられる34,35。なかでも、安藤36はソーシャルワークのアプローチ方法等を学ぶ機

会を増やしてきたこれまでの改訂を認めつつ、「2 年制の養成課程では、ソーシャルワーク

的機能を学習する機会が増やすことはできるであろうが、習得するレベルまでには達しな

い」と危惧しており、同様に守本37も 2 年制課程では知識・技術ともに基礎的なものに留ま

らざるをえないことを指摘している。すなわち、より高度な専門性を獲得していくために

は 4 年制課程の保育士養成、そしてそれに伴った 4 年制保育士資格の創設が求められてい

るのである。4年制保育士については、例えば「保育サービスの質に関する調査・研究」38の

なかで検討され、保育士資格２年間養成を基盤とする単一資格でなく、幼稚園教諭免許の

ように二種（短期大学等）・一種（大学等）・専修（大学院）のように資格の段階化を図り、

あるいは２年制養成を基礎資格としながら、４年制養成資格の創設とそのことに伴うステ

ップアップの仕組みを創設するといった案が出されている。これについては 2012 年の保育

士養成課程等検討会39においても検討課題とされている。 

従来、保育士資格は専門学校や短大での取得が主流となっていたが、昨今その様相が変

化している。例えば、2013 年度 4月の時点における指定保育士養成施設は 4年制大学が 244

校（40.6％）、短大が 240 校（39.9％）、専門学校等が 117 校（19.5％）であり40、2010 年度

と比較しても 4 年制大学の割合が多くなっている41。つまり、4 年制大学での保育士養成が

徐々にその中心に位置付けられるようになってきているのである。このような流れは歓迎

すべきものであるが、現行の保育士資格は 2年間養成の単一資格であり、4年制であっても

2年制保育士養成と何ら変わりはない。そこで専門性を高める内容を提供するか否かについ

ては各養成校に任されているのが現状である42。すなわち、現状においては必ずしも 2年制

と 4 年制の差異化がなされているわけではなく、また、そこでソーシャルワーク教育が十

分なされているかといえば、必ずしもそうではないのである。多様な子どもとその保護者

のニーズ、すなわち本論において課題とされてきた非利用者への支援を実施していくため
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には、4年制保育士養成課程における実践可能なソーシャルワーク技術の修得していくこと

が必要である。今後の 4 年制課程養成資格の創設とともに、ソーシャルワーク、及び保育

に関する科目をどのように充実させていくべきか検討していくことが求められている。前

向きな展開を期待したい。 

3-2.社会福祉士をベースとした保育ソーシャルワーカー養成 

 3-1 では、保育士養成課程においてソーシャルワークの知識・技術を修得していくために

4年制保育士養成課程の創設とその科目の整備の必要性について述べた。しかし一方で今後

の展開として現状においてソーシャルワークを担う社会福祉士をベースとした保育ソーシ

ャルワーク養成の検討も必要であろう。 

イギリスでは、2007 年に子ども・学校・家庭省が新設され、福祉、教育、保健医療の分

野から児童が独立し、これまでの高齢者や障害者等を対象とした大人を対象とした保健福

祉と子どもを対象とした総合政策が区分され、同年、子どもの成長環境をより良くするた

めとして子どもプランが発表された。子どもプランのなかでは、イギリスを「世界で最良

の子どもが成長する地域」にすることが目標とされ、「子ども、保護者、保育士、ソーシャ

ルワーカー、医師、教師」といったこども支援に関わるすべての分野の関係者から、目標

到達のために必要と考えられる点について聞き取り調査を実施し、その調査結果がプラン

に反映されている43。また、これまでジェネリックな側面を強化したソーシャルワーカーが

養成されてきたが、新たに子どもに関わる専門性を積み重ねたアドバンスコースが創設さ

れる44など、にわかに子どもの領域を対象とするソーシャルワーカー養成の機運が高まって

いる。 

我が国においては、社会福祉士資格が高齢社会への対応策として創設されたという背景

もあり、これまで子ども及び児童に関わる側面は限りなく少ない45。しかし、2008 年の日本

学術会議、社会学委員会社会福祉学分科会が「社会福祉士をジェネリックな基礎資格と位

置付け、スペシフィックな領域に対応する認定ソーシャルワーカーを養成するとともに、

時代の要請に応えた機能別の認定制度を創設」46し、その具体案として社会福祉士をベース

にした認定児童ソーシャルワーカーを創設していくことを提案している。すなわち、これ

は社会福祉士に求められる理念、原理、知識、技術をベースとしながら、子どもの最善の

利益を図るために必要とされる子ども領域に関する知識や技術の修得を求めるものであり、

今後、社会福祉士養成のなかで保育に関わる知識や技術を取り扱う科目を増加していくこ

とが求められる。 

また現状では、いくつかの福祉系大学において、社会福祉士及び保育士の資格を同時取

得するところも散見できる。しかし社会福祉士と保育士間には養成教育課程における整合

性が図られていないことから、実質同時取得する学生数は少ないとされ47、未だ拠点事業に

おいても社会福祉士資格保持者は少ないことが予想される。この背景には、第 1 章で概観

したように拠点事業の成り立ちが保育所から始まっており、その担当者が保育所職員であ

る保育士が務めていたこという経緯があることに他ならない。 
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さらに、社会福祉系大学においては、保育に関する内容と社会福祉に関する内容を同時

に学ぶことには難しさも見られる。例えば、社会福祉系大学をベースとしながらも保育の

専門である保育士資格を取得できる大学の 1 つに日本社会事業大学がある。ここでは、入

所施設などでの子どもの問題に対応できる専門性、保育所をベースとした地域の相談に応

じる専門性、社会的教育に留まらず、家庭・地域等現代社会の子どもを取り巻く様々な問

題へのソーシャルワークに関する専門性を持ったソーシャルワーカーを育成することが目

的とされており、カリキュラムも組まれている。しかしそれをみると、保育に関する科目

が「児童の健全育成（講義）」、「発達心理学Ⅰ（講義）」「子どもの臨床教育心理学（講義）」

「乳幼児精神保健（講義）」と数少なくなっている。実際、先の大学における 4年制保育従

事者養成に関するアンケート48によると、4 年制大学卒の方が短大卒等よりも、折り紙や手

遊びといった即実践に結びつくような経験が不足している、あるいは現場での戸惑いがあ

るといった回答をしていることがわかっており、子どもの遊び、保育に関する知識や技術

が不十分であることが窺える。つまり、社会福祉系の大学においては保育に関する科目等

を充実させていく必要性があることも示されているのである。 

第 5 章において、拠点事業担当者の業務内容を検討した結果、子どもの発達段階に応じ

た遊びや発達障害、病気といった保育に関する知識や技術といった専門性を利用しながら

業務を実施していることが明らかになっている。今後、ジェネリック・ソーシャルワーカ

ーとしての社会福祉士が保育、すなわち子どもとその保護者に特化したスペシフィックソ

ーシャルワークを実践していくためには、アドバンスコースを視野にいれ、さらに保育の

知識や技術の修得をしていくことが求められよう49。 

 

4．保育ソーシャルワーク実施への体制整備に向けて 

 これまで拠点事業担当者が保育ソーシャルワークを実施していくための力量をいかに形

成していくかについて検討してきた。しかし、保育ソーシャルワーク実施にあたってはそ

の力量形成だけではままならない。すなわち、その実施を支えるための体制が必要とされ

る。第 3 章、4 章において拠点事業担当者が外に向けて行う支援活動である地域支援活動、

すなわちアウトリーチを阻害する要因として外的要因があることが指摘してきた。担当職

員の人数体制の問題やアウトリーチしていくにあたっての個人情報入手の難しさといった

ことがこれにあたる。では、このような活動を支えていくための体制はどのように整備し

ていくことが考えられるだろうか。まず現状における課題を示した上で今後の展望を検討

したい。 

 これまで述べてきたように、現在拠点事業の多くは保育所併設であるものがその多くを

占め、保育所の保育士がその担当者として任を担ってきた。求められる人数として一般型

では 2 名以上とされており、本論のなかで調査対象としてきた拠点事業においてもその多

くは 2名体制であった。しかし、なかには 1名体制の拠点事業もみられている。その反面、

求められる業務内容は膨大であり、いかに事業を展開したいと担当者が望んだとしてもそ
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れが不可能となっているケースもあった。つまり、2名体制という人員配置では求められる

業務内容を十分に実施していくには困難であるということである。さらに、1名体制の拠点

事業においては、多忙を極める保育所職員の勤務形態のなかで、拠点事業にまで十分人員

を配置できない状況にあることが容易に予想される。そのためまずは、1名体制でどこまで

できるのか、さらには求められている業務を実施していくためにはどの程度の人数が必要

とされるのかを検討し、整理していく必要があろう。 

次に、外に出向いて行う活動の実施にあたっては、どのような子どもとその保護者が地

域のなかにいるのかを把握する必要がある。現状においては、担当者が健康診査の際に直

接尋ねることにより、情報を入手するといった策がとられているケースが多くみられた。

しかし、個人情報を入手し訪問することができたとしても、担当者の業務内容がほとんど

知られていないことからくる訪問のしにくさも見受けられた。これらは拠点事業に求めら

れているアウトリーチ活動が広く周知されていないこと、さらには昨今の個人情報保護の

管理に関する問題がある。本論におけるインタビューのなかでも「・・・個人情報ですか

ら、（住所を聞いて訪問活動をすることは）○○保育園が勝手にするっていうのはできない

そうなんですよね・・・」（括弧内筆者加筆）とあるように、関係機関との間においても、

拠点事業に求められている業務、そのための方法、あるいは業務を支えるための体制が理

解されていない状況がみてとれる。 

これらの課題を克服していくためには、まず短期的には拠点事業の業務内容に見合った

体制を整備していくことが求められよう。すなわち、1 名体制の拠点においてはできるだけ

2 名に増やしていくこと、そして、そのための財政的支援を国レベルで実施していくことが

求められる。また、関係機関や地域の子どもとその保護者に対して、拠点事業からもアウ

トリーチといった地域に出向いて行う支援活動を実施していることを継続して周知しなが

ら、関係機関とさらなる連携を図っていくことが必要であろう。 

さらに、長期的には拠点事業の内容とあり方を改めて再整備していくことが求められる

のではないだろうか。すなわち、中学校区に 1 つ設置するという目的で量的拡大を図って

きた拠点事業であるが、そこに求める事業内容に必要な制度を改めて検討していくという

ことである。例えば、前述したイギリスにおいては、日本における拠点事業とよく似た事

業として、チルドレンセンター50がある。ここで論を進めるためにイギリスの取り組みつい

て若干紹介したい。 

イギリスでは就学前教育の施設について、保育や教育、幼児や家族の保健、保育情報、

子育て支援、雇用情報等といった多角的なサービスを実施する施設として 2003 年にチルド

レンセンターが導入されている51。この背景には、1999 年からの「シュア・スタート」と

呼ばれる最も困難な状況に置かれた地域に住む家庭や児童の環境を向上させ、子どもの高

い貧困率を低減させていくという取り組みがあった。チルドレンセンターはシュア・スタ

ートにおいて提供されていたプログラムを一部の家族に対してだけでなく、すべての家族

を対象に提供されるべきであると認識され、現在、3,600 か所に設置されている状況にある
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52。提供されているプログラムは、各センターによって若干異なるとされるが、①終日保育

（1日 10 時間以上）、②有資格教員の配置、③マタニティサービスも含んだ子どもや家庭へ

の保健サービス、④親・家庭支援、⑤託児員のネットワーク、⑥特別支援教育のニーズへ

の対応、⑦雇用支援センターとの連携による雇用や訓練を希望する親への支援等とされて

いる53。また、そのなかで家庭支援プログラムとしてチルドレンセンターに来ることのでき

ない家庭ほど援助を必要としているという認識から、要支援家庭に出向くというアウトリ

ーチ活動として、子どもへの関わり方への指導やサービス、学習機会の提供も実施してい

る。上記のような様々なプログラムを実施していくために、チルドレンセンターには多領

域にわたる専門スタッフ54が配置されているとされ、その数は数十名となるところもある55。

評価としては、参加している親子双方によい影響があることが示されている一方で56、アウ

トリーチに関してはなかには抵抗を感じる保護者もいることから難しさもあることが明ら

かになっている。 

以上、簡単ではあるがイギリスの取り組みを見てきた。このような取り組みは、イギリ

スと我が国の文化や歴史的、社会的背景等が異なることから、必ずしも簡単に比較するこ

とができるというものではないことは言うまでもない。保育所併設が主流となって進んで

きた拠点事業は我が国の特徴であり、本論で述べてきたようにその傾向は変わらないこと

が予想されている。しかし、地域の拠点としてすべての家庭を対象にして実施されている

事業のなかで、様々なプログラムを実施し効果をあげていくためにはそれだけの人数体制

や多領域の専門スタッフの配置などが必要とされているといった点において、ひとつの重

要な示唆を与えてくれるものではないだろうか57。今後、拠点事業の目的を真に達成してい

くためには、その体制をどのように整備していくかは大きな検討課題である。 

 

5.今後の課題 

本章では、拠点事業担当者が保育ソーシャルワークの力量をいかにして身につけ、発揮

していくことができるか、そのための体制整備について検討した。まず、現状の担当者を

念頭に、保育士の研修体制からリカレント教育の必要性について述べた。さらに、保育士

養成課程において、4 年制保育士養成課程とそれに伴う資格構築の必要性について述べた。

また、一方で社会福祉士資格をベースとして持つものがアドバンスコースとして保育の力

量を備えることの必要性についても触れた。そして、拠点事業において担当者が保育ソー

シャルワークを実施していくために必要な体制整備についても触れてきた。 

拠点事業担当者は保育の知識や技術といった専門性を駆使し、また現状では不十分では

ありながらもソーシャルワークの知識や技術も求められている現状があり、保育ソーシャ

ルワークの必要性も多く議論されるようになっている。しかし、一度養成課程に目を向け

ると、保育ソーシャルワーク及び保育ソーシャルワーカーへの取り組みはほとんど無いと

いってよいのではないだろうか。そのため、まずは保育ソーシャルワークをそのものとし

て認知していくことが求められよう。そして、保育ソーシャルワーカー養成を目指した教
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育の内容及び方法の具体化といったカリキュラムの構想については実践可能性に関わる点

であり、更なる検討が求められる。また、担当者が保育ソーシャルワークを実践していく

ためにはそれを支える体制整備が必須である。これらについては今後の課題としたい。 

 

注および引用文献 

                                                  
1 厚生労働省「すべての子育て家庭への支援について」第 28 回社会保障審議会少子化対策

特別部会資料 3-1 平成 21 年 10 月。 
2 ここでいう利用者中心のサービスとは本研究で述べている、拠点事業を自ら利用する子ど

もとその保護者を指している。 
3 金子恵美「第 6章 子どもに家庭に関わる専門職の今後」藤岡孝志監修 日本社会事業大

学児童ソーシャルワーク課程編『これからの子ども家庭ソーシャルワーカー スペシャリ

スト養成の実践』、ミネルヴァ書房、2010 年、62 頁。 
4 伊藤良高、桐原誠、宮崎由紀子、香崎智郁代、永野典詞「保育ソーシャルワークの視点か

らの「子育て支援コーディネーター」に関する研究 -資格・資質・養成を中心に-」熊本学

園大学論集『総合科学』、19(2)、2013 年、1-25 頁。 
5 厚生労働省「保育所保育指針」『厚生労働省告示第 141 号』、2008 年。 
6 大津泰子「保育士の専門性を高めるための課題－保育士養成の動向から－」『近畿大学九

州短期大学研究紀要』、40、2010 年、13-26 頁。 
7 奥泉敦司・小田倉泉・首藤敏元・志村洋子「現職保育士・幼稚園教諭の研修に関する考察」

『埼玉大学教育学部教育総合実践センター紀要』、12、2013 年、99-106 頁。 
8 保育士の力量形成について研修のあり方を検討した金子（金子智栄子「保育者の力量形成

に関する新構想―保育者養成と現職研修の連携を求めて―」『文京学院大学人間学部研究紀

要』、13、2013 年、192 頁。）によると、「園長・設置者研修、主任保育者研修、特別支援教

育研修など受講に職務や受講者の課題に応じたものがある」、また、自治体によっては、経

験年数別に区分され実施されている研修もあるとされる。 
9 亀谷美代子・信田和子「主任（中間管理職）保育士に対する研修の取り組みについて」『横

浜女子短期大学紀要』、21、2006 年、65-84 頁。 
10 全国保育士会ホームページ「保育士の資質向上と保育内容の充実強化に向けた取り組み」

（http://www.z-hoikushikai.com/donnna/ayumi_02.htm  2014 年 3 月 12 日閲覧） 
11 例えば、「主任保育士特別講座修了生のためのリカレント研修第９回「保育スーパーバイ

ザー」養成研修会」（http://www.z-hoikushikai.com/kikansi/siryo/09supervisor.pdf 

2014年3月12日閲覧）などがある。 

12 例えば、北海道ホームページ「施設職員などの研修」

（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/jinzai/jinzkens.htm 2014年 3月 12日閲覧）

や厚生労働省 社会福祉法人日本保育協会主催の「平成 17 年度地域子育て支援センター担

当者研修会 A型―保育ソーシャルワーク研修会―」

（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/dl/s0912-8g.pdf 2014 年 3 月 12 日閲覧）等が

ある。 
13 橋本真紀「地域子育て支援センター職員の養成に関する考察Ⅰ」『日本保育学会大会発表

論文集』、56、2003 年、146-147 頁。 
14 本研究の第 5章参照。 
15 前掲注 13)に同じ。 
16 鈴木朋子・日比野雅彦・小泉善茂「保育士現職教育についての意識調査―愛知県保育大

学校研究課程修了生の実態をとおして―」『保育士養成研究』、18、2000 年、57-70 頁。 

83



                                                                                                                                                  
17 金子智恵子「リーダー的保育士の養成における一考察―4年制大学及び大学院修士課程に

おける保育士養成課程について―」『保育士養成研究』、20、2002 年、139-147 頁。 
18 リカレント教育はユネスコ（UNESCO）のポールラングラン（Paul Lengrand）が 1965 年

に提唱した概念であり、生涯学習（生涯教育）が取り上げられ発展した歴史がある。保育

者養成においては、職務能力向上のための現任者研修を意味合いで指すことが多く、先行

研究の中にはカリキュラムを伴った研修だけではなく、同僚間での助言やベテランと呼ば

れる保育士の技術の観察といった学習機会といった、よりインフォーマルな学習機会も含

むものも見られるが、本研究では、カリキュラムを伴ったフォーマルな学習機会をリカレ

ント教育としている。 

19 川池智子「保育者の「子育て支援」に関わる専門性とリカレント教育（その 1）－山梨県

内の保育士への調査結果をてがかりとして―」『山梨県立大学人間福祉学部紀要』、3、2008

年、19-32 頁。 
20 川池智子「保育者の「子育て支援」に関わる専門性とリカレント教育（その 3）－まとめ

と考察：D.A.ショーンの「省察的実践家」モデルを手がかりにして―」『山梨県立大学人間

福祉学部紀要』、6、2011 年、21-31 頁。 
21 杉原薫「専門職養成教育における理論と実践の往還について‐20 世紀初頭ドイツにおけ

る社会福祉専門職養成を中心に‐」『広島大学大学院教育学研究科紀要』、60、2011 年、47-54

頁。 
22 井口祥子「日本の子育て支援が抱える課題について―トロントの子育て支援施設を視察

して―」内閣府所管公益財団法人 日本教育文化研究財団『研究紀要 特集：乳幼児期の

探求Ⅱ』、37、2008 年。

（http://www.jfecr.or.jp/publication/pub-data/kiyou/h20_37/t1-3.html 2014 年 3 月

17 日 閲覧） 
23 落合正行「家庭、学校、地域社会の連携による子どもの育児・教育－子育て支援に関す

る日本とトロント市との比較－」『追手門学院大学地域支援心理研究センター紀要 』、1、2004
年、50-65 頁。 
24 土田美世子「カナダのファミリーリソースセンターの職務とその専門性－トロント ペ

アレント・リソーシーズの実践を通じて―」『京都光華女子大学研究紀要』、42、2004 年、

191-205 頁。 
25 前掲注 24）、200 頁。 
26 福川須美「ファミリー・サポートのためのスタッフ養成－ライアソン大学における家庭

支援職資格認定課程について‐」『駒沢女子短期大学研究紀要』、33、2000 年、9-17 頁。 
27 前掲注 7）に同じ。 
28 山下由紀恵・三島みどり・名和田淸子「しまね子育て支援専門職カンファレンスにおけ

る研修ニーズの調査の分析」『島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要』、50、2012

年、63-74 頁。 
29 成田朋子「保育所保育指針の改定と保育士の園内研修へのとりくみについて」『名古屋柳

城短期大学研究紀要』、30、2008 年、73-89 頁。 
30 橋本勇人「ソーシャルワークとケアワークの共通性を基盤としたソーシャルワーク教育

の探求」『平成 18・19 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））研究成果報告書』、31、2008

年。 
31 中原大介「保育士養成課程における「社会福祉援助技術」導入の経過と教育実践に関す

る研究」『大阪健康福祉短期大学紀要』、9、2013 年、93-102 頁。 
32 前掲注 6）、15 頁。 
33 松木宏史「「子どもの貧困」と保育士養成－保育士のソーシャルワーク機能をめぐって－」

84



                                                                                                                                                  
『滋賀短期大学研究紀要』、38、2013 年、106 頁。 
34 上村千尋「保育士養成課程におけるソーシャルワーク教授法（1）‐学生主体

（learner-centered）の演習プログラムの展開‐」『山口芸術短期大学研究紀要』、37、2005

年、43-60 頁。 
35 多田琴子・三宅茂夫「「子育て支援」に関する力量形成を目指した保育者養成の試み-子

育て広場「あいあい」を通して学生が体感した語りから考察する-」『神戸女子大学文学部

紀要』、44、2011 年、117-137 頁。 
36 安藤健一「保育士養成課程における保育ソーシャルワークの可能性－生活場面面接への

展開過程－」『清泉女学院短期大学研究紀要』、28、2010 年、8頁。 
37 守本友美「保育士養成課程におけるソーシャルワーク教育のあり方」『近畿大学豊岡短期

大学紀要』、29、2001 年、42 頁。 
38 研究代表者 大嶋恭二「保育サービスの質に関する調査研究」『厚生労働科学研究報告書』、

2006 年-2008 年。  
39 平成22年保育士養成課程等検討会「 保育士養成課程等の改正について（中間まとめ）」

（http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0324-6a_0001.pdf 2014年3月28日閲覧） 

40 厚生労働省『指定保育士養成施設一覧（平成 25 年 4 月 1 日時点） 都道府県、指定都市、

中核市別』http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku_youseikou.pdf（2014 年 5 月

9 日閲覧） 
41 後藤範子「4年制大学における保育士養成教育と資質能力向上に関する一考察」『東京家

政学院大学紀要』、51、2011 年、25 頁。 
42 丹羽さがの「保育士養成課程の課題に関する一考察-4 年制大学における保育士養成課程

の課題について-」『白梅学園大学・短期大学教育・福祉研究センター研究年報』、16、2011

年、26-38 頁。 
43 栄留里美「第 4章 イギリスにおける子ども虐待対応と子どもアドボケイト」堀正嗣・

栄留里美著『子どもソーシャルワークとアドボカシ―実践』、明石書店、96 頁。 
44 前掲注 3)、64 頁。 
45 平成 20 年文部科学省令・厚生労働省令第 3号によると、子どもに関する科目は「児童や

家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度」の 1科目のみである。 
46 日本学術会議社会学委員会社会福祉学分科会「提言 近未来の社会福祉教育のあり方に

ついて ―ソーシャルワーク専門職資格の再編成に向けて―」、2008年、ⅲ頁。 

47 前掲注 3）、66 頁。 
48 高橋利一「第 1 章 子ども家庭領域における人材育成」『これからの子ども家庭ソーシャ

ルワーカー スペシャリスト養成の実践』、ミネルヴァ書房、2010 年、16 頁。 
49 現在、保育並びにソーシャルワークの知識、技術を持った専門職がスーパーバイザーと

して、拠点事業を巡回し、相談にのっているケースも見受けられることから、担当者が保

育ソーシャルワークに関する力量を形成していくことを目指しながらも、そのような外部

機関との連携も求められよう。 
50 チルドレンセンターはチルドレンズ・センターと表記される場合もあるが、本論におい

てはチルドレンセンターと記す。 
51 内閣府ホームページ「資料 1 諸外国の幼保統合施設」 
www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/.../k_3/.../s1.pdf（2014 年 6 月 1 日閲覧） 
52 原田恒恵「チルドレンズ・センターにおける子どもと家族への支援」『教育福祉研究』、

17、2011 年、109 頁。 
53 前掲注 51）に同じ。 
54 各センターによっても異なるが、カウンセラーやソーシャルワーカー、幼稚園教諭等と

いった専門スタッフが配置されている。 
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55 各センタにーによって人数配置は異なるが、その数は 20 名～30 名程度である。 
56 埋橋玲子「第 2章 シュア・スタートとイギリスの乳幼児・家族支援」岩重佳治 埋橋

玲子 フランベネット 中嶋哲彦著『イギリスに学ぶ子どもの貧困解決』、かもがわ出版、

2011 年、52 頁。 
57 日本においては、イギリスのチルドレンセンターと似た取り組みとして、東京における

子ども家庭支援センターがある。子ども家庭支援センターは、東京都が独自の政策で 1995

年 10 月に開始し、順次各市町村に設置してきたものである。そこでは、全ての子どもと家

庭を対象に、子どもと家庭のあらゆる相談、問題への適切な対応、地域の子育て支援活動

を推進、子どもと家庭支援のネットワークの構築を目的に福祉・保健・医療・教育等の各

分野の関係機関と連携した取り組みが目指されている。しかし、これは東京都のみの取り

組みであり、他の地域においては見られていない。また、先行研究（金子恵美「地域にお

ける子ども家庭支援ネットワークの展開に関する研究‐東京都子ども家庭支援センターと

イングランドのファミリーセンター等の比較－」『子ども家庭福祉学』、9、2009 年、15-25

頁。）では、子ども家庭支援センターでの取り組みはチルドレンセンターのそれと比較する

と、プログラムの多彩さや専門性、アウトリーチ先といった点において、限定的であるこ

とが示されている。 
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終章         本論のまとめと今後の課題 

 

1. 総括 

 本論では、地域子育て支援拠点事業において担当者の多くを占める保育士が実施するソ

ーシャルワークを保育ソーシャルワークと定義し、拠点事業を利用していない子どもと子

育て家庭（以下、非利用者）に焦点をあて、現状において担当者である保育士が保育ソー

シャルワークを実施していく必要性と実施の可能性について検討してきた。母親の孤立化

や家族形態の変化を受けて地域が変貌し、拠点事業の重要性が高まりつつあるなか、利用

者だけでなく非利用者にも支援を実施していくといった担当者の役割を確認することは急

務であると考える。 

 まず、第 1 章では拠点事業に焦点をあて、これまでの地域子育て支援に関する施策を振

り返り、保育所が通所する子どもとその保護者だけでなく、保育所を利用しない地域に住

む子どもや子育て家庭も視野に入れた支援が求められてきたことを確認した。しかし、在

宅育児を含む子どもへの支援はその必要性が随時唱えられながらもこれまでおきざりにさ

れてきたことを確認した。そしてすべての子どもと子育て家庭への支援のためには、非利

用者に焦点をあて、担当者が保育ソーシャルワークを実施しアウトリーチしていく必要性

を述べた。 

 第 2 章では、非利用者に焦点をあて、非利用者にアンケート調査を実施することで非利

用者の現状と課題について検討した。そこでは、非利用の要因として拠点事業の情報がい

まだすべての子育て家庭に対して認知されていないことが明らかになった。また、拠点事

業を認知している人たちであっても利用につながっていないことも明らかになり、担当者

が継続して、アウトリーチを実施していく必要性を指摘した。 

 第 3 章では、現在のアウトリーチ活動の 1 つとして拠点事業のセンター型における地域

支援活動を取り上げ、インタビュー調査からその現状と課題を検討した。そこで、地域支

援活動を阻害する要因として第 1 に情報不足、不安感、第 2 に担当者の力量不足、第 3 に

外的要因の 3要因があることを仮説として提示した。 

 第 4 章では、第 3 章で提示した仮説を、拠点事業担当者へのインタビューのなかで提示

された事例を基に検討した。担当者には、地域支援活動を実施していく際の困難性につい

て事例を中心に語ってもらい、その結果を M-GTA によって分析した。分析した結果、「職員

の力量」と「外的要因」の２つの要因が見出された。「職員の力量」は第 3章で得られたも

のであり、その結果を支持するものであったといえる。また、「外的要因」は、第 3章にお

ける「情報不足・不安感」を内包する要因として考えられた。またこの 2 つの要因を通し

てモデルを提示した。しかし、拠点事業そのものがそれぞれの地域を基盤とした事業であ

ることからその事業内容の多様性は容易に想像することができ、それに伴った困難性も見

出されてくる可能性は否めない。インタビューを継続し、モデルを再考していくことが課

題として示された。 
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 第 5 章では、拠点事業における事業内容を担当者からのインタビュー調査から分析し、

事業実施において求められている力量について検討を行った。そこで、事業実施にあたっ

ては、保育の知識や力量以外にソーシャルワークの力量が求められていることが明らかに

なった。また、担当者のソーシャルワークの認知についてアンケート調査より検討した。

そこで言葉としては浸透しているものも、具体的な内容や方法は習得できていないことに

ついて言及した。 

 第 6 章では、これまでの調査結果を踏まえ、担当者がソーシャルワークを実施していく

ための可能性として現在の研修システムのあり方を捉え検討した。現状の担当者に対する

研修としては、カナダの例を紹介し、リカレント教育も視野に入れた研修体制の整備の必

要性について提示した。また、ソーシャルワークの専門職である社会福祉士資格と保育の

専門職である保育士資格の両方を合わせ持つことの必要性について触れ、現在の我が国の

状況として両方の資格を併せ持つ人数が少ないことを示し、今後の養成には大学だけでな

く、アドバンスコースを設定した上で養成にあたることの重要性について述べた。そして、

担当者が保育ソーシャルワークを実施していくためには、それを支える体制を整備してい

く必要性を提示した。短期的には人数配置を全ての拠点事業において 1 名から 2 名に増加

させていくこと、そして拠点事業の事業内容を関係機関、地域住民にも幅広く周知させて

いくことより、地域に出向いた活動を実施しやすくするようにしていくことの必要性につ

いて述べた。さらに長期的には拠点事業に求められる事業内容を改めて検討しなおし、そ

のために必要な体制を再整備していくことの必要性について述べた。 

 さて、本論は拠点事業を利用していない非利用者に焦点をあて、非利用者にとっての支

援とはどのようにしてなされ得るかという問いをたてて検討を行ってきた。また、そのた

めの具体的課題として次の 4 点を挙げていた。すなわち 1 点目は、拠点事業を中心に非利

用者の視点から地域子育て支援施策を振り返り、どのような問題点が表出しているのかを

検討する。2点目は、非利用者の視点から拠点事業の現状と課題を明らかにする。3点目は

非利用者への支援を実施していくにあたっての困難性や課題を明らかにする。4点目は非利

用者への支援を今後さらに提供していくために必要な提言を行うことであった。次にこれ

らの 4つの課題に対する結果をまとめる。 

 まず 1 点目については、第 1 章における国の施策、答申、報告書を中心とした拠点事業

に関する地域子育て支援策の振り返りのなかで、これまでにも事業担当者は非利用者への

支援を重視していながらも、実現できていない状況であることを指摘し、非利用者への支

援のためには担当者がアウトリーチを実施していく必要があるということを述べた。そし

て、アウトリーチ実施にあたってはソーシャルワークの知識や技術を習得していくことが

求められる点についても指摘した。つまり、そこには非利用者への支援方法が必要とされ

ながらも、現在の担当者の力量及び体制では困難であるという現状における問題が明らか

になった。2 点目の課題であった非利用者の視点からの拠点事業の現状と課題については、

第 2 章において、拠点事業非利用者へのアンケート調査を実施した結果、まず、拠点事業

88



を認知していないことから非利用に至っている人たちの存在が明らかになり、継続した広

報活動を実施していくことが課題であることについて指摘した。また、様々な要因から拠

点事業の利用に至っていない非利用者の存在が明らかになり、非利用者の支援のためには

彼らが利用している 1 つの場所として公園を取り上げ、公園を支援の場として捉え、そこ

に出向くアウトリーチ活動の実施、並びに在宅訪問していくアウトリーチ活動の実施を課

題として提示した。次に 3点目については、3、4、5章において、拠点事業担当者を対象と

したインタビュー調査、アンケート調査を実施して、その困難性と課題を検討した。その

結果、担当者は非利用者への支援としての地域支援活動を実施していく必要性は感じてい

たものの、同様に困難性も感じていた。困難性としては、保育に関する知識やソーシャル

ワークに関する知識といった担当者の力量不足と体制の不整備があることを提示した。つ

まり、担当者が保育ソーシャルワークの力量を保持していないため、活動が難しく感じて

いることが明らかになった。そして、最後に 4 点目の課題についてであるが、第 6 章にお

いて、保育ソーシャルワーカー養成と保育ソーシャルワークを実施していくための体制整

備について展望した。現状ではソーシャルワークの知識が不十分であることが分かってい

るため、まずは現任担当者のソーシャルワークへの理解を深めるために研修を実施してい

くことを提示した。しかし、研修ではソーシャルワーク実施に問題があることが指摘され

ていることもあり、養成課程が必要であることを展望した。そして、担当者が保育ソーシ

ャルワークを実施していくことで非利用者への支援の一端が担えるのではないかと提言し

た。そして体制整備については、現状では絶対的な仕事量に対する人数配置の少なさや拠

点事業の内容が関係機関に詳細に伝わっていないこと等から希望を持っていたとしても非

利用者に支援していけない状況があった。そのためまず短期的には拠点事業で求められて

いる事業内容をさらに地域や関係機関に広く周知していくことや人数をできるだけ配置で

きるよう国レベルで予算措置を実施していくこと、さらに長期的には拠点事業で求められ

ている内容を再度検討しなおし、それに見合った体制を外国等のケースも参考にしながら

再整備していくことを提言した。 

 本論では、地域における非利用者への支援のためには、拠点事業担当者の保育ソーシャ

ルワーク実施が必要であり、いかにして保育ソーシャルワーク実施ができるのかという観

点から検討を行ってきた。では最後に、この問いについて検討を行いたい。 

 非利用者はなんらかの理由によって拠点事業の利用に至っていない子どもとその保護者

である。その理由については第 2 章において検討をしてきたが、拠点事業そのものについ

て認知していないというケースや利用したいと考えていても交通の利便性や拠点施設まで

遠いといった立地条件から利用できていないグループ、また拠点施設における対人関係を

気にするあまり利用できていないグループが理由として見られた。本論のインタビューに

おいても、「（担当者が訪問してくれたことに対して）3回目に先生に会わなかったら、自分

はうつになってたって。・・・でも（センターに）行くのに勇気がいったって、すぐ近くな

んですけどね。」と担当者が話すように、利用する気持ちがあったとしても利用に至ってい
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ない人たちが存在し、それらの人たちにとっては、担当者が家を訪問することで外部と繋

がっていく契機になっていくと考えられる。つまり、アウトリーチという支援が非利用者

にとって 1 つの重要な支援のあり方になっているのではないだろうか。 

 しかし一方で、すべての非利用者に対してアウトリーチを実施し、支援していくことが

できるとは言えない状況にあることは否めない。つまり、その支援を受け入れない保護者

がいることは想像に難くない。そしてさらにアウトリーチをしたからといってそれがすべ

て非利用者への支援につながることが難しいことは言うまでもない。そこには非利用者で

ある子どもとその保護者に働きかけ、状態を適切にアセスメントし、その両者のニーズを

把握し、支援につなげていく保育ソーシャルワークの力量が必要となろう。もちろん非利

用者には拠点事業の担当者だけではなく、保健師や民生児童委員等、多様な人々が関わる

可能性がある。そのため、他の関係機関で得ている情報を交換し、連携した支援のあり方

を検討するためにもソーシャルワークの力量は欠かせないと考える。すなわち、担当者が

保育ソーシャルワークの力量を保持することは、ひいては地域全体で非利用者を支援して

いくことにつながるのではないだろうか。 

 そして、担当者の保育ソーシャルワークの力量形成については第 6 章において前述して

おり、ここで繰り返すまでもないが、近年保育ソーシャルワークに対する関心が高まって

きており、保育ソーシャルワーカーと名のる実践者1もいることから、保育ソーシャルワー

クの必要性は研究だけでなく、現場においても高まっていることが窺える。まずは広く保

育ソーシャルワークへの認識を高め、実践へとつなげていくことが求められよう。 

 

2. 本論の限界 

 以下に本論の課題を 4点示す。 

まず 1 点目として、拠点事業が現在進行形の事業であり、本論執筆途中に枠組みや名称

等が変更してしまったことから、表記に齟齬が生じてしまった点は否めない。また、調査

もそれぞれの時点で実施されたものであり、2013 年の枠組み変更に伴い、拠点事業（セン

ター型）がそれまでのひろば型と統合され一般型となったものの、本論では一般型のみの

考察に留まってしまった点も本論の限界である。 

 2 点に、2013 年の枠組み変更に伴い、拠点事業はこれまでのひろば型とセンター型を含

む一般型と連携型が生じている問題である。ひろば型においては、その成り立ちが草の根

運動的に広がってきた民間主導であったことからの影響を受け、担当者も保育士である場

合は数少ない。しかし、一般型として今後益々同様の効果を求められることから考えると、

そこにおいても保育ソーシャルワークの実施は必須であろう。ここにおいて、どのように

その専門性を担保し、効果を発揮していくのかについては今後の大きな検討課題である。 

そして、3点には養成課程における保育ソーシャルワーカー養成のカリキュラム構想には

言及できなかった問題がある。現在、保育士養成課程においてはソーシャルワーク科目の

充実が度々図られてきており、社会福祉系大学においては同時に保育士資格を取得できる
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ところも散見されてきている。しかし、現状においてはいずれにおいても保育ソーシャル

ワーカーと標榜できるほどのものには至っていない状況にある。保育ソーシャルワークを

実施していくためのカリキュラム構想をどのようにしていくかは更なる検討が必要である。 

最後に体制整備の問題がある。拠点事業は先述してきたように保育所に併設される形で

開始されたセンター型がその前身であったため、現在もその形態が多く、保育所の職員が

なんとかその任を担っている状態にある。しかし求められている事業内容から考えるとそ

の体制整備は必須であろう。今後どのような体制を構築していくかについては今後検討し

ていきたい。 

 

3．謝辞 

 本研究は、子育て支援の現場で働いていたときの、「本当に私は支援なんてできているの

だろうか」という不安な気持ちと、自らが子育てをしていくなかで「誰とも話す機会がな

い、みんなどうやって子育てしているんだろう」という戸惑いから始まったものである。

そのなかで、多くの方々にお世話になった。この場を借りて深く御礼申し上げたい。     

主査である伊藤良高先生は、子育て支援の研究をしてみたいという私の漠然とした思い

を快く引きうけてくださり、時には叱咤激励してここまで導いてくださった。副査である

豊田謙二先生、堀正嗣先生には私の足りない点を的確にご指導いただき、視野を広げてい

ただいた。永野典詞先生は研究室の仲間でもあり、その都度重要な示唆を与えてくださっ

た。また、ご多忙ながら調査にその都度快く応じてくださった拠点事業の担当者の先生方、

保護者の方々、そして裏で常に支えてくれた研究室の仲間と家族にも心からお礼を申し上

げる。 

まだ本研究ではクリアできていない点もあり、多くの課題が残されている。今後もこれ

までの体験を生かし、子育て支援の動向を見つめ深めていきたい。 

 

注および引用文献 

                                                  
1 例えば、保育ソーシャルワーカーとして保育現場において、保護者支援や保育相談支援の

あり方等の研修、講演会活動を実施している者が見られる。 
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